
航空の安全分野における技術規制のあり方

の検討について（報告書）

平成２４年７月３１日

安全に関する技術規制のあり方検討会



は じ め に

航空機は遠距離の高速輸送を可能とする交通機関であり、広域な人々の行き

来により、経済の活性化、文化の交流をもたらしてきた。

２００５年に人口減少社会に突入した我が国において、社会の活力を維持し、成

長をもたらすためには、国内のみならず、海外との、特に成長の著しいアジア太平洋

地域との人の移動を増やす意味で、航空輸送の発展を進める必要がある。

そのためには、多くの人が使いやすい航空ネットワーク整備を、空港整備も含め推

進しなければならず、首都圏空港の容量拡大、それによるオープンスカイの推進はま

さにその方向を目指すものといえる。

一方で、LCC の国内就航開始など航空業界は厳しい競争にさらされており、真に

国民が使いやすい航空輸送システムの再構築が求められている。

ただし、新たな航空輸送システムを構築する際にも航空安全を損なうことがあって

はならない。

高空を高速で飛行する航空機には、他の輸送手段に比べ格段に高い信頼性と

安全性が要求される。そして航空機は国を超えて飛行するため、安全基準に対する

ルールは国際民間航空機関（ICAO）により定められ、各国はその基準を順守してい

る。

もちろん、航空会社にとっても安全な運航は経営の前提である。

そのうえで、国民に利便性の高い航空輸送システムを再構築するためには、規制

する側・される側といった立場ではなく、官民が一体となって航空の安全分野におけ

る技術規制のあり方を考える必要がある。

その際の視点は、事務手続き上の無駄の排除、技術の発達および国際的な動

向を踏まえることであるが、さらなる安全性の向上を常に目指すという共通の認識が

何よりも重要である。

安全に関する技術規制のあり方検討会

委員長 鈴木 真二
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航空の安全分野における技術規制のあり方の検討について（報告書）

１．背景及び趣旨

（１）航空安全に関する国際基準

航空の安全分野は、国際民間航空条約（シカゴ条約）及び同附属書により国際標準・

国際的なルールが定められており、各国地域は、これら国際標準に準拠し、かつ、米国

基準、欧州基準と整合を図りつつ、安全規制に取り組んできたところ。

【安全確保に係る基本的考え方・仕組み】

運航の安全性の確保 ・新規参入航空会社に対しては、運航開始前に事業計画、

マニュアル、施設等の適切性を審査

・運航開始後も安全監査、不具合報告等を通じて、航空会

社の安全管理の実態を把握

航空機の安全性の確保 ・航空機を運航するためには、航空機の安全性・環境基準

への適合性についての国の証明（耐空証明）が必要

・整備等を行う場合においても、安全性・環境基準への適

合性の確認が必要

・型式証明及び認定事業場制度により、耐空証明や整備等

について国の行う検査が省略可能

航空従事者の技量維持 ・航空機の操縦その他の運航の業務又は整備、改造した航

空機についての確認の業務を行おうとする者には、航空

従事者技能証明（ライセンス）等を付与

・ライセンス保持者については定期的に知識、技量、健康

状態等の確認が必要

（２）取組の背景

一方、航空自由化の進展、アジア太平洋地域における航空旅客輸送の増加、ＬＣＣ（格

安航空会社）等新たな事業形態の出現等、航空業界を取り巻く環境は大きく変化してお

り、我が国においても、国土交通省成長戦略（平成 22年５月）【P.49 参照】に基づき、

首都圏空港（羽田・成田）を含む徹底的なオープンスカイの推進や、首都圏空港の容量

拡大などが進められているところ。

安全に関する技術規制についても、航空技術の進歩や利用者ニーズを踏まえた新た

な事業形態への対応等が喫緊の課題となっている。



2

（３）取組の基本方針

国際標準や欧米の状況等を踏まえ、安全性の確保を大前提としつつ、

① 航空の安全規制は、国際民間航空条約及び同附属書に定められている国際標準に

準拠するべきものであることから、国際標準よりも強化されているものが有れば、

国際標準に準拠

② 国際標準の範囲内であっても、航空先進国である欧米諸国において、航空技術の

進歩に伴いより緩やかな規制等が適用されている場合には、当該規制等を導入して

支障はないか

などの観点から検討を行った。

また、平成 23 年度内に結論を得ることを原則としつつ、緊急性の高いものや早急に

対応可能なものについては即座に対応することとし、一方で、安全性確保の観点から実

証実験等の必要があり改正に時間を要するものについては、原則として平成 24 年度中

に対応することとした。

２．検討の進め方

（１）検討体制

① 検討会の開催

学識経験者、規制・制度改革委員会委員等で構成する有識者委員会「安全に関す

る技術規制のあり方検討会」を開催

② 局内体制

航空局次長、航空ネットワーク部長、安全部長および関係課長を委員会メンバーと

し、航空戦略課、安全部安全企画課及び航空事業安全室で事務局を構成

（２）検討の具体的な進め方【P.50 参照】

1) 技術規制に関する事業者からの要望受付け

2) 事業者からのヒアリングを通じた要望内容の整理

3) 対応案の検討及び事業者への対応案の照会

・ 対応案は、Ａ（即時対応又は措置済み等）／Ｂ（平成 23年度内対応）／Ｃ（原則平成 24

年度中対応）／Ｄ（対応不可）に分類

4) 委員メーリングリストによる委員同士の意見交換・情報共有や、委員及び航空局に

よる事前打ち合わせにおける論点整理

5) 検討会を２ヶ月に１回開催し、対応案について議論（委員、航空局の他、事業者が

オブザーバーとして参加）
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３．検討の状況

（１）検討の進捗状況【P.51 参照】

事業者（本邦大手航空会社やビジネスジェット運航会社、外国航空会社など 16事業

者・団体）からの要望 251 項目から内容が重複するものを除いた 129 項目のうち、本

検討会の対象となる 120 項目について、

・第１回検討会（2011.12.6）において 31項目（対応 28項目、対応不可３項目）

・第２回検討会（2012.2.6）において 29項目（対応 20項目、対応不可９項目）

・第３回検討会（2012.4.6）において 60項目（対応 52項目、対応不可８項目）

の結論を得た（なお、ビジネスジェットに関する要望については、専門の検討会を立

ち上げ、別途検討を行った【P.59 参照】。）。

また、第４回検討会（2012.6.1）において、全体の進捗、工程表について確認を行

った。

このほか、要望取り下げ等が６項目、他省庁所管事項に関する要望として「規制・

制度改革委員会」にて取り扱っていただいた項目が３項目ある【P.57 参照】。

また、平成 23 年 12 月に「航空安全技術規制に関する目安箱」（専用メールアドレ

ス）を設置し、改正後の制度の運用状況について現場の意見を受け付けるとともに、

技術の進展等により新たな要望が生じた場合にこれを受け付けることとしている

【P.64 参照】。

（２）検討会において提示された視点等（委員からの意見）

・ 議論の大前提は安全性を確保するためにどうするかということに尽き、最終的な目

的は、安全でスムーズかつ経済的な運航体制であるとともに、大きな幹は国際標準で

ある。

・ 航空分野では以前からしっかりとした安全対策が採られており、見直されるべき規

制もあれば、不変のものもあることに留意すべき。

・ 米国と欧州がそれぞれ異なる基準を採用している場合、どちらの基準を参照・採用

すべきか。

・ 安全性の担保は、国による個別の審査からシステム認証、事前規制から事後チェッ

クへと移行していくべきであると考える。その際には、単に「効率化のため」ではな

く、「安全性を高めるため」という観点で見直すことが重要。

・ 技術の進歩（シミュレータの高度化等）、環境の変化（グローバル化等）、経営モ

デルの変化（機材回転率の改善ニーズ等）に応じて規制を見直すべきではないか。

・ 我が国独自の基準は、「我が国固有の事情」に基づいて定められたものであるのか。

・ 現場での公平かつ一貫した制度運用をいかに確保するか。

・ 役所内の手続（決裁等）に時間を要している場合、これを可能な限り合理化するべ

きではないか。
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・ 航空機や部品の製造も伸びている中、我が国は航空機産業をリーディング・インダ

ストリーと位置づけているので、審査体制を充実させるなど、航空局の体制・予算も

さらに大きくなるような形で進めてもらいたい。

（３）検討過程において生じた主要な課題と解決の方策

・ 航空行政全体の観点から取り組むため、航空局次長を中心とした検討体制を構築し、

様々な分野の要望に迅速に対応した。

・ 法令等の制度だけではなく運用実態も含めて諸外国の状況を把握する必要があった

ため、諸外国政府機関と密な情報交換を実施した。

・ 検討会において 120 項目という膨大な項目を処理する必要があったため、委員間の

メーリングリスト設置及び検討会に先立ち委員間での事前打ち合わせを実施するこ

とにより事前に論点整理を実施するとともに、要望者に対して事前に対応案を照会

する等、要望者と密な調整を実施した。

・ 制度見直しの効果を発揮させるためには、制度改正がなされた後に運用の一貫性を

保つ必要があるため、現場への徹底を実施するとともに、「航空安全技術規制に関

する目安箱」の設置により運用の実態を把握できるよう措置した。

・ 多角的な視点から検討を行うべく、航空技術が専門の委員に加えて、他分野（規制・

制度や経済学等）を専門とする委員に就任を依頼するとともに、オブザーバーとし

て要望者である事業者の検討会への参加を要請した。

４．取組に対する関係者の声

事業者を起点としたこの取り組みは、事業者の自覚を促すと共に、事業者及び関係者

の双方から概ね肯定的な評価をいただいたと認識している。更にこの取り組みを今後し

っかりと進めていくため、フォローアップの重要性を中心に、幾つかの指摘をいただい

た。

（１）事業者からの評価

・ 要望のあった 14事業者・団体による評価の平均（５点満点）

1) 取組全体について 4.6 点

2) 有識者委員会形式としたことについて 4.6 点

3) 欧米の基準との適合を見直しの基準としたことについて 4.3 点

4) 検討にあたって、要望毎に分類したことについて 4.3 点

5) 対応の迅速性について 4.3 点

6) 事務局の体制について 4.7 点
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（２）評価できる点

・ 事業者の声を全て吸い上げた上で、明確に期限を切り、技術水準などの変化に即し徹

底的且つ迅速に見直しが行われた。（委員）

・ 有識者委員会形式とし、事業者、航空局、委員の三者によって検討がなされたことで、

より客観的な見直しが行われた。（委員・事業者）

・ 検討会前に、事業者と航空局、委員と航空局の間で論点の絞込みを行い、運営の効率

性が確保されていた。（委員）

・ 欧米の基準との適合を見直しの基準としたことで、日本独特の慣習や過去からの考え

方を見直す契機となった。（事業者）

（３）改善すべき点・今後の課題となる点

・ 事業者として重要度の高いものの多くが継続検討となっており、これら項目について

は、ロードマップの作成やフォローアップ体制の構築などが必要である。（委員・事

業者）

・ 欧米の制度との比較においては、より深度の深い調査、運用実態の把握を行う必要が

ある項目もあった。（事業者）

・ 本取組の作業量や社会的重要性を鑑みると、人員等を含めた体制整備も検討すべきで

ある。（委員）

・ 新たな要望や課題についても、節目節目で共有し、本検討会の趣旨、基本方針に沿っ

て継続的に見直しが行われていくことが望まれる。（委員・事業者）

・ 型式証明、耐空証明に関しては航空機製造事業者、装備品製造事業者、修理事業者も

関係するので、運航以外の視点でも検討がなされることを期待する。（委員）

５．今後の方針

方向性の結論が出た項目について、順次速やかに制度改正等を行うとともに、検証に

時間を要する項目については、項目毎の工程表【P.40 参照】に沿った形で計画的に検討

を進めることとし、これらの進捗状況については、本検討会等において定期的にフォロ

ーアップを実施していくこととする。

また、改正後の制度の運用状況については、「航空安全技術規制に関する目安箱」等

を活用し、随時事業者からの意見を受け付けることにより、適切な運用を確保すること

とする。



No. 項目 要望事項 諸外国の状況
措置
分類

対応状況等（H24.7.31時点） 提案者
工程表と
の対応

1 耐空証明の有
効期間につい
て

【現状】
●　耐空証明について、その有効期間は
原則１年であるが、認定事業場が整備及
び整備後の検査を行った場合には、国の
更新検査は省略可能。（航空法第10条、第
14条）

●　航空運送事業者にあっては、信頼性管
理体制をはじめとする適確な整備管理体
制を有し、当該事業機の耐空性を適切に
維持・管理していることが確認された場合
には、当該事業機の耐空証明の有効期間

●　米国では、耐空証明書の
有効期間は存在しないが、航
空運送事業者は整備プログラ
ムに基づく整備の実施が必要
（FAR21.181, FAR91.407）。 整
備プログラムには、その実施と
効果を分析・監視するシステム
が含まれることが導入が必要
（FAR121.373/FAR135.431）

●　欧州では、耐空証明書の
有効性を維持するためには、

A ●　我が国においては、航空運送事業者が連続式耐空証明を受
けるための要件として①航空機等の性能を継続的に監視し、適
切に分析評価を行うことにより、故障に至る前に適切な措置を体
系的に取ることができる信頼性管理体制、②製造者の技術資料
や安全情報等を迅速かつ適切に評価・処理するとともに、機材不
具合の要因分析・再発防止策を適切に実施すること等のための
適確な技術管理体制の構築などを求めており、それが確認でき
れば連続式耐空証明書の交付を認めているところ。

●　欧米においては、航空運送事業者の参入時に上記のような
信頼性管理体制をはじめとする厳格な整備管理体制の構築を求
めているが、我が国においては参入時には一般的な整備管理の

NCA
ADO
SNA
PEACH
FDA

－

航空会社の要望と対応状況

［措置分類］　Ａ：対応（即時対応又は措置済み等）／Ｂ：対応（平成23年度内目処）／Ｃ：対応（原則平成24年度内）（(135)とあるものは、ビジネスジェット包括基準の導入と連動して検討）／Ｄ：対応不可
［提案者］　 　ＡＤＯ：エアドゥ／ＡＮＡ：全日本空輸／ＦＤＡ：フジドリームエアラインズ／ＪＡＬ：日本航空／ＮＣＡ：日本貨物航空／ＰＥＡＣＨ：ピーチアビエーション／
                   ＳＦＪ：スターフライヤー／ＳＫＹ：スカイマーク／ＳＮＡ：スカイネットアジア／ＪＢＡＡ：日本ビジネス航空協会
［工程表との対応］　工程表を作成している項目については、工程表のページ番号を記載
                     　　※措置分類Ｃのうち、平成24年6月までに結論が出ない項目（対外的な調整が必要であるなど対応の具体的な目処が示せない項目、既に工程表を提示している項目を除く）

別紙１
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は、当該事業機 耐空証明 有効期間
については、当該事業者の整備規程の適
用を受けている期間としている（連続式耐
空証明）。（通達「航空運送事業の用に供
する航空機の耐空証明の有効期間の設定
について」）

【要望内容】
●　航空運送事業の用に供する航空機の
耐空証明は、全て連続式耐空証明と同様
にして欲しい。

有効性を維持するため は、
当局の認定を受けた耐空性維
持管理事業場による耐空性確
認が原則1年毎に必要
（M.A.901）。さらに、航空運送
事業者は、整備プログラムに
基づく整備の実施及びその効
果の分析が必要（M.A.301）。

●　ＩＣＡＯでは、耐空証明の有
効性を無期限とする場合に
は、更新制と同等以上の耐空
性監視システムが必要とされ
ている。（Airworthiness Manual
Part Ⅲ 3.2.5）

め る 、我 国 お は参入時 は 般的な整備管理
要件を課しているのみとなっている。

●　連続式耐空証明の基準については、航空会社の要望を受
け、関連通達を改正し、欧米と同様な整備管理体制を有している
ことを確認できれば交付することとしており、既に欧米と遜色のな
い制度となっている。

●　なお、当該措置により、日本航空、全日本空輸に加え、ス
ターフライヤー、北海道国際航空、日本貨物航空、日本エアコ
ミューター及び北海道エアシステムも連続式耐空証明を取得して
いる。

2 輸出耐空証明
について

【現状】
●　輸出耐空証明は、原則として、輸入国
政府から我が国政府に対して要請があっ
た場合に、輸入国政府から示された要件
等に合致していることを証明するものであ
り、通常の耐空証明検査と同様、地上試験
及び飛行試験を実施することとしている。
以下のいずれにも該当する場合には、国
の検査において、地上試験・飛行検査を省

●　欧米では、輸出耐空証明
書を発行する際、輸入国政府
からの要請事項に応じた検査
を実施。
（FAR §21.329、ORDER
8900.1,Vol.8,Chap.5,sec4）
（EASA21B.326）

D ●　輸出耐空証明に当たっての検査方法を定めるに際しては、
①耐空性が適切に維持されているか、また、②輸入国政府が地
上試験・飛行試験を求めているかどうかを確認する必要がある。
前記①については連続式の耐空証明を受けていれば、こうした
基準に合致していると認められる。また、②については、国の責
任において行うべき性質の業務であるため、国が検査を行う場合
に限って、輸入国政府が求めていない場合、地上検査・飛行検査
を行わないことができることとしているものである。

JAL －

の検査において、地上試験 飛行検査を省
略することとしている。
①輸入国政府が地上試験・飛行試験を要
求していない場合
②対象機が連続式の耐空証明を受けてい
る場合
（通達「航空機及び装備品等の検査に関す
る一般方針」）

【要望内容】
●　連続式耐空証明を有する航空機につ
いては、輸出耐空証明のための検査を認
定事業場が行う場合においても、地上試験
と飛行試験を省略可能としてほしい。

●　一方、認定事業場に対して輸入国政府への確認を委任する
ことは適切ではないことから、認定事業場における輸出耐空証明
のための検査において、地上試験・飛行試験を行わないこととす
ることは困難である。

●　なお、平成２３年４月１５日以降は、航空会社からの要望を受
けて、国が輸出耐空証明の検査を行う場合には、書類検査等で
よいこととしており、実体上の問題はないと考えている。

3 機体装着後に
おける基準適
合証の発行

【現状】
●　認定事業場は、装備品（エンジンを含
む）の修理を実施し、基準適合性を確認し
た場合に、装備品基準適合証を発行する
（航空法施行規則第４０条）。

【要望内容】
●　エンジンの修理実施後、当該エンジン
を航空機に装着して機能試験を実施する
場合においても、基準適合証を発行できる

－ A ●　製造者が指定した方法に基づいて整備後のエンジンを機体
に装着して機能試験を実施する場合には、当該機能試験を実施
後に基準適合証を発行できることを既に認めているところ。

●　また、今般、要望を受け、通達を改正し、当該エンジン等を機
体に装着した後に必要となる機能試験を明示することにより、エ
ンジン等を取付ける前に基準適合証を発行できることとした。

ANA －

場合においても、基準適合証を発行できる
ようにしてほしい。
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4 耐空証明の検
査内容につい
て（飛行試験）

【現状】
●　耐空証明の有効期間は原則１年だが、
信頼性管理体制をはじめとする適確な整
備管理体制を有すると認められる航空運
送事業者が、当該事業機の耐空性を適切
に維持・管理している場合には、当該事業
機の耐空証明の有効期間を整備規程の適
用を受けている期間としている（連続式耐
空証明）。

●　連続式耐空証明を有する事業機につ
いては、地上における整備要目や通常運
航では確認できないNHF（Normally Hidden
Function）関連システムの機能の信頼性を
確認するため、サンプリングによる飛行試
験を行うことを求めている。（通達「航空運
送事業の用に供する航空機の耐空証明の
有効期間の設定について」）

【要望内容】
●　ＮＨＦ飛行試験を廃止してほしい。
　
●　ＮＨＦ飛行試験への航空局職員の立会
を廃止してほしい

●　欧州では、耐空証明書の
有効性を維持するため、
・当局の認定を受けた耐空性
維持管理事業場による実機確
認を含めた耐空性確認が原則
１年毎に必要（M.A.901）。当該
実機確認には飛行試験を含め
ることが可能。（AMC
M.A.710(b)and(c)）
・当局は各機の耐空性の維持
状況についてサンプリングで実
機調査を行うこととしており、当
該実機調査には詳細調査、駐
機場での調査、飛行調査が含
まれる。（M.B.303, AMC
M.B.303(b)）（欧州当局は実施
方法を詳細に定めたガイダン
スを定めておらず、当該飛行調
査の実績は確認できていな
い。）

●　ＩＣＡＯマニュアルでは、各
国当局は、必要に応じて航空
機の耐空性維持を確認するた
めに飛行試験を求めることが

C ●　現在、ＮＨＦ試験項目の妥当性について、詳細な技術的検討
を開始しているところ。

●　引き続き、諸外国の状況を踏まえつつ、航空会社の見解も聞
きながら技術的検討を行い、その結果を踏まえ平成24年度に必
要な見直しを行う。

●　なお、ＮＨＦ飛行試験への立ち会いについては、航空会社の
スケジュールに合わせて行っており、当方の都合により日程を変
更して立ち会うものではない。

ANA
NCA
PEACH

P.43
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めに飛行試験を求めることが
できることとしている。
〔Airworthiness Manual Part
Ⅲ 3.2.8〕

5 耐空証明の飛
行検査項目の
削減

【現状】
●　更新耐空証明検査においては、航空
機製造者が設定した検査手順書
（Production Flight Test Procedure（PFTP）
等）を踏まえ、必要なものについて実施。
（「地上機能検査及び飛行検査項目(耐空
証明［定期］検査用」)）

【要望内容】
●　無指向性無線標識（ＮＤＢ）の地上局の
数が少なくなっている状況にもかかわら
ず、更新耐空証明検査の方向探知機（ＡＤ
Ｆ）の検査項目において、NDB地上局上の
通過が求められており、コストが増大する
ことから、当該項目を削除してほしい。

－ A ●　更新耐空証明検査の検査項目に、方向探知機（ＡＤＦ）の試
験におけるNDB地上局上の通過は求めていない。

●その旨関係職員及び関係事業者に対し周知した。

SNA －

6 更新耐空証明
の飛行検査項
目の緩和

【現状】
●　更新耐空証明検査においては、航空
機製造者が設定した検査手順書
（P d ti Fli ht T t P d

－ D ●　航空機製造者によれば、ATFPとは顧客が新造機の受領検
査の際に使用する飛行試験手順であり、その内容は顧客の要望
ごとに異なるものであることから、当該手順に基づく耐空証明に
係る飛行検査を行うことは不適当であり 関係事業者に対し 耐

FDA －

（Production Flight Test Procedure
（PFTP））等を踏まえ、緊急時に必要となる
警報機能／バックアップ機能など、必要な
項目について飛行検査を実施。

【要望内容】
●　耐空証明に係る飛行検査について、
PFTPとは別に航空機製造者により設定さ
れている、受領検査時の飛行試験手順で
ある検査手順書（Acceptance Test Flight
Procedure（ATFP））により、実施することを
認めてほしい。

係る飛行検査を行うことは不適当であり、関係事業者に対し、耐
空証明飛行検査はPFTP等に基づくことが必要であり、PFTP等の
入手が困難な場合には航空局に問い合わせられたい旨周知・連
絡した。

●　なお、耐空証明に係る飛行検査の個別項目の緩和等が必要
な場合は、個別に調整を行っており、引き続き実施する。

耐空性改善通
報に関する届
出の簡略化

【現状】
●　耐空性改善通報は、航空機の安全を
確保するために整備、改修等が必要な場
合、その実施を国が航空機所有者に指示
するもの。輸入機の場合には、原則、その
設計国当局が発行した耐空性改善命令を
受け耐空性改善通報を発行。

●　耐空性改善通報の指示内容と異なる
方法等で対応する場合には、国は原則とし
て事前承認を求め、当該方法により当該通
報の指示内容と同等以上の安全性が確保

●　欧米においても、耐空性改
善命令で指示されている内容
と異なる方法で行う場合には、
事前に当局の承認が必要。
（FAA AC 39-7C, EASA Doc
C.P006-01）

D ●　耐空性改善通報とは異なる方法であって航空機の設計国当
局が承認するものに基づき対応する場合であっても、諸外国にお
いて事前に承認しているように、当該航空機の安全運航に責任
を有する運航国当局として確認する必要があり、少なくとも届出
は必要。

●　なお、上記の場合には、我が国においては事後の届出でよ
いこととし手続きの簡素化を既に図っているところであるが、更な
る手続の簡素化を図るべく、例えば航空局と航空運送事業者と
の間で定期的に開催している定例会議において受け付ける等、
月次にまとめて当該届出を行うことが可能であることを関係職員
及び関係事業者に周知した

ADO
ANA

－7

報の指示内容と同等以上の安全性が確保
されていることを確認。ただし、航空機の設
計国当局が当該方法を承認している場合
には、事後届出でよいこととしている。（「耐
空性改善通報の取扱いについて」）

【要望内容】
●　航空機の設計国当局が承認した方法
に基づき対応する場合には、届出を不要と
してほしい。

及び関係事業者に周知した。
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耐空性改善通
報の実施状況
の報告期限

【現状】
●　耐空性改善通報は、航空機の安全を
確保するために整備、改修等が必要な場
合、その実施を国が航空機所有者に指示
するもの。輸入機の場合には、原則、その
設計国当局が発行した耐空性改善命令を
受け耐空性改善通報を発行。

●　航空機使用者は、耐空性改善通報を
受領した場合には、当該通報の発効から
原則７日以内に当該通報が該当するか否
かを含む実施状況の報告が必要。（「耐空
性改善通報の取扱いについて」）

【要望内容】
●　耐空性改善通報が連休等の前に発出
された場合にも実施状況の報告にあたって
の負担が軽減されるような報告期限を設定
してほしい。

－ A ●　耐空性改善通報の実施状況の報告期限については、当該通
報の発効から原則７日以内としていたところ、原則７営業日以内
とし、負担軽減を図った。

ANA
PEACH
SNA

－

8 化粧室内の酸
素発生装置に
関する耐空性
改善通報

【現状】
●　平成23年3月8日、セキュリティー確保
の観点から、航空機内の化粧室にある酸
素発生装置を不作動とすることを求める耐
空性改善通報を発行。（耐空性改善通報

米国等においても日本と同様
の内容の耐空性改善命令を発
行。（FAA  AD2011-04-09）

A ●　新規製造機等の空輸時は、身元が明らかな者のみが搭乗す
ることが担保されていれば、適用を除外するよう、当該耐空性改
善通報の改訂を実施した。

ＳＦＪ －

8

空性改善通報を発行。（耐空性改善通報
TCD-7825-2011）

【要望内容】
●　新規製造機を輸入する場合における
日本への空輸時には当該耐空性改善通報
の適用を除外してほしい。

9 耐空性を有し
ない航空機の
使用に係る許
可申請手続に
ついて

【現状】
●　耐空証明を有しない航空機又は一時
的にその効力が停止されている航空機等
については、航空の用に供することができ
ないが（航空法第11条）、国土交通大臣の
許可を受けた場合はその限りでない。（同
条ただし書き）

【要望内容】
●　早朝／夜間、土日に機材の損傷等が
発生した場合でも飛行が可能となるよう
に、航空機設計者が飛行を認めている場
合には航空法第１１条ただし書許可を不要
にして欲しい。

●　欧米では、航空機設計者
が一定の条件を課した上で整
備基地等への空輸を可能とし
ている場合であっても、その飛
行に当たって航空当局の許可
が必要。

●　米国では、一発動機停止
状態での飛行、最大離陸重量
の超過状態での飛行などを除
き、空輸飛行を適確に管理でき
ると認められた航空運送事業
者は認められたその範囲内に
おける包括的な飛行許可を受
けることが可能（FAR§21.197）

●　欧州では、国又は国により
能力を認定された者が空輸の

C ●　航空機設計者が、機材に損傷等が発生したとしても、商用運
航を行うことを認めた場合は、現行制度においても運航にあたっ
て当局の許可を必要としていない。

●　一方、航空機設計者が（商用運航は認めないが）一定の条件
を課した上で整備基地等への空輸が可能とした場合にあっては、
欧米と同様、当局の飛行許可が必要であるとしているところ。

●　当該許可に当たっては、損傷状況を確認した上で、安全性の
評価を行うことが必要である。具体的には、写真や担当整備士か
らの情報により損傷の確認を書面により行う場合が多いが、必要
に応じて、国の職員（航空機検査官）が当該機を確認する場合も
ある。

●　この際、緊急事態が発生し、土日の対応が必要になった場合
には、引き続き担当者間の連絡を一層密にするなど、柔軟に対
応する。

ANA
SKY
SNA

P.43

能力を認定された者が空輸の
実施について技術的な問題が
ないと認めた航空運送事業者
等は、航空運送事業者等は包
括的な飛行許可を受けること
が可能。(EASA21A.710, 711)

●　また、平成24年度において、欧米における包括許可の要件
や運用の詳細、安全性の評価方法等について調査を実施し、安
全上問題が無いことを確認した上で、更なる手続の簡素化につ
いて検討する。

10 耐空証明の更
新
（ビジネス
ジェット関係）

●　米国では、FAR Part 121又
はPart 135の運航者は、信頼
性管理を含む整備プログラム
に従って整備する必要があり、
耐空証明は当該整備プログラ
ムに従って整備されている限り
有効（FAR Part 21.181）。

●　欧州では、耐空性管理組
織として認定を受けた航空会
社が、信頼性管理体制をはじ
めとする的確な整備管理体制
を有するとともに、原則として1
年毎に、各航空機に対してそ
の耐空性を有することを確認
することが必要（EC IR
2042/2003 P M M A 901）

①-1
A

①-2
C

①-1
●　諸外国と同様に、信頼性管理方式に基づき適切に整備等を
実施できる体制を有する運送事業者は、連続式耐空証明を取得
することが可能。

①-2
●　サンプリングレートは所有機数に応じて定めているところであ
り、座席数に応じたサンプリングレートを別途定めることは、サン
プリング試験の趣旨から不適当。
なお、NHF試験については、技術的検討を行い、その結果を踏ま
え平成24年度に必要な見直しを行うこととしている。

【現状】
●　耐空証明の有効期間は原則１年だが、
信頼性管理体制をはじめとする適確な整
備管理体制を有すると認められる航空運
送事業者が、当該事業機の耐空性を適切
に維持・管理している場合には、当該事業
機の耐空証明の有効期間を整備規程の適
用を受けている期間としている（連続式耐
空証明）。

●　連続式耐空証明を有する事業機につ
いては、地上における整備要目や通常運
航では確認できないNHF（Normally Hidden
Function）関連システムの機能の信頼性を
確認するため、サンプリングによる飛行試
験を行うことを求めている。（通達「航空運
送事業の用に供する航空機の耐空証明の

JBAA －

2042/2003 Part M M.A.901）。送事業の用に供する航空機の耐空証明の
有効期間の設定について」）

【要望内容】
①-1
●　航空運送事業者により運航される飛行
機T類（航空運送事業の用に適する飛行
機）の19席以下のビジネスジェット機につい
ては、全て連続式耐空証明として欲しい。

①-2
●　また、飛行機T類の19席以下のビジネ
スジェット機に特化したNHF試験のサンプリ
ングレートを定めて欲しい。
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【現状】
●　連続式耐空証明を取得できる航空機
は、フェイルセイフ、ダメージ・トレランス又
はセイフ・ライフ設計に基づく構造並びに故
障解析等を用いた信頼性設計に基づく装
備品を有し、信頼性管理による整備方式に
より耐空性が維持でき、かつ、的確な事業
遂行に必要な機材品質が確保できるもの
として、耐空類別「飛行機輸送T」に限って
いる。（通達「航空運送事業の用に供する
航空機の耐空証明の有効期間の設定につ
いて」）

【要望内容】
②
●　連続式耐空証明を取得できる航空機
の範囲を、T類以外のビジネスジェットに拡
大して欲しい。

●　米国では、FAR Part 135に
基づくビジネスジェット機の運
航には、耐空類別がT類又はT
類相当（基本的にN類（最大離
陸重量5.7t以下で普通の飛行
に適するもの）に追加要件を付
加したものであり、信頼性設計
や安全性解析に基づく整備体
制についてはT類と同等ではな
い）の航空機の使用を求めて
いる。
（FAR Part 135.169）

②D ●　我が国においては、これらの小型航空機の飛行する環境や
事故発生状況等を勘案すると、高度な信頼性設計や信頼性管理
方式による整備方式が維持されている耐空類別「飛行機輸送T」
について連続式耐空証明を認めることが適当である。

【現状】
●　我が国において、事業場の認定を行う
にあたっては、諸外国と同様の水準により
認定を行っている。（航空法第20条、航空
法施行規則第35条）

●　欧米においては、事業場
の認定を取得するにあたって
は、業務を実施するために十
分な施設、人員、組織体制が
求められ、それらを定めた業務

③A ●　業務規程作成ガイダンスを定めるなど、小規模な運送事業者
における認定取得を促進しているところであり、これまでも小規模
な運送事業者においても認定を取得してきている。事業場の認
定を受けるに当たり、不明な点・問題等あれば、個別に相談に応
じる。

9

法施行規則第 条）

●　航空機整備改造認定及び航空機整備
検査認定の取得を考えている小型機の航
空運送事業者向けに、「業務規程作成ガイ
ダンス（サーキュラーNo.2-006）」を制定し
ている。

【要望内容】
③
●　事業場の認定を、小規模な会社でも取
得できるようにして欲しい。

求められ、それらを定めた業務
規程の承認が必要。また、業
務規程に従って適切に業務が
実施されていることを確保する
ことが必要。
（FAR Part 145、EASA Part
145）

じる。

11 ヘリコプターの
点検間隔につ
いて
（ビジネス
ジェット関係）

【現状】
●　耐空証明の更新において国の実機検
査を受ける場合は、原則として耐空証明検
査の直前に年次点検を実施する必要があ
るが、国の承認を受けた年次点検と同等
以上の整備を実施した航空機であって、当
該整備方式に基づく直近の整備を90日以
内に実施している場合は、改めて年次点検
を実施しなくてもよいこととしている。
（通達「航空機及び装備品等の検査に関す
る一般方針」付録I-3　3-1）

●　米国では、年次点検を分
割して行う方法による整備等を
実施している場合は、年次点
検を行う必要はない。ただし、
当該整備方式に基づく整備が
継続して実施していない場合
は、年次点検を実施する必要
がある。
(FAR Part 91.409)

A ●　年次点検と同等の整備を行った場合は年次点検を行わなく
てよいこととしている。

エクセル
・森ビル

－

【要望内容】
●　定時点検を適切に実施している場合
は、年次点検（耐空検査前点検）を免除し
て欲しい。

12 追加型式設計
承認（ＳＴＣ）審
査の軽減

【現状】
●　型式証明をうけた航空機について、航
空機設計者以外の者が当該航空機の設
計変更を行う場合には、国は当該設計変
更について追加型式設計承認（ＳＴＣ）を行
う。（航空法第13条の2）

●　米国等と締結した相互承認協定では、
片方の国（例えば米国）が承認したSTCに
基づきもう一方の国（日本）がSTCを行う際
は、最終的な確認を行うこととなっている。
（「航空の安全の増進に関する日本国政府
とアメリカ合衆国政府との間の協定」）

【要望内容】
●　米国でＳＴＣが承認された場合には、Ｓ
ＴＣ保有者が日本のＳＴＣを速やかに取得
できる仕組みを構築してほしい。

－ B ●　米国がＳＴＣを承認している場合、相互承認協定に基づき、米
国の証明内容を活用し、日本における検査を簡略化し審査に要
する時間・負担の軽減を既に図ってきているところ。

●　今後、米国ＳＴＣを活用した審査の時間・負担の軽減が一層
図られるよう、ＳＴＣ変更時の手続きの簡略化など、当該審査手
続きの更なる明確化を行った。

JAL
SNA
PEACH

－

イ ドシ 【現状】 ● 米国 は ネ タイプ ● 新たな イ ドシ トを導入する あた は そ 安全性13 チャイルドシー
トの型式承認
について

【現状】
●　自動車基準を満足し、かつ、航空機の
座席に取り付けられるチャイルドシートは、
航空機内における使用が認められている。
（「航空旅客のシートベルト常時着用の促
進等について」）

【要望内容】
●　航空機内において、ハーネスタイプの
チャイルドシートの使用も認めてほしい。

●　米国では、ハーネスタイプ
のチャイルドシートは、米国当
局の承認を得なければ、離陸、
着陸及び地上走行時に使用し
てはならない。（FAR§
121.311）

●　欧州では、2007年からチャ
イルドシートの使用に係る調査
研究を実施し、現在、規則化を
検討中。

C ●　新たなチャイルドシートを導入するにあたっては、その安全性
への影響等を適切に評価する必要がある。

●　米国における導入経緯、安全性評価の過程及び結果、欧州
における検討状況等の調査を実施したところであり、今年度前半
までに、安全上問題がないことが確認された場合、ハーネスタイ
プのチャイルドシートが使用可能となるよう措置する。

JAL P.43
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－14 予備品証明制
度について

【現状】
●　エンジンやプロペラ等の重要な装備品
については、国の予備品証明検査に合格
すれば、当該装備品の交換時における航
空機に対する国の検査が不要となる。

●　新規に製造された装備品について、耐
空性に関する相互承認を締結した国の有
効な証明書がある場合、予備品証明検査
は不要。

●　また、修理を行った装備品のうち、認定
事業場が修理を行った上で、基準適合性
を確認した装備品については、予備品証明
検査が不要となる。
（航空法第16条、第17条、航空法施行規則
第30条の2）

【要望内容】
①
●　整備に関する外国との相互承認を推
進し、現行の予備品証明に合格したとみな
せる対象範囲を、新規に製造された装備
品のみならず修理を行った装備品にまで
拡大してほしい。

●　欧米では、修理を行った装
備品に対し、国又は国が能力
を認定した者による検査・証明
が行われれば、基準適合証を
発行。

●　米国では、DAR（米国当局
の委任により検査等を行う代
理人）は基準適合証を発行で
きるが、製造品についてであ
り、修理品については発行でき
ない。

●　欧州では、個人が予備品
証明を代行できる証明制度は
ない。

①C

②A

①
●　現行制度においても、欧米と同様、国内外の装備品事業者
に対し事業場認定を行っており、認定事業場が基準適合証を発
行した場合には、予備品証明検査は不要としているところ。

●　また、新規に製造された装備品については、欧米等我が国と
相互承認を締結した国の有効な耐空証明書があれば、予備品証
明は不要としているところ。

●　今後、修理を行った装備品についても相互承認を行うため、
引き続き欧米との間で協議を行っていく。

②
●　新規に製造された装備品については、欧米等我が国と相互
承認を締結した国の有効な耐空証明書があれば、予備品証明検
査は不要としているところ。

●　また、修理を行った装備品については、現行制度において
も、欧米と同様、国内外の装備品事業者に対し事業場認定を
行っており、当該認定事業場が基準適合証を発行した場合に
は、予備品証明検査は不要としているところ。（個人が基準適合
証を発行できる制度は、我が国のみならず欧米にも存在しない）

●　さらに、緊急に予備品証明が必要となった場合には、休日等
も含め迅速に対応しているところであり 引き続き柔軟に対応す

NCA
SNA
FDA
PEACH
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①A ①　緊急に予備品証明が必要となった場合には、休日等も含め
迅速に対応しているところ、引き続き柔軟に対応する。

②C ②　新規の装備品については、我が国と相互承認を締結した国
の有効な耐空証明書があれば、既に予備品証明は不要としてい
る。
　修理品に関する相互承認についても、欧米との間で協議を継続
して実施しているところである。

－

拡大してほしい。

②
●　土日を含め緊急時に重要装備品の交
換が可能となるように、国が委任した者が
予備品証明検査を代行できる制度の創設
や、国の予備品証明検査のための手続き
の簡略化を図ってほしい。

も含め迅速に対応しているところであり、引き続き柔軟に対応す
る。

【現状】
　我が国では、欧米と同様、認定事業場が
修理したうえで、基準適合証を発行した装
備品については、航空機に装備することが
できる。また、国が直接検査を実施し、予
備品証明を発行する制度を有している。更
に、新規の装備品については、耐空性に関
する相互承認を締結した国の有効な証明
書がある場合は、予備品証明は不要とし、
航空機に装備することができる。
（航空法第16条、第17条、航空法施行規則
第30条の２）

【要望内容】
①　休日等においても速やかな手続きが行

　欧米においては、修理された
装備品に対し国が能力を認定
した者による検査・証明が行わ
れ、基準適合証が発行されて
いなければ、当該装備品を航
空機に装備してはならない。
（FAR Part 43.5, 43.7、 EASA
Part 145.A.50）

JBAA
朝日航
洋
中日本
航空

③A ③　現在でも、本邦外において予期しない故障等が発生した際の
利用者の利便を確保するため、認定事業場（自社を含む。）が作
業を完了できる等の条件の基に予備品証明のない部品の交換
は可能。
　また、認定事業場による作業が困難な場合には、法第１１条た
だし書きの許可により、空輸することは可能。
（サーキュラーNo.4-015）

15 外国の安全性
証明のコピー
の活用

【現状】
●　耐空性に関する相互承認協定（BASA）
を締結している米国等において、新規製造
品について安全性証明がなされている場
合には、我が国の安全性証明を受けたも
のとみなしている。

●　この場合、安全性証明は原本であるこ
とが原則だが、原本証明（True Copy）がな
されたコピーでも受入可能としている。（航
空法第17条、航空法施行規則第30条の2、
「航空機及び装備品等の検査に関する一
般方針]」）

●　米国の制度では、装備品
のトレーサビリティを確保する
ため、製造会社等は、安全性
証明の原本又は原本証明がな
されたコピーを発行し当該装備
品に添付することが求められて
いる。(FAA ORDER 8130.21G
2-7)

●　欧州においては、装備品に
ついて安全性証明の原本添付
が求められている。(EASA
21A.307)

Ｄ ●　諸外国においても、不正部品の使用を防止する観点から、原
本証明のない安全性証明のコピーのみを添付した装備品の流通
は認められておらず、我が国においても同様の理由から、当該コ
ピーのみを添付された装備品の使用は認められない。

●　要望中の外国の製造会社に対しては我が国制度について周
知したところであり、今後、他の事業者に対しても周知する。

SKY －

①　休日等においても速やかな手続きが行
う事の出来る体制を構築して欲しい。

②　製造国にて品質を保証された装備品
については、予備品証明を不要とするか見
なしを行う等手続きの簡素化をして欲しい。

③　国外で部品を交換しなければならない
事態が発生した場合、暫定的に日本まで
空輸ができる仕組みを構築して欲しい。

【要望内容】
●　外国の製造会社が、安全性証明の原
本や原本証明がなされたコピーを発行する
ことに難色を示すケースがあることから、単
なるコピーでの受入れを可能としてほしい。
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16 予備品証明を
受けていない
装備品を海外
で借用する場
合について

【現状】
●　国際航空運送事業の用に供する航空
機に本邦外において予期しない故障等が
発生した場合に、一定の条件の下、整備改
造認定事業場において予備品証明を有し
ない重要装備品の交換作業を行い、確認
をした場合には、当該航空機は飛行するこ
とが可能。（「国際航空運送事業の用に供
する航空機に対して行う予備品証明を有し
ない重要装備品の本邦外における交換作
業について」）

【要望内容】
①
●　予備品証明を有しない装備品を借用し
て交換作業を行う認定事業場は、その業
務規程に当該装備品の借用先、当該借用
先に対する監査等について規定することが
必要となっているが、これを不要としてほし
い。

②
●　借用先としてリース会社も可能としてほ
しい。

●　米国では、国外で米国資
格を有さない者が修理した部
品等を使用する場合にあって
は、運航者は、そのOpSpec
（航空機型式、主基地その他
運航にあたっての制限等に関
する規程）に当該借用先（航空
会社に限る）を規定し当局の承
認を受ける必要があり、また、
当該借用先を監査しなければ
ならない。(FAR§121.361,
ORDER 8900.1 3-3759)

●　欧州では、主基地以外の
場所で機材不具合により運航
ができなくなった場合に、欧州
の基準適合証を有さない部品
を借用し交換する場合は、30
飛行時間か主基地に戻るまで
の間その使用が認められてい
る。(145.A50(f), C145.A50(f)）

①B

②A

③B

●　航空運送事業者は、運航を維持し、安全を確保するため、使
用可能な予備品の配置又は入手先を適確に確保することが必
要。
一方、本邦外における緊急時には、予備品証明等を受けた予備
品の入手が困難な事態が想定されることから、欧米の制度を踏
まえ、我が国においても安全性を確保した上で当該装備品を一
時的に使用することを認めている。この場合、航空機の安全性を
確保するため、借用する装備品の健全性を確保するための措置
として、借用先における予備品の入手・保管等の適切性を監査に
よる確認及び使用可能な予備品への早期交換を求めることは必
要である。

①
●　借用先への監査を航空運送事業者が実施している場合は、
業務規程へ規定する代わりに整備規程に借用先を規定すること
を認めるよう通達を改正した。

②
●　借用先について、米国等は航空会社に限っているが、我が
国は、航空会社に限っていない。

③
●　主基地に戻るまでとしている交換期限について早期交換を前
提としたうえで柔軟に対応できるよう通達を改正した。

ANA
NCA
PEACH

－
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17 ＰＭＡ部品（米
国の証明を受
けた代替部品）
の取り扱いに
ついて

【現状】
●　米国との相互承認協定（BASA）に基づ
き、米国のPMA部品（Parts Manufucturer
Approval : 型式証明を有する航空機等の
改修・交換部品として米国当局より証明を
受けたもの）は我が国においても受入れが
可能。

●　運航者は、PMA部品を使用する場合に
は、当該PMA保有者が発行する技術資料
の確実な入手などの管理が必要（「PMA部
品の取扱い」）。

【要望内容】
●　PMA部品を使用する際に運航者に求
められている「技術資料の管理（最新の技
術資料の更新等）」を行わなければならな
い品目を限定してほしい。

●　米国では、航空機等の型
式証明において使用が認めら
れていない部品を使用するに
は、PMA部品としての承認が
必要。PMA製造者は当該PMA
部品の使用実績情報を収集
し、必要に応じて設計変更など
の対応を行うことが必要。

●　欧米では、運航者は設計
者等の技術資料の適切な管理
を行うことが必要。

D ●　運航者は、航空機の耐空性を適確に確保するため、航空機、
部品等に係る不具合情報や必要な点検・改修等の技術情報を確
実に入手し、必要な対応を行う必要がある。

●　PMA部品については、航空機設計者が使用を認めたもので
はないため、航空機設計者から運航者に対し不具合情報や技術
情報が提供されないことから、運航者は使用する全てのPMA部
品について当該PMA製造者等から技術情報を確実に入手するこ
とが必要であり、品目の限定については対応不可。

NCA －

③
●　借用品の使用条件として「交換までの
期限（２週間又は主基地に戻るまでのどち
らか早い方）」が定められているが、当該期
限を撤廃してほしい。

い品目を限定してほしい。

18 認定事業場の
変更認定につ
いて

【現状】
●　認定事業場は、業務規程に施設・設
備、組織・人員、作業の実施方法、品質管
理体制等について定め、国の認可を受け
ることが必要であり、当該規程の変更時に
も国の認可が必要。（航空法第20条、航空
法施行規則第39条）

【要望内容】
①
●　認定事業場の作業場の追加や、整備
を行う航空機型式の追加などの業務規程
の変更は届出としてほしい。

②
●　また、組織、人事、施設などの軽微な
変更を行う際の業務規程の変更も届出とし
てほしい。

●　米国の整備認定事業場に
おいては、作業場や整備を行う
航空機型式、最高責任者名な
どは、Repair Station  Op-Spec
に規定し、その変更時には認
可が必要。一方、業務に必要
な施設等はRepair Station
Manual に規定することとされ、
当局へ通知の後、事後審査の
結果、問題があれば変更が拒
否されることとなっている。
（FAR §145.5, 145.207, FAA
ORDER 8900.1 2-1182 A.1、2-
1299）

●　欧州の整備認定事業場に
おいては、業務規程の変更時
には当局の認可が必要。
（EASA 145.A.70）

①D

②A

①
●　運航開始前に航空運送事業者に対して行う運航管理施設等
の検査の際には、認定事業場の作業場の追加に係る実地検査
を省略するなど、負担の軽減を既に図っているところ。

●　作業場や整備を行う航空機型式の追加等により業務規程の
変更を行う場合は、その整備等の実施能力を確認する必要があ
ることから、欧米等と同様、認可を行うことが必要。

②
●　人事異動等による組織変更や軽微な施設変更に係る業務規
程の変更については、現行制度においても事後手続でよいとし、
実質的には届出と変わらないものとしている。

ANA
NCA

－
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19

20

整備規程の認
可と業務規程
の認可

【現状】
●　航空運送事業者が定める整備規程
は、整備要目・間隔、整備管理等について
規定し、国の認可を受けることが必要。（特
定本邦航空運送事業者の場合は本省航
空局が審査し、その他の航空運送事業者
の場合は当該事業者の主たる所在地を管
轄する地方航空局が審査） （航空法第104
条、航空法施行規則第214条、240条）

●　認定事業場が定める業務規程は、施
設・設備、組織・人員、作業の実施方法、品
質管理体制等について規定し、国の認可
を受けることが必要。（当該事業者の主た
る所在地を管轄する地方航空局が審査）
（航空法第20条、航空法施行規則第39条）

【要望内容】
●　航空運送事業者が認定事業場として
の認定を受けている場合において、航空運
送事業者の整備規程と認定事業場の業務
規程の内容に重複があり、また、審査の担
当が異なり調整に時間を要することから、
両規程の一元化、審査の一本化を実現し
てほしい。

●　ICAO附属書6においては、
航空運送事業者に対し、整備
要目・間隔、整備管理体制等を
定める「整備プログラム」の設
定・認可を求める一方、整備事
業場に対し「業務規程」の設
定・認可を求めている。（ICAO
Annex 6  Part 1  8.3/11.3　等）

●　欧米においても、航空運送
事業者が整備認定事業場とし
ての認定を受けている場合に
は、業務規程と整備規程を定
める必要がある。（FAR
121.367、145.207、EASA
M.A.302、145A70）

●　また、米国においては、両
規程間の引用は認めている
が、それぞれの規程の審査担
当は異なっている。（FAA AC
145-9 1-3）

D ●　我が国においても、欧米等と同様、国際標準に基づき、整備
規程と業務規程を定める必要がある。

●　一方で、我が国においては、米国と同様に整備規程と業務規
程の記載内容に重複があった場合には引用を認めているところ
であるが、これを整備規程審査実施要領細則等において明確化
し、その徹底を図ることとする。

●　さらに、両規程の審査部局間における審査状況の情報共有
を含め、一層緊密な連携を取ること等により、審査にあたっての
負担軽減を図る。

ANA
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21 認定事業場が
整備又は改造
を受託する場
合の「妥当性
の確認」につい
て

【現状】
●　航空運送事業者は、整備規程に基づ
き、航空機設計者の技術資料等に準拠し
て整備の実施方法を定めた整備手順書等
を設定。（整備規程審査要領細則）

●　認定事業場は、整備の計画、過程及び
その作業完了後の現状について基準適合
性の確認を行うことが必要。（航空法施行
規則第40条）

【要望内容】
●　委託元である航空運送事業者が作成
し、既に航空局により認可された委託元の
整備手順書等に基づき、委託先の認定事
業場が整備作業を行う場合には、当該認
定事業場による当該作業の妥当性の確認
を不要としてほしい。

－ B ●　航空運送事業者が整備手順書等を作成し自ら整備作業を実
施する場合には、航空運送事業者が整備手順書等の作成段階
でその妥当性を確認しているため、当該整備作業に当たって当
該手順書の内容の妥当性を確認する必要はない。

●　航空運送事業者が整備手順書等を作成しその整備作業を委
託する場合には、整備委託先の認定事業場は、改めて当該整備
手順書の内容の妥当性を確認することは不要である。

●　一方、当該整備作業に関して、当該認定事業場が認定され
た能力の範囲内か否か、設備・人員による対応が可能か否かに
ついて確認することは必要であり、通達を改正してその旨明確化
した。

●　なお、航空局では航空運送事業者の整備手順書の認可は
行っていない。

ANA －

22 ＢＡＳＡにより
相互承認を受
けた修理方法

【現状】
●　航空機の整備作業については航空機
等の設計者が指定する方法で行うことと

①②
●　米国では、航空機等の設
計者が指定する方法と異なる

①C ①
●　設計者が指定するものとは異なる方法で修理を行う場合、外
国当局が承認したものであっても、航空機の安全性に影響を与

ANA
NCA

－

てほしい。

けた修理方法
について

等の設計者が指定する方法で行うことと
なっているが、独自に作業の実施方法を設
定する場合には国の承認が必要。（「事業
場認定に関する一般方針」）

●　当該方法が米国当局又は米国当局が
能力を認定した者（DER等）により承認され
た場合には、米国との相互承認協定
（BASA）に基づき設計の検査の一部が省
略されるが、我が国がその能力を認定した
事業場（認定事業場）における作業の実施
が必要。（「米国連邦航空局が承認した修
理設計データの取り扱いについて」）

【要望内容】
①
●　DER等により承認された修理方法によ
り作業を行う場合、我が国の認定事業場に
おいて作業を実施することを要件としない
でほしい。

②
●　DER等により承認された修理を実施す
る海外の事業場として我が国の認定を受
ける要件として定められている「Company
DERを有していなければならない」について

計者が指定する方法と異なる
整備作業の実施方法を設定す
る場合には、国又は国が能力
を認定した者（DER等）による
承認が必要であり、その作業
は米国の整備認定事業場によ
る実施及び確認が必要。

③④
●　欧州では、整備作業につ
いて航空機等の設計者が指定
する方法と異なる方法を設定
する場合には、国又は国が能
力を認定した者（DOA）による
承認が必要。

②A

③C

④C

国当局が承認したものであっても、航空機の安全性に影響を与
えるものであり、型式証明の際に我が国としてその妥当性を確認
できていないものであることから、確認する手続きが必要。

●　相互承認協定（BASA）を締結している米国については可能な
限り我が国における審査項目を削減しているが、当該BASAは修
理を行った装備品については対象外となっており、当該修理の適
確な実施等を確保するため、我が国認定事業場における実施を
求めている。

●　修理を行った装備品に関する相互承認を行うため、引き続き
関係当局との間で協議を行っていく。

②
●　我が国では、米国政府の承認を受けて検査業務を行うことが
できる者が社員としていなければならない旨の要件は求めていな
い。

③
●　設計者が指定した方法によらない方法で修理を行う場合に
は、外国当局が承認したものであっても、航空機の安全性に影響
を与えるものであり、型式証明の際に我が国としてその妥当性を
確認できていないものであることから、我が国が確認する手続き
が必要。

● BASAを締結している米国については 可能な限り審査項目DERを有していなければならない」について
緩和して欲しい。

③
●　欧州当局又は欧州当局がその能力を
認定した会社が承認した修理方法で作業
を行う場合には、承認ではなく届出として
ほしい。

④
●　認定事業場において修理設計データ
の内容を追加する場合には、国による承認
を不要としてほしい。

●　BASAを締結している米国については、可能な限り審査項目
を削減しているところであり、欧州との間でも同様の協定の締結
に向けて推進する。

④
●　我が国における修理方法の承認の一部又は全てを省略する
ためには、我が国と同等以上の基準及び手続により当該修理方
法の技術的妥当性が確認されることについて、海外当局と我が
国との間の協定等により担保する必要があることから、これらを
内容とする協定等の締結を推進する。

12



23 整備要目を標
準より厳しく設
定する場合の
許可について

【現状】
●　運航者が整備要目を変更する際に、製
造国・製造者の定めるMRBR/MPDどおり
に定めた整備要目を、MRBR/MPDの変更
に伴って当該変更のとおりに変更しようと
する場合等に限って届出による整備要目
の変更を認めているが、MRBR/MPDと異
なる条件で整備要目を設定する場合等に
ついては承認が必要である。（通達「整備
規程審査実施要領細則」）

●　他方、運航者は整備規程に信頼性管
理プログラムを定め、自社で経験した機材
故障等に基づき必要に応じ整備要目をより
条件の厳しい内容に変更することが求めら
れている。

※MRBR（Maintenance Review Board
Report）：航空機の設計国の航空当局が承
認した、整備に関する要求事項を定めた整
備プログラム
※MPD（Maintenance Planning
Document）：航空機製造者が発行した、整
備に関する要求事項を定めた整備プログ
ラム

●　ICAOガイドラインでは、運
航者の整備経験等に基づき整
備要目を設定、変更しようとす
るときは当局の承認を受けるこ
ととされている。(Doc.9760)

C ●　整備要目は航空機の耐空性の維持のために重要なものであ
り、運航者が自社・他社の経験した機材不具合等のために
MRBR/MPDに定められた整備間隔をより短縮し、又はより作業
深度の深い整備要目を設定する場合においても、国はその内容
が運航者の経験等に基づき適切に定められているか審査のうえ
承認してきているところ。

●　今後、平成24年7月末までに関連通達を改正し、既に承認さ
れた整備要目の整備間隔を短縮し、又はより作業深度を深くする
内容に変更する場合やMRBR/MPDにない整備要目を自ら設定
する場合については、届出による整備要目の改定でよいこととす
るとともに、その内容も含め、運航者の信頼性管理プログラムの
適切性については、監査等を通じて確認することとしたい。

●　現在、通達「整備規程審査実施要領細則」の改正に向けて、
パブリックコメントを実施済み。

ANA
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ラム

【要望内容】
●　事業者がMRB/MPDよりも厳しい内容
の整備要目を定める場合の手続を承認か
ら届出に変更してほしい。

24 整備業務の委
託先の管理に
ついて

【現状】
●　地上取扱業務を含む運航業務を委託
する場合は、通達「運航規程審査要領細
則」及び「運航に係る業務の委託の運用指
針」により、航空機の運航に係る業務の委
託の方法を運航規程（付属書）に定めるこ
ととされている。

【要望内容】
●　地上取扱業務の委託を行う場合には、
通達の実施基準に基づき委託先管理を行
うことが必要となっているが、委託先がグ
ループ会社の場合は厳密な委託先管理を
行う必要性は低いと考えられるとともに、外
国法人との契約の円滑化に貢献すること
から、グループ会社等に委託する場合や
外国基地において外国法人に委託する場
合については、委託形態に応じ適切な方
法により委託先管理が可能となるよう、委

●　米国では、グループ会社で
あることを理由に委託先管理を
省略できるという規定はない。
（FAA Order 8900.1）

A ●　委託先がグループ会社（航空会社又はグランドハンドリング
会社）や海外基地の外国法人であっても、航空機の運航の安全
の確保の観点から、適切な委託先管理が必要であるが、通達の
実施基準と同等の安全性が確保できると認められる場合は、委
託形態に応じ柔軟な方法により委託先管理を行うことは可能であ
る。

ANA －

法により委託先管理が可能となるよう、委
託先管理の要件を緩和してほしい。

25 業務委託先へ
の立入検査に
ついて

【現状】
●　航空局が実施する安全監査（立入検
査）について、航空運送事業者が行う事業
の安全上の基準への適合性を確認するた
め、必要に応じ、貨物搭降載業務や燃料
給油業務等の委託先に対しても、同監査を
実施している。

【要望内容】
●　航空運送事業者の業務委託先につい
ては、当該事業者が定期監査・臨時監査を
行い、能力・信頼性を的確に管理している
ため、航空局による安全監査（立入検査）
の対象から除外してほしい。

●　諸外国においても、航空運
送事業者の委託先に対する立
入検査を行っている。（ FAR §
119.59）

D ●　航空運送事業者の委託先のうち安全上重要な機能を有して
いるものについては、航空局としても安全監査を行い、業務の実
施状況等を直接確認する必要がある。

●　他方、安全上重要な機能を有していないものについては、基
本的には立ち入る必要はなく、安全監査の対象としていない。

●　なお、重要な機能を有していない委託先であっても安全上の
不具合が多発している等の理由がある場合には立ち入る場合は
ある。

NCA －

26 認定事業場の
更新検査

【現状】
●　整備等の能力を有する事業場として国
の認定を受けるためには、施設・整備、組
織・人員、作業の実施方法、品質管理体制
等が適切であることについて国の検査を受
けることが必要であり、認定後も２年ごとに
実地等により更新検査を受けることが必
要。 （航空法第20条、航空法施行規則第

－ A ●　航空運送事業者が、委託管理等のための有益な情報収集が
できること等の理由により、自らの判断で認定事業場の更新検査
へ同行する場合があることは承知しているが、これは、国が求め
ているものではなく、また実際に同行していない事例が多い。

●　その旨関係職員及び関係事業者に対し周知するとともに、航
空運送事業者が同行を希望する場合の手続を明確化するため
の通達改正を行った。

NCA －

要。 （航空法第20条、航空法施行規則第
35条、37条）

【要望内容】
●　航空運送事業者が委託している海外
の認定事業場の更新検査時に、エアライン
スタッフが国に同行する慣例があるが、こ
の運用を改善して欲しい。

の通達改正を行った。

27 外国航空会社
への整備業務
の委託につい
て

【現状】
●　整備業務の管理の受委託に関して、外
国の航空運送事業者が日本国籍の航空
機に係る整備業務の管理を受託する形態
を想定しておらず、整備業務の管理の受託
者となり得るものは、基本的に本邦の航空
運送事業者又は整備改造認定事業者とさ
れている。（通達「整備業務の管理の受委
託の許可に係る運用指針」）

【要望内容】
●　経営の効率化を図るため、外国社に対
する整備業務の管理の委託を可能として
ほしい。

●　ICAO附属書６では事業許
可証(Air Operator Certificate)
を受けたオペレーターが整備
の管理について責任を有する
こととされており、欧米におい
ても同様の取扱いとなってい
る。(ICAO Annex6 Part I
8.1,8.2、米国FAR 121.363、欧
州EU Part Subpart G)

C ●　今後、諸外国の動向を見ながら、航空会社の要望を踏まえつ
つその可能性について検討していくこととする。

ANA P.43

13



28 １事業場が２種
類の事業場と
して認定を受
けることについ
て

【現状】
●　30席又は最大離陸重量が15tを超える
飛行機について整備又は改造をする場合
には、認定事業場において行うことが必
要。
（航空法第19条第1項、航空法施行規則第
31条の2）

●　航空運送事業者は、受託者による業
務の遂行を管理する方法等を整備規程に
定め、整備業務を委託することが可能。
（航空法施行規則第214条）

【要望内容】
●　１つの整備基地において２種類の事業
場としての認定（自社認定、委託先認定）を
認めてほしい。

－ A ●　現行制度上、１つの整備基地が２種類の事業場としての認定
を取得することを妨げておらず、実際に取得している例もある。

ANA
NCA

－

29 認定事業場の
設備保有要件
の緩和

【現状】
●　整備等の能力を有する事業場として国
の認定を受けるためには、施設・設備、組
織・人員、作業の実施方法、品質管理体制
等が適切であることについて国の検査を受
けることが必要。(航空法第20条、航空法

●　米国においては、整備認
定事業場が業務に必要な設備
を保有していない場合は、業務
規程に設備の借用方法を規定
することとなっている。（FAA
ORDER 8900.1 2-1297 B.3）

A ●　現行基準においても、借用の手順等が明確になっていれば
認定業務に必要な設備は必ずしも自ら保有しなくてよい旨規定さ
れており、全ての設備の保有を求めていない。

●その旨関係職員及び関係事業者に対し周知した。

ANA
PEACH

－
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要。 航 法第 条、航 法
施行規則第35条)

【要望内容】
●　認定事業場において、メーカーが求め
る全ての設備を自ら保有することを指導さ
れたことから、当該要件を緩和してほしい。

●　なお、要望で指摘されているような指導を行った事実は確認
できなかった。

30 整備間隔につ
いて

【現状】
●　事業者は、設計国・製造者の定める整
備要目に基づき、各部品に係る整備間隔
を適切に定め、整備規程に規定する必要
がある。（航空法施行規則第214条）

●　整備時間間隔の一時的延長について
は、不測の事態の発生等（例：機材故障、
目的地外着陸、整備計画の変更等）のや
むを得ない場合に認められており、その運
用に関する事項を整備規程に定めている。
また、整備時間間隔の計画的延長につい
ても、航空局の承認を受けてMPD/MRBR
に定められた間隔よりも長い整備時間間
隔を設定することが可能となっている。

【要望内容】

●　ICAOガイドラインでは、整
備要目を設定・変更、一時的延
長しようとするときは、当局の
定めた手続きに従わなければ
ならないとされている。
（Doc.9760）

●　米国では、一時的な整備
間隔延長の具体的な事例とし
て「整備事業者（外注先）のス
ケジュール」「天候による影響」
「部品の在庫切れ」又は「その
他の定例外の整備」を掲げて
おり、原則FAAの承認が必要
であるが、運航者が信頼性管
理プログラムにおいて予め一
時延長のための手続きを規定

A ●　航空運送事業者は、航空機の使用時間の計画の精度を向
上させることにより、整備時間間隔がより近づくまで航空機を運
航することができるものの、やむを得ない事由が生じた場合に
は、一時的に整備時間間隔を延長することを認めているところ。

●　また、整備時間間隔を計画的に延長する場合においても、安
全が確保されると認められるときは、航空局の承認を受けて延長
することが可能である。

ANA －

【要望内容】
●　重整備などの実施時期が繁忙期と重
なることを防ぐため、整備間隔の一時的な
延長を計画的に行うことを認めてほしい。

時延長のための手続きを規定
している場合には個別の承認
は不要。（FAA Order 8900.1
Vol.3 Chap.37）なお、
MPD/MRBRに定められた間隔
よりも長い整備時間間隔を設
定する場合には原則FAAの承
認が必要。

31 非常信号灯の
装備義務につ
いて

【現状】
●　航空機には、非常信号灯を１つ装備し
ていなければならない。（航空法第62条、
航空法施行規則第150条）

●　なお、非常信号灯の装備は、操縦室に
限定しているわけではなく、救命ボート等
に装備することも可能。

【要望内容】
●　非常信号灯の装備義務を廃止してほし
い。

●　国際標準、欧米の基準で
は、長距離洋上飛行等一定の
飛行について、非常信号灯の
装備を義務付けている。
（Annex 6 Part I　Para 6.5.3.1：
長距離洋上飛行時に限り装備
が必要、,
FAR §121.339(a)(3)：長距離洋
上飛行時のみ各救命ボートに
装備が必要
FAR §121.353(a)：無人のエリ
ア上空を飛行する場合に装備
が必要、
EU-OPS 1.835(a)：捜索救難が
困難な地域を飛行する場合に
装備が必要）

C ●　非常信号灯の装備について、長距離洋上飛行を行う場合に
限定するなど、当該装置の装備義務を緩和する方向で検討中。

ANA
FDA
PEACH
SNA

P.41

装備が必要）

14



32 装備義務規定
と運用許容基
準の整合性に
ついて

【現状】
●　航空機は、航法装置、無線電話、気象
レーダー、TCAS、GPWS等航空機の航行
の安全を確保するために必要な装置、飛
行記録装置等を装備しなければ、これを航
空の用に供してはならない。ただし、国土
交通大臣の許可を受けた場合は、この限り
でない。この際、整備可能な基地まで飛行
が許可され、そこで修理又は交換が必要と
なる。（航空法第60条及び第61条第1項、
施行規則第145条～第149条の3）

●　原運用許容基準（MMEL）とは、航空機
製造者により定められ、設計国により承認
された基準であり、航空運送事業者は、
MMELに基づいて、自社の運用許容基準
（MEL）を定め、一定の条件の下に、装備品
等が不作動の状態での運航が承認されて
いる。

●　上記の装備品について、MMEL上の不
作動を認める期間は、法第60条及び第61
条第1項のただし書きの許可条件よりも長
い。

●　Boeing機のMMELでは、法
令上、装備が求められているも
のと不要なものとで修理期限
が区別されているものもある。

C ●　法第60条及び第61条第1項のただし書きの許可について、基
本的には、原運用許容基準（MMEL）に定められる期限を超えな
いことを前提として、現行整備可能な基地までの一回の飛行しか
認めていないところ。

●　今後、当該機材の運航が終了した夜間等における最初の整
備機会まで修理しないことを認めるなど、装備品等の修理期限に
ついて柔軟に扱うこととするが、ＴＣＡＳ、ＧＰＷＳといった突発的
な事態に対応するための装置については、諸外国の状況や我が
国の実情を踏まえ、修理期限の延長が適切かどうか平成24年夏
頃までに検討する。

ANA
ADO
SNA
PEACH

P.41
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【要望内容】
●　法第60条及び第61条第1項のただし書
きの許可について、不具合の回復期限を
MMEL（原運用許容基準）の範囲内におい
て、現状より長くしてほしい。

33 運用許容基準
の緩和につい
て

【現状】
●　通達により、各事業者は、「装備品等
が正常でなくとも運航が許容される基準」と
して航空機製造国によって承認されている
「ＭＭＥＬ」に従い、「運用許容基準」を定め
ることとされている。この運用許容基準の
範囲内であれば、装備品が不十分であっ
ても、一定の間は、運航することが認めら
れている（通達「整備規程審査実施要領細
則」）。

●　この「一定の間」は、航空機製造国であ
る他国内での運航を想定して設定されたも
のであり、部品を外国から輸入することが
基本となる我が国においては、輸入に日数
が余計にかかるため厳しい基準となってい
る。

●ＩＣＡＯのガイドラインでは、
運航者が設定するＭＥＬは、
個々の運航者の運航路線や運
航の手順に合わせて作成され
るべきであるが、ＭＭＥＬより緩
和されたものであってはならな
いとされている。（米国及び欧
州でも同様）(ICAO Doc 9760
1.13.2.1、FAA Order 8900.1
Vol.4 Ch.4 Sec.1、EU-OPS
1.030)

Ｄ ●運用許容基準（MEL）とは、装備品等が不作動の状態で、安全
な運航が確保されることを前提として、整備処置が可能な整備基
地等まで修理を持ち越す場合の修理期限等を定めたもの。
●航空運送事業者は、製造者により定められ設計国の承認を受
けた原運用許容基準（MMEL）等に準拠してMELを定めることが
必要であるため、安全上ＭＭＥＬより緩い運用許容基準を設定す
ることは適切ではない。

アジア航
測

－

【要望】
●ＭＥＬの修理期限を、ＭＭＥＬに定められ
た修理期限よりも長い期間とすることを認
めてほしい。

●　米国と同様、他の航法装置の装備と追加の燃料搭載を条件
として、ADF１式の装備を認める方向で検討中（今年度中に対
応）。

SNA
FDA

P.41【現状】
●　航空運送事業の用に供する最大離陸
重量が5.7ｔを超える航空機にあっては、飛
行中常時、NDB、VOR又はタカン（いずれも
距離又は方位を知るための航空保安無線
施設）からの電波を受信することが可能と
なるものを２式装備しなければならない。
（航空法施行規則第１４５条）

●　NDB局に依存したルート・方式を飛行
する飛行計画を立てる場合には、NDB局の
方位を知るための受信機であるADF（自動
方向探知機）が1式使用できなくなった場合
に備えて、原則としてADF2式の装備が必
要である。（NDB局に依存したルート・方式
の飛行を含めずに飛行計画を立てる限り、
ADFを装備する必要はない。）

●　我が国においては、NDB局を順次縮退
している状況であり を装備しないと運

ADF（自動方向
探知機）の装
備義務につい
て

34 ●　ICAOは、飛行計画に従っ
て飛行できる航法装置の装備
を要求している。（ICAO Annex
6 Part1 7.2.1）

●　欧州は、2式の装備を要求
している。（EU-
OPS1.865(d)1）。

●　米国は、NDBルートを飛行
する場合、以下の２つの場合を
許容している。
1) ADF２式装備
2) ADF１式及び当該ADF故障
時に適切な空港まで飛行し計
器進入できる他の航法装置１
式を装備し、追加の燃料搭載
を行うこと（FAR §
121.349(a)(2)(i)及び(c))

C

している状況であり、ADFを装備しないと運
航に支障が生じるエリアはごく一部に限定
されている。（ADFを装備しないと運航に支
障が生じるエリアは関西国際空港のみで
あると認識している。関西国際空港におい
ては、低視程下で北側から空港に進入す
る気象状態になった場合、NDB局に依存し
た進入方式しか選択できないため、このよ
うな気象状態において、ADFを有しない航
空機は他の空港にダイバートしなければな
らない。）

【要望内容】
●　ADF（自動方向探知機）の２式装備義
務を緩和してほしい。
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35 航空機登録証
明書、耐空証
明書の原本の
搭載義務につ
いて

【現状】
●　航空機には、航空機登録証明書、耐空
証明書を搭載しなければならないこととさ
れており（航空法第５９条）、写しでは代用
できないこととして運用されている。

●　そのため、外国で製造された航空機を
日本に運ぶためには、航空会社の社員
が、日本で発行されたこれらの証明書を外
国に持ち運び、搭載する必要がある（郵送
の場合、数日余分にかかるため、社員が
持ち運んでいる）。

【要望内容】
●　航空機製造国から日本への輸送の際
には、「写し」でも代用可としてほしい。

●　国際民間航空条約
第２９条　国際航空に従事する
締約国のすべての航空機は、
この条約で定める要件に合致
する次の書類を携行しなけれ
ばならない。
（a）　登録証明書
（b）　耐空証明書
（c）～（g）　略

C ●　国際民間航空条約第２９条において、締約国の全ての航空
機は、登録証明書、耐空証明書等を携行しなければならないと規
定されており、条約を履行するために航空法第５９条の規定が設
けられているところ。また、国際民間航空機関は、登録証明書、
耐空証明書等の単なる写しの航空機への携行では条約を履行し
ていると言えないという見解を有している。

●　上記のことから、航空機には、航空機登録証明書、耐空証明
書の「原本」を搭載する必要があるが、現在、在外公館で各証明
書の写し及びこれらに係る原本証明書を受領できるよう関係機
関と調整を進めており、調整が整い次第、平成24年度上半期を
目途に関係省令の改正作業を進める。

SKY
SFJ
NCA
PEACH
JAL
SNA

－

36 装備品(フライ
ト・データ・レ
コーダー)
（ビジネス
ジェット関係）

【現状】
●　我が国では、ICAO標準に準拠したFDR
（フライト・データ・レコーダー）の装備を求
めている。

●　機体の実情に合わせて、技術上の理
由その他のやむを得ない理由がある航空
機については、一部のパラメーターを記録

●　FAR Part135のAppendixF
で求められているFDRは、
ICAO附属書で求められている
Type1A FDRに比べて以下の
パラメーターが不足している
が、ICAOでは当該パラメーター
に係る情報がパイロットに表示
されない場合及び記録すること

C
(135)

●　国際民間航空条約附属書に定められたFDRのパラメーター
のうち、FAR Part135で要求されていないものについては、そもそ
も附属書においても記録が義務的でないものがあること、及び我
が国において運航されている飛行機の多くは米国で製造された
ものであることを考慮し、米国基準（FAR Part 135）を踏まえ、包
括的基準の導入の中で検討を行う。
【参考資料７（P.59 ）参照】

朝日航
洋
中日本
JBAA

－
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機については、 部のパラメ タ を記録
できないFDRの装備も認めている。
（航空法施行規則第149条、国土交通省告
示第1084号）

【要望内容】
●　今後、ビジネスジェットの運航は、FAR
Part135に準じて行われる傾向にあるの
で、5.7t以上の航空機で航空運送事業に供
する航空機であっても、ビジネスジェットに
装備されるFDRのパラメーターの数は、
FAR Part135の基準を適用して欲しい。

されない場合及び記録すること
が現実的でない場合は記録を
不要としている。
・Event Marker
・Date
・ANP（RNP AR APCH航行を
行う際の実際の航法性能）等

37 大臣が指定す
るエンジンの整
備

【現状】
●　エンジン等の安全性の確保のため、重
要な装備品については、オーバーホール
又は国の指定を受けた整備方式により整
備を行わなければならない。（航空法第18
条、航空法施行規則第31条）。

●　ただし、航空運送事業者にあっては、
当該装備品の整備方式を整備規程に定め
ている場合には、当該装備品の整備方式
について国の指定は不要（航空法第18条、
航空法施行規則第31条）。

●　米国においては、全ての航
空機は製造者が指定又は当局
が承認した整備方式による整
備を義務づけ。（FAR Part
91.403）

●　欧州においては、全ての航
空機は当局が承認した整備プ
ログラムに従った整備を義務
づけ。(EASA MA302)

A ●　航空運送事業者については、当該装備品の整備方式を整備
規程に定める場合には、従来より、国の指定は不要としており、
負担の軽減が図られているところ。

●　なお、当該制度は、自家用機を含む航空機の安全確保のた
めに重要な規制であることから、廃止することは不適当。

PEACH －

航空法施行規則第3 条）。

【要望内容】
●　オーバーホールを前提としていない大
型機のエンジンの整備方式については、国
の指定を受ける必要があり、このための手
続き等が負担であることから当該制度を廃
止してほしい。

38 飛行前点検に
ついて

【現状】
●　製造国・製造者が定めるMRBR/MPD
において飛行前点検が設定されていない
機種については、MRBR/MPDに規定され
ている運航形態等の要件を満たしている
場合には、飛行前点検を設定しないことが
可能であり、既に飛行前点検を設定してい
ない航空会社・機種も存在する。（通達「整
備規程審査実施要領細則」）

【要望内容】
●　MPD/MRBRにおいて飛行前点検の設
定がない場合には、特段の審査を行うこと
なく、飛行前点検を不要とすることを認めて
ほしい。

- A ●　現状においても、確認主任者による飛行前点検を設定しない
ことができるが、平成24年7月末までにその旨通達において明確
化する。

●　通達「整備規程審査実施要領細則」の改正に向けて、パブ
リックコメントを実施済み。

SNA
SFJ
FDA

－

39 整備・改造に 【現状】 ● 米国においては、FAR Part A ● 現在でも、軽微な保守については、整備に係る教育訓練を受 JBAA －39 整備・改造に
係わる耐空性
の確認
（ビジネス
ジェット関係）

【現状】
●　30席超又は15,000kg超の航空機につ
いては、認定事業場による整備後の確認
が必要。

●　上記以外の航空機においては、軽微な
保守以外の整備については、有資格整備
士又は認定事業場による整備後の確認が
必要。
（航空法第１９条）

【要望内容】
●　操縦士による飛行前点検及び一部整
備作業を可能として欲しい（少なくとも早期
に飛行前点検を可能として欲しい。）。

●　米国においては、FAR Part
121及びPart 135の運航者につ
いては、操縦士の整備作業は
認められていない。
（FAR Part 43.3)

A

(一部D)

●　現在でも、軽微な保守については、整備に係る教育訓練を受
けた操縦士が作業を行うことが可能であるが、これを超える一般
的保守以上の整備作業は、作業内容に対応した知識と技能を備
えていることを実証された有資格整備士が実施することが必要。

●　整備プログラムにおいて飛行前点検に一般的保守以上の整
備作業が設定されていない場合は、すでに整備士による点検は
求めていない。

●　米国でも、運送事業者においては操縦士による整備作業を
認めておらず、我が国においても、軽微な保守以外の整備につ
いては、有資格整備士又は認定事業場による確認が必要。

JBAA
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40 燃料給油業務
の位置づけに
ついて

【現状】
●　航空機への燃料給油業務は、整備（軽
微な保守）の位置づけとなっている。

【要望内容】
●　燃料給油業務は、整備ではなく、地上
取扱業務（運航関係）に位置づけてほし
い。

●　欧米では、航空機への給
油の手順を運航マニュアルに
規定することが求められてい
る。
(FAR121.135, EU OPS1.1045
Appendix1 A 8)

B ●　燃料給油業務を地上取扱業務として位置付けるため、関連
規則（施行規則、運航規程審査要領）の改正に向けた手続中。
（No.109と合わせて対応中）

ANA
PEACH

－

41 給油中の禁止
事項について

【現状】
●　国土交通大臣が設置及び管理する空
港においては、給油中又は排油中の航空
機の無線設備又は電気設備を操作し、そ
の他静電火花放電を起こすおそれがある
物件を使用しないこととしている。（空港管
理規則第20条）

【要望内容】
●　給油中であっても操縦室の機長と地上
の地上運航従事者との間で連絡が取れる
よう、「ＶＨＦによるカンパニー無線」や「ＡＣ
ＡＲＳ」（必要な運航情報を航空機と地上の
間で自動的に送受信するシステム）の使用
を可能としてほしい。

●　ＩＣＡＯ空港業務マニュアル
（航空機給油手順）では、①給
油中のＡＰＵ起動・再起動　②
航空機レーダー装置運用中の
給油　③バッテリー及び充電器
の脱着　④地上電源用発電機
の接続作業等を禁止している。

●　航空機メンテナンスマニュ
アルでは、給油中の以下の操
作が禁止されている。①HF無
線機器の操作（各社）　②気象
レーダーの操作（ボーイング社
以外の各社）
● IATA （Airport Handling

C ●　平成24年夏頃までに諸外国の例や航空機の無線設備製造
者のマニュアル等を参考に技術的な検討を終え、火花放電、そ
の他静電火花放電を起こすおそれのない無線設備の使用を可
能とする。

ANA P.42
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を可能としてほしい。 ●　IATA （Airport Handling
Manual）及び主要国において
給油中における航空機無線設
備の操作を禁止している規定
は見あたらない。

42 旅客在機中の
給油の実施に
ついて

【現状】
●　旅客在機中の給油については、航空
機からの避難を直ちに指示することができ
るよう適切に要員が配置され、かつ、燃料
補給作業を監督する者と機内の責任者と
の間で適切な方法により相互の連絡が確
保されている場合には、給油作業を行う場
所を管理する者の定める規則に従って実
施が可能である。（運航規程審査要領細
則）

【要望内容】
●　運航規程上の旅客在機中給油に関す
る「原則禁止」の文言を削除し、安全及び
連絡体制を確保する前提で、航空会社の
任意で、通常運航において旅客在機中の
給油を可能としてほしい。

●　ICAOの基準では、旅客の
避難誘導員の配置及び当該者
への連絡手段の確保を行うこ
とにより旅客の在機中の給油
が可能。（ICAO Annex 6 Part I
4.3.7）

Ａ ●　運航規程等に必要な事項を定めれば、給油を行う場所を管
理する者の定める規則に従って、旅客在機中に給油することは
可能である。

●　従来より、運航規程等に必要事項を定め、旅客在機中の給
油を行っている航空会社も存在する。

●　さらに、通達の該当箇所を改正し、明確化した。

SKY
SFJ
PEACH

－

43 機長審査につ
いて

【現状】
● 航空運送事業の用に供する 定規模

●　米国においては、原則、機
長昇格時には社内のCh kに

C ●　平成24年度末までに米国の例を参考に、査察操縦士によっ
て審査を実施できる「機長の範囲」の拡大を実施するとともに 査

ANA
NCA

P.41
いて ●　航空運送事業の用に供する一定規模

以上の航空機の機長は必要な能力及び知
識について、国土交通大臣の認定を受け
なければならないこととされているが、定め
られた「範囲内の機長」の認定に係る審査
については、国の運航審査官に代わって
指定本邦航空運送事業者の査察操縦士
が実施することができる。

●　以下の審査については、指定本邦航
空運送事業者であっても、国の運航審査
官が実施することとなっている。
　・初回の機長認定の審査
　・認定失効から1年を超える機長の復帰
審査
　・社内審査における不合格者の再審査
（通達「指定本邦航空運送事業者の指定
要領」）

【要望内容】
●　査察操縦士が審査できる「機長の範
囲」を見直してほしい。（初回の機長認定の
審査、社内定期審査における不合格者の
再審査　等）

長昇格時には社内のCheckに
加え、国のObserveを行ってい
る。

●　他方、Exemptionを取得し
た事業者については、初回の
機長のObserveの一部又は全
部を段階的に国の代わりに実
施することが認められている。

て審査を実施できる「機長の範囲」の拡大を実施するとともに、査
察操縦士の要件や指定本邦航空運送事業者に対する監督の見
直しを検討する。

NCA
ADO
PEACH
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44 査察操縦士審
査について

【現状】
●　査察操縦士は指名定期審査を毎年1
回受けなければいけないこととしている。
（航空法施行規則第164条の11）

●　指定本邦航空運送事業者は、航空機
の型式ごとに機長数の1/30又は2名のい
ずれか大きい数以上の査察操縦士を有す
る必要がある。

●　ただし、病欠等やむを得ない理由によ
り一時的に査察操縦士の欠員が生じる場
合にはその限りではない。（通達「指定本
邦航空運送事業者の指定要領細則」）

●　異なる事業者間における査察操縦士
の兼任は認めていないが、類似規程事業
者に出向する査察操縦士に対しては、出
向先における査察操縦士の指名審査の大
部分を省略する柔軟な取扱いを行ってい
る。

【要望内容】
①
● 査察操縦士の指名定期審査の実施間

①
●　米国では、機長の審査を
行う者は、機長の審査を行う
24ヶ月前以内に当局の審査に
合格する必要がある。（FAR §
121.413）

●　欧州では、機長の審査を
行う者の資格の有効期限は3
年以内となっている。（JAR-
FCL1.430）

②
●　米国では、機長の審査を
行う者の人数に係る要件はな
い。

●　欧州では、機長の審査を
行う者の人数は必要に応じて
国が決めることとなっている。
（JAR-FCL 1.030）

③
●　事業者に属する操縦者の
能力は 運航者の査察操縦士

C ①②
●　項目No.43（機長審査について）における機長の範囲の見直
しに伴い査察操縦士の業務範囲の整理等が必要となると考えら
れるため、現在実施している査察操縦士の定期審査に加え、立
入検査、臨時審査等を活用して査察操縦士の知識及び能力の確
認を行うことにより、査察操縦士の定期審査の間隔の延長や査
察操縦士の必要数の要件を緩和する方向で、 項目No.43の検討
に合わせて検討する。

③
●　査察操縦士の兼任を認める場合は、出向とは異なり、実施す
る業務上の立場に応じてその責任の所在が替わることから、機
長及び査察操縦士の兼任について、国際標準で定める要件への
適合性を確認しつつ項目No.43の検討に合わせて検討する。

ANA P.41
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45 乗務員の身体
検査基準につ
いて

【現状】
●　航空運送事業に使用される航空機に
60歳以上の乗員を乗務させる場合、当該
乗員については、通常の航空身体検査証
明に係る検査に加え、付加検査の受検を
求めている。（通達「航空運送事業に使用
される航空機に６０歳以上の航空機乗組員
を乗務させる場合の基準」）

●　航空身体検査基準については、これま
では5年毎に医学面の有識者で構成される
検討委員会を開催して、基準の改正につ
いて審議を行 てきたところ

●　ICAO附属書第1において、
航空身体検査基準の国際標準
が定められている。

●　米国においては、FAR
Part67に航空身体検査基準が
定められている。加齢乗員に
対しても、通常のATPLの乗員
と同一の航空身体検査基準
（First-Class）が適用される。
FAR 61.23(1)

C ●　平成24年度に医学面の有識者で構成される航空身体検査基
準検討委員会を設置し、ICAO基準を踏まえた上で平成24年度中
を目途に検討を行う。

●　加齢乗員に対する付加検査は、併せて同委員会において検
討する予定。

ANA
NCA
SNA
PEACH
FDA
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●　査察操縦士の指名定期審査の実施間
隔を延長してほしい。

②
●　査察操縦士の必要数の要件を緩和し
てほしい。

③
●　類似規程を有する事業者間において
は、査察操縦士の兼任を可能としてほし
い。

能力は、運航者の査察操縦士
又は運航国の代表者のいずれ
かによって実証されなければな
らない(Annex 6 Part I 9.4.4.1 )

いて審議を行ってきたところ。

【要望内容】
●　身体検査基準をICAO標準に合わせて
ほしい。

●　加齢乗員の付加検査を廃止してほし
い。

46 加齢乗員の乗
員数制限につ
いて

【現状】
●　航空運送事業に使用される航空機に
60歳以上の操縦士を乗務させる場合、60
才以上の操縦士は1機に1人に限られてい
る。（通達「航空運送事業に使用される航
空機に60歳以上の航空機乗組員を乗務さ
せる場合の基準」）

●　航空局安全部に｢加齢乗組員の互乗に
関する検討委員会｣を設置するとともに、
（財）航空医学研究センターに医学面の有
識者で構成される｢加齢航空機乗組員の医
学適性等検討委員会｣を設置し、加齢乗員
の互乗について検討を行った。

【要望内容】

●　ICAOの基準においても、
国際線については、60歳以上
の乗員（加齢乗員）が乗務する
場合、60歳未満の乗員とともに
乗務することが求められてい
る。（国際線について加齢乗員
の互乗を制限している。）

●　米国では、国際線について
は、ICAO基準と同様に加齢乗
員の互乗を制限しているが、国
内線については加齢乗員の互
乗を認めている。

C ●　医学的、技術的な見地からの検討を行った結果、航空会社
の健康管理体制を充実させたうえ、加齢乗員の互乗を認めると
の結論を出したところであり、その検討結果に基づき、通達改正
を行い、平成24年6月1日から適用した。

ANA
NCA
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【要望内容】
●　60歳以上の加齢乗務員2名による乗務
を可能としてほしい。
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47 カテゴリー航行
資格取得時の
飛行経験要件
について

【現状】
●　視界が悪い場合の滑走路への進入に
係る資格の取得要件として、視界で分類さ
れたカテゴリー航行ごとに、以下のとおり設
定された時間以上の機長飛行時間が必要
である。
　　CATⅠ：100時間、CATⅡ・Ⅲ：300時間
　（但し、類似型式の航空機での機長飛行
時間があればそれぞれ100時間を50時間、
300時間を100時間に減じることは可能）
（通達「カテゴリーⅠ航行の承認基準及び
審査要領」、「カテゴリーⅡ航行の許可基準
及び審査要領」、「カテゴリーⅢ航行の許可
基準及び審査要領」）

●　我が国では、各運航者はCATⅠ航行
については手動による着陸を前提に訓練
及び審査を行っているが、CATⅡ航行につ
いては自動操縦装置による着陸を行うこと
を前提に訓練及び審査を行っており、国に
よる審査は各運航者の運航手順を前提に
行っている。一方、米国ではCATⅠ航行及
びCATⅡ航行のいずれも手動着陸を行うこ
とを前提に訓練及び審査が行われている。

●　米国では当該型式機長時
間が100時間未満の場合、
Landing Minimumを引き上げる
規定(ILSに限らない。)及び
CAT II minimumの適用禁止に
係る規定がある（FAR §
121.652(a)及び(c)）が、各エア
ライン担当の首席運航審査官
の承認を受けて以下の
Exemption（FAA Exemption
No.5549J）を適用できる。
・機長時間100時間未満の機長
は、本人及び他の乗員がCAT
II若しくはIII審査に合格し、又は
同等のレベルまで訓練され、
CAT II又はIIIの進入手順を用
い、追加の視程・横風・ブレー
キングアクションの制限を課す
ことによりCAT I可能。
・機長時間100時間未満でター
ボジェット機飛行時間300時間
以上の機長は、本人及び他の
乗員がCAT II又はIII審査に合
格し、CAT II又はIIIの進入手順
を用いることによりCAT II可

C ●　日本と米国では訓練及び審査の実態に大きな違いがあるた
め、米国と同様の制度を直ちに導入することは困難であるが、高
カテゴリー航行を行う操縦者に必要な現行の経験要件について
は既に低減が可能な条件も設定されていることから、事業者の要
望に応じ、更なる低減が可能であるかどうか項目No.43（機長審
査について）の検討に合わせて検討することとしたい。

ANA P.41
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【要望内容】
●　米国と同様に、一つ上位のカテゴリー
の訓練を修了していれば、高カテゴリー航
行に係る機長資格を付与できるようにして
ほしい。

を用いることによりCAT II可
能。

48 二型式機同時
乗務時資格に
ついて

【現状】
●　「運航規程審査要領細則」及び「機長
等認定・審査要領」においては、航空運送
事業者に所属する操縦士が複数の型式の
航空機に同時期に乗務することを想定して
いない。

【要望内容】
●　二型式の航空機に同時期に乗務する
場合に必要となる訓練、審査等の基準を
明確にしてほしい。

●　オーストリア航空、キャセイ
パシフィック航空、フィリピン航
空、エア・カナダ、エールフラン
ス航空、スカンジナビア航空、
スイス航空、ルフトハンザドイツ
航空、エミレーツ航空、エティハ
ド航空、エジプト航空などのエ
アバス製航空機において二型
式の同時乗務が実施されてい
ることが確認されている。

●　また、米国においてボーイ
ング製航空機において二型式
の同時乗務が実施されている
ことが確認されている。

C ●　諸外国における二型式の同時乗務が可能な機種、訓練・審
査のあり方等も踏まえつつ、我が国において複数の型式の航空
機に乗務する制度の導入の可否について平成24年度末までに
検討する。

●　なお、二型式の同時乗務を認めるための審査に当たっては、
諸外国において二型式の同時乗務を実施している型式間の具体
的な運用（審査等を含む。）の状況を十分に調査することが必要
と思慮。

●　また、諸外国において二型式の同時乗務を認めていない型
式間については、我が国が独自に訓練・審査の内容を審査可能
な体制を構築することが必要。

ANA P.42

49 型式限定資格
取得時の実地
試験について

【現状】
●　定期運送用操縦士（ATPL）を受験する
者のうち 受験する飛行機の型式限定を有

●　欧州では、エアラインの副
操縦士を養成する場合、最初
にCPLを取得する日本と異な

C ●　ATPLとしての判断力、状況認識、指揮統率等の総合能力の
判定に際し、受験する型式の飛行機に係る操作技術の定着度の
判定を同時に行うため重複試験科目の統合の可否等について検

ANA P.45

試験について 者のうち、受験する飛行機の型式限定を有
しない者は、原則として、実地試験に当た
り、受験する型式の飛行機に係る操作技
術の定着度の判定を事業用操縦士（CPL）
の限定変更試験に準じて行った後、ATPL
の実地試験を行っている。（通達「操縦士
実地試験実施基準細則」）

【要望内容】
●　型式限定資格取得時の実地試験を合
理化してほしい。

にCPLを取得する日本と異な
り、最初からATPLを受験する
のが一般的。合格後CPLが発
行され、副操縦士として1,500
時間乗務すると、自動的に
ATPLが交付される。（いわゆる
Frozen ATPL）

●　外国のATPLを欧州の
ATPLに切り替える場合の実地
試験の取り扱いについて、欧
州規則JARでは特に明記され
ていないが、英国のガイダンス
によると、ATPLの実地試験と
型式限定の実地試験を組み合
わせて行うことが認められてい
る。

●　米国では、実態として、航
空会社が乗員を採用する際、
ATPL保有を条件とすることが
一般的となりつつある。

判定を同時に行うため重複試験科目の統合の可否等について検
討を行い、平成24年度前半中に結論を得る。

50 操縦士実地試
験の試験科目

【現状】
● 航空従事者の技能証明にあたり 実地

●　米国の実地試験実施基準
（PTS：Practical Test

C ●　操縦士実地試験実施基準細則に定める試験科目等につい
ては 全般的に見直しを行う予定 その中で エアラインの旅客

ANA P.45
験の試験科目
について

●　航空従事者の技能証明にあたり、実地
試験（口述試験と実技試験）を実施してお
り、実技試験においては、試験を行うべき
科目の実施要領及び判定基準を定めてい
る。（通達「操縦士実地試験実施基準細
則」）

【要望内容】
●　事業者の運航を勘案した効果的な試
験と訓練を実施してほしい。（①特定の試
験項目におけるADF進入、②急旋回、③失
速と回復操作は不必要ではないか。）

（PTS：Practical Test
Standards）においても、急旋回
（Steep turn）及び失速と回復
操作（Stall recovery）が試験科
目として含まれている。

●　米国では、AQP(Advanced
Qualification Program)と呼ば
れるプログラムを実施すること
について当局の承認を受けた
事業者は、通常の実地試験実
施基準に代わる基準を自ら定
めることができる。ただし、事業
者が定めるものは、通常の実
地試験実施基準によって確認
される操縦者としての技能と同
等以上の技能が確保されるこ
とを実証する必要がある。
（FAR121.909, 121.929)

ては、全般的に見直しを行う予定。その中で、エアラインの旅客
便のパイロットとして必要ない試験科目の有無について精査す
る。速やかに海外調査等を実施したうえで、平成24年度中に結論
を得る。

●　欧米において実地試験実施基準によらず、事業者が定めた
試験の実施が可能であるとの指摘については、上記の海外調査
等の中で欧米のAQP制度についても合わせて調査を行い、我が
国の制度への導入のあり方について検討し結論を得る。

●　なお、①について、実地試験実施基準細則においては、実地
試験で実施するよう試験官が指定した方式以外の非精密進入方
式について訓練が行われたことを確認することとしている。この
細則については、NDB（無指向性無線標識）やVOR（超短波全方
向式無線標識施設)が縮退する計画が進んでいる中、実際の運
航で使用しないような進入方式についてまで訓練を求めているも
のではない。

●　②③について、はじめて操縦に2人を要する飛行機の型式限
定変更試験を受ける者に対して、空中操作等の科目を課してい
るものであり、既に操縦に2人を要する飛行機の型式限定を有し
ている者が他の型式限定変更試験を受ける場合には実施してい
ない。
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51 MPL規則・要領
の制定につい
て

【現状】
●　ICAOにおいて新たに創設されたMPL
に基づき、操縦士資格である「准定期運送
用操縦士」を導入し、２人の操縦士を要す
る航空機（エアライン機）の操縦に関する訓
練を重点的に実施することにより、安全性
の更なる向上を図りつつ、エアライン機の
副操縦士を効率的に養成し、操縦者の安
定的な確保を図るため法改正を行ったとこ
ろ。

●　現在、平成24年4月1日施行に向けて、
関連通達を制定しているところ。

【要望内容】
●　改正中のMPL関連の省令・通達に関
し、今後とも、航空会社と議論、調整させて
いただきたい。

●　EASA, TCCA 等でMPL関
連規則を制定している。

A ●　航空会社と議論、調整し、MPL関連の省令・通達等を制改定
済み。（平成24年4月1日より施行）

ANA －

52 実機試験のシ
ミュレーター化
について

【現状】
●　操縦に2人を要する飛行機の限定資格
を有する者（副操縦士資格を有する者）
の、機長に必要な定期運送用操縦士の資
格等の取得にあっては、実地試験におい
て シミ レ タ のみを使用した試験の

●　欧州では、型式限定の訓
練課程(副操縦士に昇格するた
めの訓練課程を含む)の訓練
時間に占める実機飛行訓練の
時間が2時間未満の場合、シ
ミ レ タ による実技試験を

C ●　操縦に2人を要する飛行機の限定資格を初めて取得する者
(副操縦士に昇格する者)についても、シミュレーターによる実技
試験を認める方向で通達の見直しを進めており、平成24年度前
半に公布予定。

● ただし シミ レ タ は実機の特性の 部（着陸時の特性

ANA
PEACH

P.45
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て、シミュレーターのみを使用した試験の
実施が可能。

●　一方、操縦に2人を要する飛行機の限
定資格を初めて取得する者（副操縦士に
昇格する者）は、実機を使用して実地試験
を受ける必要がある。
（通達「模擬飛行装置のみを使用して行う
ことができる航空従事者技能証明の実地
試験について」）

【要望内容】
●　操縦に2人を要する飛行機の限定資格
を初めて取得する者（副操縦士に昇格する
者）への試験について、シミュレーターで試
験を実施できるようにしてほしい。

ミュレーターによる実技試験を
行うことが可能。（JAR FCL
1.240 App.1）

●　米国では、一定以上の飛
行経験を有しない者（副操縦士
に昇格する者等）であっても、
シミュレーターによる実技試験
を受けることができる。ただし、
当該試験に合格して型式限定
を取得した場合は、当該型式
の航空機の副操縦士として乗
務することはできるが、機長と
して乗務することはできない。
（FAR 61.64）

●　ただし、シミュレーターは実機の特性の一部（着陸時の特性
等）が再現できないため、副操縦士に昇格する者に、こうした特
性の違いを認識させるために、実機飛行訓練は引き続き必須で
あると考えられることから、訓練課程には実機飛行訓練が含まれ
る必要がある。

53 シミュレーター
の認定検査に
ついて

【現状】
●　航空機乗組員の訓練、試験、審査等に
使用する模擬飛行装置については、国土
交通大臣の認定を受けなければならない
（航空法施行規則第238条の2）

●　模擬飛行装置の認定については、当
該装置に関する書類審査及び実地検査を

●　米国においては、検査官
が検査終了後に認定書にサイ
ンをすることでその日から使用
することができる。

B ●シミュレーターの新規認定検査において、実地検査で合格した
場合には、速やかに本省で認定の決裁を行い、即日使用できる
ように対処する。

JAL －

該装置に関する書類審査及び実地検査を
行い、検査合格後に認定書の交付をして
いる。

【要望内容】
●　シミュレーターの新規認定検査及び臨
時検査終了後、認定書の発行までに2～4
週間かかっており、この期間はシミュレー
ターを使用することができない。

●　シミュレーターの認定検査の終了後、
即日使用できるようにしてほしい。

54 運航管理者の
受検資格につ
いて

【現状】
●　運航管理者資格を取得するための技
能検定を受験するには、1年又は2年の実
務経験が必要。（航空法施行規則第167
条）

【要望内容】
●　運航管理者の養成学校等を卒業した
者について、運航管理者技能検定を受け
るに当たって必要となる実務経験の要件を
緩和してほしい。

●　国際民間航空条約附属書
において、運航管理者には以
下のいずれかの経験が求めら
れる。
・操縦士（航空運送事業）経験2
年以上。
・航空事業に関わる気象業務
従事者経験2年以上。
・航空交通管制官等の実務経
験が2年以上。
・運航管理のアシスト業務の経
験1年以上。
当局より認可を受けた教育訓

B ●　ICAO標準を参考に技能検定に係る通達を見直し、国が認め
た運航管理に係る教育訓練課程を修了した場合に受験資格を満
たすこととする方向で、平成23年度末までに通達改正を行う予定
であったが、具体的な教育訓練の要件の検討に際し、参考とする
米国の規定等の一部を確認する必要があった。確認した結果、
改正のためのパブリックコメントを実施中。

NCA －

・当局より認可を受けた教育訓
練を履修。
（ICAO Annex1 4.6.1.3.1）

55 運航管理者の
訓練について

【現状】
●　高カテゴリー航行を行う場合には、航
空運送事業者は、運航管理者に対して、関
係する運航承認基準に従い、米国アドバイ
ザリーサーキュラーに準拠した訓練を行う
ことを義務付けられている。（通達「運航規
程審査要領細則」）

【要望内容】
●　自社の航空機が高カテゴリー航行等の
特殊運航を行う場合であっても、運航管理
者に対しては特殊運航に関する訓練を実
施しなくてもよいこととしてほしい。

●　米国においても、高カテゴ
リー航行を行う事業者は、当該
運航を行うために必要となる運
航管理者への知識付与のた
め、運航管理者への教育訓練
を求めているところである。
（AC120-29A：CAT I及びII）
（AC120-28D：CAT III）

A ●　運航管理者に求められる知識には高カテゴリー航行等特殊
運航に関するものも含まれており、これに係る訓練を行わないこ
ととするのは適当ではないが、実際の教育訓練にあたり、科目毎
の訓練内容は運航乗務員と同一である必要はなく、運航管理者
の職務を行う上で必要な内容を航空会社において実施すればよ
い。

ANA －
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56 整備士資格に
ついて

【現状】
●　我が国では、軽微な整備後の確認権
限を有する航空運航整備士、整備後の確
認権限を有する航空整備士、整備又は改
造後の確認権限を有する航空工場整備士
の各整備士資格が設けられており、その取
得に当たり、それぞれ必要な知識・能力が
求められる。（航空法第28条）

●　資格の取得又はその限定の変更をす
るためには、原則として国の試験官による
実地試験を受ける必要がある。他方、指定
航空従事者養成施設における訓練・審査
を修了した者については、試験官による実
地試験は不要となり、当該指定養成施設
が発行した修了証をもって整備士資格又
はその限定が与えられる。（航空法第29
条）

【要望内容】
●　我が国の整備士資格制度は、欧米に
比較し、資格取得要件が質・量ともに過大
で、時代に合わなくなっている。

● 国家資格としての整備士資格は 航空

●　ICAO附属書第1では、整備
士に対して、整備士資格の権
限・職務に対応した知識・能力
を付与することを求めている
が、権限については、各国の
裁量に任されている。

●　米国では、整備士資格の
限定を機体一般と動力装置一
般の2種類に大別している。航
空機の型式に特有の知識・能
力、重整備に必要な知識・能力
等の習得は、国家資格取得時
の必須要件ではない。

●　欧州では、軽微な整備の
確認権限のみを有するカテゴ
リーA、ライン整備の確認権限
を有するカテゴリーB、及び、
ドック整備の確認権限を有する
カテゴリーCの各整備士資格が
設けられている。カテゴリーB
及びCについては、航空機の型
式に対応した限定が付される。

C ●　我が国の試験科目を含む試験制度が諸外国に比較して厳し
いものになっていないかどうかという観点から、日本の制度と類
似性が高い欧州の制度を中心に欧米等の調査を行い、その結果
を踏まえて見直しの方向性について検討を行い、平成24年度中
に結論を得る。

●　当該検討の結果、さらに資格制度全体について見直しを行う
必要性が認められた場合、さらに検討を行う。

●　なお、米国においても、整備士国家資格で担保している「整
備士としての基本的な知識・能力」に加え、航空運送事業の用に
供する航空機の整備作業を確認するために必要な知識・能力を
別途習得する必要がある（今後その実態については、詳細に調
査する予定。）。

●　欧州及び我が国では、後者の知識・能力の習得を含めて国
家資格で担保している。

ANA
PEACH
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57 確認主任者資
格の経験要件
について

【現状】
●　認定事業場において、整備後の航空
機の基準適合性の確認は、確認主任者が
行うこととしている。

●　当該確認主任者は、原則、整備士資格
を有し、かつ、３年以上の認定業務経験を
有することが要件。
　（航空法施行規則第35条、第40条）

【要望内容】
●　運航整備に係る確認主任者の経験要
件を1年としてほしい。

●　米国では、確認主任者は
整備士資格を有するとともに、
業務能力を確保するための経
験及び当局が承認したプログ
ラムに基づく訓練が必要（FAR
145.151）

●　欧州では、確認主任者は
整備士資格を有するとともに、
整備する航空機及び組織手順
に関する整備経験及び訓練、
並びに直近２年間における関
連する機体の整備経験が６ヶ
月以上必要。（Part 145.A.35）
なお、軽微な運航整備に限定

D ●　認定事業場の確認主任者は、認定事業場における責任・権
限や組織体制、品質管理制度等を踏まえて航空機の基準適合
性の確認を最終的に行う者であることから、単に整備に関する知
見だけでなく、認定業務における３年以上の経験を求めていると
ころ。

●　こうした中で、運航整備の確認主任者は、認定事業場におけ
る品質管理制度の下、限られた時間で航空機の不具合の兆候を
発見し是正することが求められることから、引き続き３年以上の
業務経験は必要。

FDA －

●　国家資格としての整備士資格は、航空
機整備の基礎的能力のみを担保するもの
と位置付けてほしい。そのうえで、認定事
業場が行う整備業務の業務内容に即した
教育訓練を個々の整備士に対して実施す
る役割は認定事業場に任せ、国は、認定
事業場の教育訓練、社内資格管理体制等
の適切性を管理監督することとしてほし
い。

なお、軽微な運航整備に限定
した整備士資格であっても、原
則３年の業務経験を求めてい
る。（Part 66.A.30）

●　なお、イギリス、ドイツ、オ
ランダ、中国、タイ、フィリピン
の認定事業場の実態を確認し
たところ、運航整備の確認主任
者は３年以上の業務経験を経
て任命されている。

58 整備士国家資
格の試験科目
について

【現状】
●　整備士国家資格試験における実地試
験科目のうち、「動力装置の操作」科目に
おいて、実機、模擬飛行装置、飛行訓練装
置又は操縦室模擬装置による実地試験が
必要。（通達「航空整備士実地試験要領」）

●　実地試験においては、整備士の行う各
種操作手順等が適切であるか否かを、試
験官が判定できるような機器を使用する必
要がある。

● 簡素化されたシミ レ タ であるフ

●　諸外国においては、動力
装置の操作（発動機の地上に
おける運転）に係る資格につい
ては、国家資格と切り離されて
おり、認定事業場内の社内資
格として運用されているため、
比較が難しいが、一般的に国
家試験の訓練・試験において
は、実機（軽微な保守作業等
のOJTを除く）又は高レベルの
操縦室模擬装置を使うことはな
い模様。

C ●　FPTを用いて試験を行った場合、操作性の悪さが試験結果に
影響を及ぼす可能性が考えられる。FPT特有の操作性により受
験者が能力を十分に発揮できない、という問題が生じないかとい
う観点から、要望会社と協力して実地に検証を行い、問題がない
ことが確認された場合には、FPTによる実地試験を認める方向で
「操縦室模擬装置技術基準」の見直しを行う。

ANA P.45

●　簡素化されたシミュレーターであるフ
ラットパネルトレーナー（FPT）については、
スイッチ等が液晶パネル上に表示されるた
め、整備士の資格試験に用いるシミュレー
ターの要件のうち、スイッチ等の形状、操
作に要する力等に関して、必要とされる実
機との類似性に関する基準を満たしていな
い。（通達「操縦室模擬装置技術基準（整
備関係）」）

【要望内容】
●　実地試験に使用する機材について、フ
ラットパネルトレーナー等の簡素なシミュ
レーターで実施したい。
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59 外国整備士資
格の同等認定
について

【現状】
●　認定事業場において、整備後の航空
機の基準適合性の確認は、確認主任者が
行うこととしている。

●　当該確認主任者は、原則、整備士資格
を有し、かつ、３年以上の認定業務経験を
有することが必要。
（航空法施行規則第35条、第40条）

【要望内容】
●　国内の認定事業場においても、外国の
整備士資格者が航空機の基準適合性の
確認を行うことを可能としてほしい。

●　ICAO附属書６では、整備
認定事業場において整備後の
確認を行う者はICAO附属書１
に基づく整備士資格を有する
者であることが求められてい
る。（ICAO Annex6 Part 1
8.7.6.3）

●　欧米においても、我が国と
同様に、国内において認定事
業場を取得する場合にあって
は、確認主任者に対して国内
の整備士資格の保有を求めて
いる。（FAR121.378、
EASA145A30）

D ●　ICAO附属書６により認定事業場において整備後の確認を行
う者は整備士資格を有する者であることが求められている。

●　国内認定事業場については、欧米においても確認主任者に
は当該国の整備士資格の保有を求めており、我が国の整備士資
格を保有しない者を確認主任者として任命することを認めるのは
困難。

●　外国の整備士資格を有する者は、我が国整備士資格を受験
する際に試験の一部免除ができることとしている。

●　なお、海外の認定事業場においては、当該事業場の確認主
任者に我が国整備士資格の取得を求めることは現実的でないこ
とから、我が国確認主任者基準と同等の能力を有していることを
確認して対応しているところ。

PEACH －

60 ICAO締約国の
授与した資格
証書の扱いに
ついて

【現状】
●　国際民間航空条約締約国発行の技能
証明の保有者が我が国の技能証明を取得
しようとする際には、我が国の法規及び実
地試験の一部を除き、試験を免除してい
る。

【要望内容】
● 国際民間航空条約締約国発行の技能

●　米国は、乗員ライセンス分
野について、カナダと相互承認
を締結しており、一方の国のラ
イセンス保有者が他方の国の
ライセンスを取得しようとする
際には、航空法規及び通信に
係る学科試験を除き、試験免
除。

C ●  国際民間航空条約においては、操縦者は原則として航空機
の登録国が発給したライセンスを所持することが求められている
ところ。

●　他方、他国のライセンスを自国のものとして有効とすることも
認められているが、この場合には、自国のライセンスと同等なも
のとして受け入れるための適切な承認を行いその有効性を確保
することが求められている。

JAL
ANA
NCA
SNA
朝日航
洋

－
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●　国際民間航空条約締約国発行の技能
証明の保有者が、我が国の技能証明を取
得しようとする際には、全ての試験を免除
してほしい。

●　欧州は、EU域外の国のラ
イセンス書き換えにあたっては
試験が必要。

●　こうしたことから、米国との間では、平成21年4月に耐空性分
野について締結したBASAを整備施設、乗員資格、シミュレータ等
の分野にも拡大すべく、あらゆる機会を利用して働きかけを行っ
ている。また、欧州との間では、平成23年7月に開催した日EU運
輸ハイレベル協議においてBASA締結に向けた事前協議を開始
することに合意し、作業を進めているところであり、引き続き、米
国等と各分野におけるBASAの締結に向け協議を進める。

61 指定養成施設
の入所要件に
ついて

【現状】
●　指定養成施設は、航空従事者の効率
的かつ安定的な育成を目的として、民間養
成機関を活用した制度である。

●　同制度では、国土交通大臣が指定した
指定養成施設の教育課程を修了した者に
ついては、国の行う航空従事者技能証明
の実地試験の全部又は一部を免除するこ
とができる。（航空法第29条第4項）

●　国土交通大臣は、指定養成施設に関
する基準として、養成施設の課程に係る学
科教育及び実技教育の科目、これらの科
目毎の教育時間数が適切なものであるか
についての審査を行っている （施行規則

●　主要国では、CAE等の訓
練会社がEASA・FAAなど主要
組織の制度に合致する訓練を
提供し、各国の資格者養成を
受託している。

A ●　指定養成施設に係る審査基準上は、グループ会社の要員に
入所を制限していない。

●　現在、グループ会社の要員に限定して入所を認めている指
定養成施設については、航空運送事業者において、訓練規程
上、グループ会社の要員に入所を限定しないような入所要件の
設定、適正なカリキュラムの作成等の所用の規定の整備を行うこ
とにより、グループ会社以外の要員の入所も可能となる。

●　なお、ANAの指定養成施設において、4月1日付けで、グルー
プ会社以外の要員も入所できるよう教育規程の変更がなされた
ところ。

ANA
PEACH

－

についての審査を行っている。（施行規則
第50条の4第7号）

【要望内容】
●　ANAが保有する指定養成施設におい
ては、航空従事者に係る国の試験の一部
または全てを代行することができるが、当
局の指導により共同事業体（ANAグルー
プ）の要員にしか適用できない。

●　共同事業体（ANAグループ）以外の要
員にも適用できるようにすることにより、柔
軟な養成計画の策定が可能となる。
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－62 機長資格の要
件
（ビジネス
ジェット関係）

【現状】
●　機長として、航空運送事業の用に供す
る航空機であって、構造上、その操縦のた
めに2人を要する航空機に乗務する者は、
定期運送用操縦士の資格（ATPL）が必要
であり、ATPL取得のためには1500時間以
上の飛行経験が必要である。（航空法第28
条別表、第65条）

●　米国では、1人用の操縦機でもATPLの
取得が可能となっているのに対し、我が国
では、2人用の操縦機でATPLを取得するこ
とが前提となっている。

●　また、操縦のために二人を要する航空
機を操縦する場合には型式限定が必要。

【要望内容】
●　小型機事業者ではATPLの取得が困難
であるため、最大離陸重量が5.7tを超える
飛行機または9.08tを超える回転翼航空機
のうち座席数19席以下のものを使用して行
うオンディマンド・チャーターの機長につい
ては、以下のいずれかとしてほしい。

●　米国においては、以下の
航空機の操縦に当たってATPL
が要求されている。
①旅客の運送の用に供する
ターボジェット機、客席数が10
席以上の航空機、又はコミュー
ター運航に供される多発機
②IFRで飛行する飛行機

●　米国においては、ATPL取
得のためには1500時間以上の
飛行経験が必要であるととも
に、全てのターボジェット機の
機長には型式限定が必要。

●　EUにおいては、操縦に2人
以上の操縦士が必要と証明さ
れた航空機で航空運送事業を
行う場合には、機長にはATPL
が必要。

●　EUにおいては、ATPL取得
のためには1500時間以上の飛
行経験が必要であるとともに

C
(135)

JBAA●　国際標準との整合性の観点から、CPL等を機長に求める資
格要件とすることは困難であるが、小型機の資格要件について
は、今後とも日米間の資格制度の相違も考慮しつつ、米国の基
準（FAR Part135）を参考とした包括基準導入の中で検討を行う。
【参考資料７（P.59 ）参照】
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－

●　構造上、その操縦のために2人を有す
る航空機であっても、その機長要件は を、
一人用の操縦士資格であるCPL（事業用
操縦士）を有し、かつ、一定の経験、資格
要件を満たす者としてほしい。

●　比較的容易に取得できる客席数19席
以下の小型機によるオンディマンド・チャー
ター等に特化した航空運送事業用技能証
明（不定期、小型機用）を新設し、これを要
件としてほしい。（19席が難しい場合は9席
以下でも）

行経験が必要であるとともに、
全てのターボジェット機の機長
には型式限定が必要。

●　ICAO標準では、操縦に2人
以上の操縦士が必要と証明さ
れた航空機で航空運送事業を
行う場合には、機長にはATPL
が必要とされている。また、
ATPL取得のためには1500時
間以上の飛行経験が必要。

【現状】
①
●　最大離陸重量が5.7tを超える飛行機の
機長は、機長として状況を的確に把握し、
運航規程などの標準化された手順に従っ
て他の乗員等を指揮しながら飛行を適切
に管理する高度な能力や、緊急時の航空
機の操作及び措置に関する高度な知識及
び能力が必要であることから、これらの知
識及び能力を有することについて国土交通
大臣の認定を受ける必要があり、運航審
査官が審査を行っている （航空法第72条

①
●　ICAO標準においては、事
業者に属する操縦者の能力
は、運航者の査察操縦士又は
運航国の代表者のいずれかに
よって実証されなければならな
いこととされている。(Annex 6
Part I 9.4.4.1 )

●　米国では、路線審査及び
技能審査について、審査は当
局又は当局に承認された

①A

②D

①
●　国際標準への適合性を考慮すると、客席数19席以下の航空
機によるオンディマンド・チャーターを行う航空運送事業者でも、
運航者の査察操縦士又は運航国の代表者のいずれかによって
実証される必要があることから、運航者において当該審査を実施
したい場合には、指定本邦航空運送事業者の指定を受ける必要
がある。指定本邦航空運送事業者の指定を受けるに当たり、不
明な点については、個別に相談に応じる。

②
●　年に2回行われる定期審査については、ＩＣＡO準拠であり、撤
廃は不可能

JBAA

維 【 】 路線審 び 能 事 者 ず確 があ 朝 航

査官が審査を行っている。（航空法第72条
第1項から第3項まで）

●　これらの審査を事業者において実施で
きる制度として、指定本邦航空運送事業者
制度がある。（航空法第72条第5項）

②
●　機長の定期技能審査は、国土交通大
臣が指定する訓練をその年において受け
ている者を除き、1年に2回実施しなければ
ならない。（航空法施行規則第164条の2）

【要望内容】
①
●　指定本邦制度とは別に客席数19席以
下の航空機（5.7t以下のものを除く。）によ
るオンディマンド・チャーター向けに、社内
審査により航空法第72条の機長資格の維
持が可能となる仕組みを構築して欲しい。

②
●　6ヶ月に1回の機長の技能定期審査を
廃止して欲しい。

局又は当局に承認された
Check Pilotによる審査が可能
である。（FAR 135.293、299）

②
●　ICAO標準においては、定
期審査は年２回実施しなけれ
ばならない旨規定されている。

廃は不可能。

63 機長要件の維
持
（ビジネス
ジェット関係）

【現状】
●　最大離陸重量が5.7tを超える飛行機の
機長は、機長として状況を的確に把握し、
運航規程などの標準化された手順に従っ
て他の乗員等を指揮しながら飛行を適切
に管理する高度な能力や、緊急時の航空
機の操作及び措置に関する高度な知識及
び能力が必要であることから、これらの知
識及び能力を有することについて国土交通
大臣の認定を受ける必要があり、運航審
査官が審査を行っている。（航空法第72条
第1項から第3項まで）

●　これらの審査を事業者において実施で
きる制度として、指定本邦航空運送事業者
制度がある。（航空法第72条第5項）

【要望内容】
●　指定本邦制度とは別に技能審査員制
度と同様の仕組みで、審査担当操縦士以
外の機長が社内審査により航空法第72条
の機長資格の維持が可能となる仕組みを
構築して欲しい。

●　米国では、路線審査及び
技能審査について、審査は当
局又は当局に承認された
Check Pilotによる審査が可能
である。（FAR 135.293、299）

A ●　機長の能力は、事業者の大小を問わず確認する必要があ
り、少数しか機体を持たない事業者であっても、これらの審査を
事業者で行うことができる場合には、指定本邦航空運送事業者
の指定を受けることは可能である。指定本邦航空運送事業者の
指定を受けるに当たり、不明な点については、個別に相談に応じ
る。

朝日航
洋

－
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【現状】
●　航空運送事業者が、一定の低視程の
気象状態下において計器着陸装置を利用
して進入及び着陸を行う航行（カテゴリー
Ⅰ航行）を実施しようとする場合には審査・
承認を受ける必要がある。

●　カテゴリーⅠ航行の承認にあたって
は、機上装置、航空機乗組員の教育、訓練
及び審査、運航方式等が　「カテゴリーⅠ
航行の承認基準及び審査要領」に定めら
れた基準に適合しているかどうかについ
て、審査を受ける必要がある。

【要望内容】
●　カテゴリーⅠ航行の承認基準及び審査
要領に基づき、申請を行っているが、カテ
ゴリーＩ運航については、技術的に既に通
常の運航の範疇と考えられるため、カテゴ
リーＩ運航の承認基準及び審査要領の通達
を廃止してほしい。

●　米国においても、カテゴ
リーⅠ航行の定義は我が国と
同様であり、また、カテゴリーⅠ
航行を行う航空運送事業者
は、機上装置、航空機乗組員
の教育、訓練及び審査、運航
方式等に関する基準（AC 120-
29A）に適合しているかどうか
について、FAAの審査・承認を
受けている。

D FDA －

【現状】
カテゴリーⅠ航行（一定の低視程の気象状
態下において計器着陸装置を利用して進

び着陸を う航 を う航空 送事

●　米国において、カテゴリーI
航行の定義は我が国と同様で
あり、また、カテゴリーI航行を

う航空 送事業者 機

D JBAA －

カテゴリーI航
行の規制緩和
について

64 ●　米国においても、カテゴリーⅠ航行を行う航空運送事業者
は、所定の基準への適合性について当局の審査・承認を受けて
いることから、我が国においても、引き続き「カテゴリーⅠ航行の
承認基準及び審査要領」に基づく承認は必要である。

●　なお、カテゴリーⅠ航行に関する米国等の基準が改正された
場合には対応する予定。
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入及び着陸を行う航行）を行う航空運送事
業者は、機上装置、航空機乗組員の教育、
訓練及び審査、運航方式等が　「カテゴ
リーⅠ航行の承認基準及び審査要領」に
定められた基準に適合しているかどうかに
ついて、審査・承認を受ける必要がある。

【要望内容】
我が国でもステートミニマとCAT-Ⅰのミニ
マが同じになっているので、そのような通
常運航化しているCAT-Ⅰを特別な基準に
該当しない措置をして欲しい。

行う航空運送事業者は、機上
装置、航空機乗組員の教育、
訓練及び審査、運航方式等に
関する基準（AC 120-29A）に適
合しているかどうかについて、
FAAの審査・承認を受けてい
る。

65 海外のフライト
シミュレーター
の当局認可
（ビジネス
ジェット関係）

【現状】
●　航空機乗組員の訓練、試験、審査等に
使用する模擬飛行装置については、国土
交通大臣の認定が必要。（航空法施行規
則第238条の2）

【要望内容】
●　小型機事業者が海外のシミュレーター
を活用できるよう、海外のフライトシミュ
レーター（多くの事業者が利用するフライト
セーフティ社のシミュレーターを想定）に対

－ A ●　海外のフライトシミュレーターについても、航空法施行規則第
238条の2の規定に基づく国土交通大臣の認定を行っており、申
請があれば審査を実施しているところ。

●　米国、欧州及びカナダの航空当局に対して、事業者が海外
のフライトシミュレータを活用できるよう、国による実施認定検査
が不要となるシミュレータに関する相互承認協定（BASA）の締結
のための働きかけを行っている。

●　なお、BASAが締結されるまでの間は、国による実地認定検
査が必要となるため 事業者に対して本認定制度の活用を促進

朝日航
洋
中日本
JBAA

－

セーフティ社のシミュレーターを想定）に対
して国土交通大臣の認定を行って欲しい。

査が必要となるため、事業者に対して本認定制度の活用を促進
する。

66 同一路線の多
頻度運航に係
る運航管理
者、機長の要
件
（ビジネス
ジェット関係）

【現状】
●　「路線を定めて一定の日時により航行
する航空機により行う航空運送事業又は
特定の二地点間において計画的に反復継
続（注）して行う航空運送事業により（以下
「路線を定めて」という。）旅客輸送を行う場
合について、運航等の基準を定めている。
（通達「運航規程審査要領細則」）
（注）反復継続とは、３０日間に１５往復を超
える頻度をもって反復し、かつ、３０日を超
えて継続する形態をいう。

【要望内容】
●　特定の者からの受託により、特定の場
所の間の運航の回数が多くなることがあ
り、結果的に同一路線の多頻度運航の基
準に該当する回数となる場合であっても、
オンディマンド・チャーターの場合は、「路線
を定めて」運航する場合の基準を適用しな
いで欲しい。

●　米国では、客席数9席以下
かつペイロード7,500lbsのター
ボジェット以外の飛行機又は回
転翼航空機を用い、公示され
たスケジュールにより二地点以
上の間を週に5往復以上の頻
度で旅客運送を行って運航す
る場合をコミューター運航（FAR
Part135)、5往復未満の頻度で
ある場合をオンデマンド運航
(FAR Part135)の定期運航とし
ている。それ以外の定期運航
は、Part121が適用される。
（FAR 110.2、119.21)

A ●　その都度顧客の求めに応じて旅客の運送を行うオンディマン
ド・チャーターは、仮に結果として同一路線で多頻度運航になって
も、「路線で定めて」運航する場合にあたらない。

JBAA －

67 ヘリコプターの
パイロット規程

【現状】
● 旅客の運送の用に供する航空機でIFR

●　米国においては、VFR（有
視界飛行方式）により飛行する

C
(135)

●　小型機に関する技術基準に関して、米国の基準（FAR
Part135）を参考とした包括基準の導入について現在検討中

エクセル
・森ビル

－
パイロット規程
について
（ビジネス
ジェット関係）

●　旅客の運送の用に供する航空機でIFR
（計器飛行方式）により飛行するものは、2
人の操縦士の乗務が必要。（航空法第65
条第2項）

【要望内容】
●　ヘリコプターに適したIFRルートが設定
される場合に備えて、IFRでシングルパイ
ロットによる運航による旅客輸送を行える
ようにして欲しい。

視界飛行方式）により飛行する
ものであって、２人の操縦士の
乗務を必要とする航空機を除
き、承認された自動操縦装置
を装備し、OpeSpecにより認め
られている場合は、１人の操縦
士であってもIFRにより飛行して
よいこととされている(FAR Part
135.105)。なお、客席数が10席
以上の場合は２人の操縦士を
乗務させなければならない
(FAR Part 135.99)

●　ICAO標準においては、ヘリ
コプターによるIFR運航に関す
る乗員数については、飛行規
程等の耐空証明関連文書で規
定された最小の数の他、運航
方式等を勘案して運航規程に
定められた数を下回ってはなら
ないこととされている。

(135) Part135）を参考とした包括基準の導入について現在検討中。

●　本検討においては、小型ジェット機に係る包括基準につい
て、操縦士一人によるIFR運航に関する制度（航空機、操縦士の
資格制度、試験制度等）に関する検討も行う予定である。小型
ジェット機に係る包括基準の検討は秋頃に終了する見込みであ
り、その結果を踏まえ、ヘリコプターに係る包括基準の検討を行う
予定。

●　また、ヘリコプター用のIFRルートの整備状況も踏まえつつ、
ヘリコプターに係る包括基準の検討の中で本要望について取り
扱うこととしたい。
【参考資料７（P.59 ）参照】

・森ビル
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68 運航管理施設
の開設につい
て

【現状】
●　事業者の新基地開設（運航管理施設
等の新設）時は、以下により運航の安全性
を確保している。
（１）事業計画の変更認可の際に提出され
た事業の計画が輸送の安全を確保するた
めに適切なものであること等について、書
面により確認（航空法第109条）
（２）運航管理施設等が計画どおり整備さ
れており、当該施設において適切に業務が
実施できることについて、検査（実地又は
書面）による確認（航空法102条）
（航空法第109条、通達「航空運送事業及
び航空機使用事業の許可及び事業計画変
更の認可審査要領（安全関係）、航空法第
102条、通達「運航管理施設等の検査要
領」）

●　運航管理施設等の整備等には多額の
費用、多大な労力を必要とするため、最初
に事業計画変更認可の際の書面審査にお
いてこれらの概要（計画）について、事前に
確認し、その後申請者が当該確認された
概要（計画）に従って運航管理施設等を整
備できるようにして 手戻りが生じることの

●　米国においても実地確認
（Performance Assessment）の
前に当局において書類の確認
等の終了を確認する手順が定
められている。（FAA Order
8900.1 Vol10 Ch7 Fig10-74
Sec2 3.12等）

A ●　事業計画変更認可及び運航管理施設の検査の手続きはそ
れぞれ航空機の安全な運航を確保するために不可欠であり、事
業計画の変更を届出により処理することは適当でない。他方、両
方の手続きを同時に行うことによって要望のとおり申請者のワー
クロードを低減することが可能であることから、事業者に対しこう
した対応を促進する。

ANA －
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69 委託先変更時
の運航管理施
設の検査につ
いて

【現状】
●　地上取扱業務の委託先を変更する場
合、業務内容等を勘案し、検査の実施につ
いてその都度、指定することとなっている。
（通達「運航管理施設等の検査実施要
領」）

【要望内容】
●　地上取扱業務の委託先を変更する場
合には、航空会社の責任による確認を前
提として、運航管理施設等の検査を行わ
ず、届出により処理することとしてほしい。

●　米国において運航者は、
地上取扱業務の委託につい
て、原則、委託先管理の方法
等についてマニュアルに記載
し、航空当局の承認を受ける
必要があるが、委託先の名称
はマニュアルに記載する必要
はなく、委託先変更は承認対
象ではない。

●　ただし、防除雪氷の作業に
ついては、運航者のプログラム
を承認する必要があり、届出の
みの処理は行われていない。

C ●　地上取扱業務の委託先を変更する場合の運航管理施設の
検査については、近年は施設の変更を伴わない場合が多くほと
んど実施していない。

●　今後、検査の要否の基準を明確化すべく、平成24年夏を目
処に通達を改正することとしたい。

NCA P.42

備できるようにして、手戻りが生じることの
ないようにしているところ。

【要望内容】
●　基地の新設に係る事業計画の変更に
ついては、届出により処理する等、ワーク
ロードを低減してほしい。

70 速度制限につ
いて

【現状】
●　現在、高度900メートル以上の航空交
通管制圏及び進入管制区のうち、航空交
通管制圏に接続する部分で告示で定める
空域（高度3000メートル以下）を飛行する
航空機は、指示対気速度250ノットを超える
速度で飛行してはならないこととされてお
り、IFRで飛行するクラスC空域においても、
そのような速度制限が設けられている。
（航空法第82条の2、航空法施行規則第
179条、「進入管制区のうち航空機の速度
を制限する空域を指定する告示」）現在、
我が国のFIR内においては、実体上ICAO
基準にある民間機が250KTを超える速度で
飛行できるような10000ft以下のクラスA、B
又はC空域は存在していないところ。

【要望内容】
●　速度制限は空域に応じて柔軟に設定し
てほしい。

●　ICAO標準においては、以
下のとおり空域のクラス分けに
応じて速度制限が設けられて
いる。
・クラスA、B、C（IFR）：なし
・クラスC（VFR)、D、E、F、G：
250ノット（10000フィート以下）
（ICAO Annex11 Appendix4）

C ●　ICAO標準では、IFRで飛行する場合のクラスC空域において
は速度制限は設けられていないところ。引き続き運航者との調整
を行い、今後の対応について、その必要性も含め検討して参りた
い。

ANA P.47
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71 乗務時間制限
について

【現状】
●　航空運送事業者は、国内運航に従事
する場合は、連続する24時間において、8
時間を超えて航空機乗組員の乗務時間を
予定しないこととされている。（航空法施行
規則第157条の3、通達「運航規定審査要
領細則）

●　航空運送事業者は、国際運航に従事
する場合は、連続する24時間において、以
下の時間を超えて航空機乗組員の乗務時
間を予定しないこととされている。
　・1名の機長及び１名の副操縦士：12時間
以下
　・1名の機長及び2名の副操縦士：12時間
超

【要望内容】
●　国内運航における乗務時間制限（8時
間）を緩和してほしい。

●　ICAO標準では、乗務時間
制限は科学的な知見に基づい
て国が定めた時間を用い、又
は乗員の疲労によるリスクを考
慮して運航者が定めることと
なっている。

●　米国では、以下の通り、乗
務時間制限を設けている。
　・乗員2名編成の場合：8時間
（深夜早朝に出頭する場合）又
は9時間
　・乗員3名編成の場合：13時
間
　・乗員4名編成の場合：17時
間
ただし、疲労リスク管理システ
ム（FRMS）の下でFAAの承認
を受けた場合、この乗務時間
制限を超えることができる。

●　欧州では、各国共通の乗
務時間制限の基準は設けてい
ない。
英国では 乗務時間（Flight

C ●　今般、ICAOにおいては、国が定める乗務時間制限に関する
基準に対するオプションとして、疲労リスク管理システム（FRMS）
による乗員の疲労管理手法が新たに導入されたところ。また、乗
員の疲労によるリスクの評価を行うことにより、乗務時間制限と
同等以上の安全性が確保される場合には、乗務時間制限によら
ないことを承認することを可能とした。

●　これを受けて、現在、（財）航空輸送技術研究センターにおい
て、航空会社及び航空局がメンバーとなったWGを設置し、ICAO
基準及び諸外国の導入事例等の調査を行っているところ。

●　今後、我が国における、疲労リスク管理システム（FRMS）及
び乗務時間制限によらないことを承認するためのリスク評価手法
について検討を行い、平成24年度中にその導入の方向性につい
て結論を得る。

ANA
FDA

P.42
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72 機長の飛行地
域要件及び空
港要件に係る
規定の見直し
について

【現状】
●　航空運送事業者は、飛行の区間等に
応じて、当該飛行区間等を運航する航空
機乗組員に対して、必要な知識を付与する
方法を定めなければならない。

●　航空機乗組員に対する路線ごとに必
要な知識及び経験の付与は航空運送事業
者が自ら担保することとされており、機長と
して乗務する場合は、当該機長が空港及
び飛行地域についての要件を満たさなけ
れば、当該空港及び飛行地域に乗り入れ
を行ってはならないよう社内規定に定める
こととしている。（運航規程審査要領細則）

－ A ●　当局の基準の範囲内で規定を整理することは可能である。
不明な点があれば、個別に相談されたい。

NCA －

英国では、乗務時間（Flight
Time）制限に関する基準はな
く、勤務時間（Flight Duty
Period）制限に関する基準（最
大14時間）を設けている。（勤
務時間制限については、米国
も基準（乗員2名編成の場合、
最大14時間）を設けているが、
我が国は特に数値基準を定め
ていない。）

【要望内容】
●　社内規定により詳細な要件を定めてい
るが、国の基準に準拠して規定の整理を
行いたい。

ＥＴＯＰＳ運航
承認について
（路線毎の承
認の廃止）

【現状】
●　エンジンが二基装備された航空機が長
距離を飛行する際に、エンジンが一基不作
動になった場合に、そのまま最寄りの着陸
可能空港まで60分以上の飛行を行う必要
がある経路を運航することをETOPS運航と
いう。

●　ETOPS運航を行うに当たっては、飛行
時間とエンジンの組み合わせによる最大飛
行時間について、路線毎に承認を取得す
る必要がある。（双発機による長距離進出
運航実施承認審査基準）

【要望内容】
● チャーター便の運航や、新規の路線開
設を容易にするため、ETOPS運航の路線
別の申請・承認を不要としてほしい。

●　米国の制度では、240分以
下のETOPS運航については、
新たな機体の追加及び変更、
航空機／エンジンの組み合わ
せについて当局の承認が必要
であるが、路線については承
認の対象となっていない。
（FAR Part 121 Appendix P）
●　ICAO附属書6においても、
路線毎の承認は求められてい
ない。（ICAO Annex 6 Part I
4.7）

B ●　ETOPS運航の路線毎の申請・承認を不要とするよう、平成24
年夏を目処に関連通達を改正する。

ANA
PEACH
JAL
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ＥＴＯＰＳ運航
承認について
（運航経験要
件の廃止）

【現状】
●　エンジンが二基装備された航空機が長
距離を飛行する際に、エンジンが一基不作
動になった場合に、そのまま最寄りの着陸
可能空港まで60分以上の飛行を行う必要
がある経路を運航することをETOPS運航と
いう。
●　ETOPS運航を行うに当たっては、航空
機とエンジンの組み合わせによる最大飛行
時間について、承認を取得する必要があ
る。（双発機による長距離進出運航実施承
認審査基準）

【要望内容】
●　　ETOPS運航の承認を申請するために
は、原則として、申請に係る型式とエンジン
についての要件を備えた航空機により、
12ヶ月以上の運航を行った経験が必要で
あるが、効率的な事業展開を行うために、
当該要件を不要としてほしい。

－ A ●　ETOPS運航の承認に当たり、申請に係る型式とエンジンにつ
いての要件を備えた航空機による12ヶ月の運航経験がなくとも承
認が可能な仕組みは、従来より構築されているところ （双発機に
よる長距離進出運航実施承認審査基準7.(2)）。

●　なお、運航経験がまったくない航空機の型式とエンジンの組
合せにより行うETOPS運航を承認した例もある。

PEACH －
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74 GPSを主要計
器とした運航に
ついて

【現状】
●　IFR（計器飛行方式）において、GPSを
使用して運航する場合、単独使用が認めら
れたGPSを除き、当該経路を飛行するため
に必要となる他の航法装置を装備し、GPS
による位置等の情報に疑義が生じた場合
に、これらの航法装置によりGPSに依存し
ない航法に移行できるようにすることが求
められている。（「GPSを計器飛行方式に使
用する運航の実施基準」）
なお、平成22年度から各航空運送事業者
の参加を得て、GPSを主要計器とする評価
運用（実証実験）を行っている。

【要望内容】
①
●　IFR（計器飛行方式）におけるGPSの位
置づけを明確にしてほしい。

②
●　VFR（有視界飛行方式）におけるGPS
の位置づけを明確にしてほしい。

－ ①C

②A

①
●　IFRにおけるGPSの位置づけについては、平成22年10月から
平成24年10月までの間、評価運用を行うこととしており、その結
果に基づき、関連通達の見直しを検討する。

②
●　VFRにおいて、「GPSを有視界飛行方式に使用する運航の実
施基準」に基づき、GPSを補助的に使用することが可能となって
いる。

①
JAL
FDA

②
中日本

P.42

75 特別航行の機 【現状】 － A ●　同一の装置を装備している同一型式の航空機のグループに ANA －
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特 航 機
番追加申請の
簡略化につい
て

【 】
●　RVSMやRNAV航行等の特別な方式の
航行を行おうとする場合、航空機が必要な
性能及び装置を有すること等の基準に適
合しているかどうかの審査を受け、国土交
通大臣の許可を受ける必要がある。（航空
法第83条の2）
※RVSM  : 他の航空機との垂直方向の間
隔を縮小する方式による飛行、RNAV : 無
線施設からの電波の受信又は慣性航法装
置の利用により、任意の経路を飛行する方
式による飛行

【要望内容】
●　同一の装置を装備した同一機種の複
数機を一定の期間にわたって順次導入さ
せるような場合において、特別航行の許可
については1機毎に個別に申請を行うので
はなく、複数機分をまとめて申請できるよう
手続を簡略化してほしい。

装置 装備 航 機
ついて、まとめて申請できることとした。

76 海外基地にお
ける情報伝達
業務等に係る
規制の緩和に

【現状】
●　 航空運送事業者は、運航基地に運航
管理者を適切に配置しなければならないこ
ととされている。

－ Ａ ●　機長へのブリーフィングを伴わない単なる情報の伝達及びデ
リバリー業務は運航支援業務ではなく、運航管理補助者以外の
者に行わせることが可能である。

SFJ －

規制の緩和に
ついて

ととされている。

●　運航管理者は、航空機の安全な運航
に必要な情報を分析し、飛行計画を承認す
るとともに、機長にこれらの情報の提供を
行う。

●　航空運送事業者は、運航管理者を補
佐するために、運航管理者が承認した飛
行計画及び航空機の安全な運航に必要な
情報を機長に提供する業務等（以下「運航
支援業務」という。）を行う運航管理補助者
を置くことができる。（運航規程審査要領細
則）

【要望内容】
●　海外基地において、運航管理補助者
以外の者が本国で作成された情報の伝達
業務やデリバリー業務（航空情報等を機側
に届ける業務）を行うことを認めてほしい。

77 チャーター運航
計画書の提出
期限について

【現状】
●　チャーター運航計画書について、原則
として運航月の前月20日までに事業課に
提出している。

●　主要国では、運航日の2-7
日前が主流。

B ●　チャーター運賃の認可については、実務上、７日間程度の審
査期間を要していたが、本年度から審査期間を７日間程度から
半分程度に短縮する見直しを行ったところであり、チャーター便
の運航計画書についても、運賃申請と同じタイミングでご提出い

考

NCA －

【要望内容】
●　チャーター便について運航計画書の認
可手続期間を短縮してほしい。

ただきたいと考えている。
　なお、本邦航空運送事業者による突発的なチャーター便の運航
については、今後も、可能な範囲で柔軟に対応して参りたいと考
えており、個別具体の事案ごとにご相談されたい。

78 チャーター便運
航に伴う手続
について

【現状】
●　一部の航空会社において、社内規定
に基づき、チャーター便の運航に際し、事
前に就航地の運航・整備体制について航
空局に事前説明することとしている。

【要望内容】
●　チャーター便の運航に際し、事前に就
航地の運航・整備体制について航空局に
説明を行わず、通知で済むようにしてほし
い。

－ B ●　運航者はチャーター便の就航地の運航・整備体制を事前に
確認する必要があるが、航空局への事前の報告は求めておら
ず、今後、航空会社に対し、事前の報告は不要であることを周
知・徹底する。

●　なお、チャーター便の就航地の運航・整備体制の適切性につ
いては、必要に応じ、監査等を通じて確認を行う。

NCA －
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79 空港運用時間
の延長

【現状】
●　各空港毎に運用時間が制限されてお
り、原則として運用開始時刻３０分後から、
運用終了時刻３０分前までに運航ダイヤを
設定する必要がある。

●　また、実運航上も運用開始時間、終了
時間の遵守が厳しく求められており、天候
などの自然条件などを除いて早発や遅延
が原則として認められない。

【要望内容】
①　各空港の運用時間制限の見直しを御
願いしたい。

②　特に、開始時間、終了時間の運用につ
いて、自然条件などに限らず、機材故障等
によるスケジュール変更や突発的なフェ
リー運航に柔軟に対応いただきたい。

－ A ①　空港の運用時間については、当該空港に就航する航空会社
の具体的な定期便の運航計画や、騒音問題等を踏まえて決定し
ている。今後、運用時間の延長に係る具体的な要望が提出され
た場合は、運用時間変更に係る要件を確認するとともに、必要な
措置等について検討する。

②　急激な天候の変化、緊急事態の発生等やむを得ない事由に
より遅延する場合、これらに伴う航空交通の状況等に基づく航空
交通管制により遅延する場合、並びにやむを得ない事由（機材の
緊急安全点検や、故障修理を含む。）がある場合は、原則１時間
の範囲内において運用時間を臨時延長ができることとしている。
ただし、機材については運航者が適切に整備等を行う責務があ
ることから、整備不良等による機材故障への対応等、その原因が
運航者の責に帰すものは事由としては認められない。

FDA －

80 他社機材の
リース手続き
の簡素化

【現状】
●　航空運送事業者は、国土交通大臣の
許可を受けて、当該事業の用に供する航
空機の運航又は整備に関する業務の管理
を他の航空運送事業者等に委託すること

－ A ●　借用元の航空運送事業者に対して運航及び整備に関する業
務の管理を委託することにより、航空法第113条の2第1項に基づ
く許可を受けることにより、他社の機材を使用することを可能とし
ている。

FDA －
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を他の航空運送事業者等に委託すること
ができる。（航空法第113条の2）

【要望内容】
●　整備引当(機材が整備を受けている際
の代替機）、訓練引当(機材を用いて訓練
を行う際の代替機）等に対応するため、他
社の機材を短期間使用できるような制度を
検討してほしい。

●　許可に係る審査については、既に必要最小限の審査項目と
なっているものと認識しており、更なる手続きの緩和（審査項目の
削減）を行うことは困難と考える。

81 5.7t以上の運
航に関する運
航管理者の配
置基準
（ビジネス
ジェット関係）

【現状】
●　運航管理者は、国土交通大臣の行う
運航管理者技能検定に合格した者でなけ
ればならない。（航空法第78条）

【要望内容】
●　FAR Part 135のオンディマンド・チャー
ターを行う航空運送事業者には、国家資格
を有する運航管理者の配置が求められて
いないので、座席数19席以下の小型機に
よるオンディマンド・チャーター運航の国家
資格を有する運航管理者の配置につい
て、規制を緩和して欲しい。

●　ICAOでは、運航管理者
は、ライセンスを有するか
Annex 1の運航管理者の要件
を満足することが求められてい
る。（Annex 6 Part I 10.2）

●　米国では、FAR Part 135の
運航者の運航管理者は、ライ
センスを保有しなくてもよいが、
運航者の承認が必要である。
（FAR §135.77）

C
(135)

●　国際標準を考慮すると、米国の制度を取り入れた場合であっ
ても、運航管理を行わせようとする者がICAO Annex １の要件を
満足することを航空運送事業者が自ら確認しなければならないこ
ととなるが、米国での実情等を確認しつつ、米国の基準（FAR
Part 135)を参考とした包括基準等の中で検討する。
【参考資料７（P.59 ）参照】

JBAA －

【現状】
●　航行中の航空機が修理作業の区分が
大修理に該当する損傷を受けた事態は航
空事故であり、運輸安全委員会が原因等
の調査を実施する。（航空法第76条、航空
法施行規則第165条の3 ）

【要望内容】
●　航空機損傷が発生した場合、損傷状
況から当局が航空事故に該当するかどう
か判断するまでの間、機材の現状を保持し
なければならず、また、航空事故となった
場合には機材の復旧修理の着手が遅れ、
運航復帰も遅れてしまうため、ICAO Annex
13と合わせて、航空機全損（HULL LOSS）
事故等の大規模な航空機損傷を除いた航
空機損傷については、航空事故の対象か
ら除外してほしい。

●　ICAO Annex13では、発動
機、プロペラ、翼端のみの損傷
等の一部の例外を除き、航空
機が損傷部分について大修理
や交換を必要とするような損傷
を受けた事態を航空事故と定
義しており、航空機全損に至ら
ない事態であっても事故に該
当する。 （FAA、EASAも同様に
規定） （ICAO Annex 13 Ch 1、
49CFR §830.2 、
REGULATION EU No
996/2010 ）

D ●　航空法施行規則第165条の3の規定は、ICAOの規定に準拠
して規定されており、改正することは適当でない。

SNA －

【現状】
●　「発動機内部の大規模な破損」や「破
片の発動機ケース貫通」は重大インシデン
トに該当し、運輸安全 委員会が原因等の
調査を実施する

●　ICAO Annex 13は、
“Uncontained”なタービン発動
機の故障を重大インシデントの
典型例の１つとして示すととも
に これらに限られないと規

C ●　重大インシデントの範囲については、ICAOにおいても典型例
が示されているに過ぎず、各国が実情に応じて定めている。我が
国においても、重大インシデントについては、ICAOの例示、主要
国の規定、日本で発生した事案等を踏まえ、運輸安全委員会に
おいて原因調査が必要な事案として定めており 現時点で見直

ANA
PEACH

P.41

82 事故情報の報
告制度につい
て

調査を実施する。

●　なお、「発動機内部の小規模な破損」
は重大インシデントの対象ではなく、「複数
段のブレードが全周にわたり破断」するよう
な大規模な破損のみが対象。（航空法第76
条の2、航空法施行規則第166条の4第6
号）

【要望内容】
●　重大インシデントの範囲について見直
してほしい。特に、エンジンの内部の大規
模な損傷は他国では重大インシデントに該
当していないことから、主要国と同様の取
扱いにしてほしい。

に、これらに限られないと規
定。  （EASAの規定もこれと同
じ）（ICAO Annex 13
Attachment C、REGULATION
(EU) No 996/2010）

●　 米国では、タービン発動機
の内部部品の破損について
は、排気口以外からの破片の
飛散に至ったもののみを重大
インシデントとしている。
（49CFR §830.5）

おいて原因調査が必要な事案として定めており、現時点で見直
す特段の理由はないと考える。

●　「発動機内部の大規模な破損」については、H17.8.12にJAL
ウェイズ58便（DC-10）が福岡空港を離陸直後にエンジントラブル
（計4段にわたるタービンブレードの全損）を発生させ、市街地に
多数の金属片を散乱させるという事態の発生を受け、社会的要
請に基づき、重大インシデントとして新たに追加したもの。このよ
うな事態は、事故に至る可能性が高く、今後も重大インシデントと
して取り扱う必要がある。

●　しかしながら、重大インシデントに該当する大規模な破損であ
るかどうかの判定を行うためには、発動機内部の破損の状況を
詳細に把握する必要があることから判定までに時間を要するほ
か、飛行の安全及び地上の安全に及ぼす影響や事故に繋がる
可能性など技術的な課題もあることから、大規模な破損のより合
理的な判定基準について検討していくこととしたい。
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【現状】
●　航空運送事業者・航空機使用事業者
は、安全上の支障を及ばす一定の事態が
発生した場合には、国に報告しなければな
らない。（航空法第111条の4、航空法施行
規則第221条の2、サーキュラー6-011「航
空法第111条の4に基づく安全上の支障を
及ばす事態の報告について」）

●　大型航空機（自家用機を含む。）の運
航者は、耐空性に大きな影響を及ぼす不
具合を国及び航空機設計者等へ報告しな
ければならない。また、部品落下やイレ
ギュラー運航等が発生した場合も、国へ報
告しなければならない。（サーキュラー6-
001「航空機に係る不具合の報告・通報に
ついて」）

【要望内容】
●　航空法第111条の4に基づく安全上の
支障を及ぼすおそれのある事態の報告及
びサーキュラーNo.6-001に基づく機材不具
合報告制度の2つの報告制度を整理し、諸
外国の制度や基準と揃えてほしい。

●　ICAO 欧州、米国の報告事
象は各制度間で整合していな
い。（ICAO　Doc.9760EU指令
2003/42/ECFAR121.703•
705/135.415•417）

●　FAAにおいても、耐空性に
影響を及ぼす不具合の報告制
度と安全上の支障を及ぼす事
態の報告制度が併存

①A ●　サーキュラー6-001は、ICAOで航空機の耐空性に悪影響を
及ぼす不具合を設計者に通報する体制の構築を求められている
こと等を背景として設けられたものであり、報告者は大型航空機
を運航する者（自家用機を含む。）としている。報告事象は、ICAO
Doc.9760及び米国基準（FAR121.703等）をベースとしている。

●　サーキュラー6-011の報告は、事業者による航空輸送の安全
の確保を目的とした報告制度であり、小型機を運航する事業者も
対象としている。報告事象は、欧州の基準（EU指令）をベースとし
ている。

●　このように、それぞれの制度の目的・対象者等が異なってい
ることから、2つの報告制度となっているが、重複した報告が不要
であることを通達上明らかにし、1つの報告システムで報告を可
能とするなど、報告者の負担軽減を図っている。

ANA
SNA

－83 不具合情報の
報告制度につ
いて
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【現状】
●　逆推力装置が展開後格納しない事態
は、航空法第111条の4の安全上の支障を
及ばす事態に該当し、義務報告の対象で
ある。（航空法第111条の4、航空法施行規
則第221条の2第3号ロ）

●　機材不具合による離陸中止や航空機
部品の一部脱落は、航空局への報告が必
要な不具合に該当し、報告の対象である。
（サーキュラー6-001「航空機に係る不具合
の報告・通報について」）

【要望内容】
●　機材不具合による低速時の離陸中
止、逆推力装置の作動後の不具合、落下
物等、不安全事象の定義の見直しを行っ
てほしい。特に逆推力装置が作動後収納
できない事態は、その後しかるべき整備処
置を行うことが確実なので、安全上の支障
を及ぼす事態から除外してほしい。

●　EASAでは一定の速度
（V1）付近又はそれ以上の速
度で発生した離陸中止、逆推
力装置の故障、航空機構造部
品の一部脱落等について報告
を求めている。（EU指令
2003/42/EC）

●　FAAでは機材不具合によ
る離陸中止、逆推力装置の故
障等について報告を求めてい
る。航空機部品の一部脱落に
ついては対象としていない。
（FAR121.703･705/135.415･
417）

②C ●　逆推力装置が作動後に収納できない不具合については、逆
推力により地上走行中の操作や発動機の作動に悪影響を及ぼ
すほか、原因によっては、飛行中意図せず展開したり必要時に不
作動となる可能性がなかったか等についても分析・対策が必要な
事案の対策を講じても依然として不具合が多発している現状に
鑑み、現時点で見直すことは適切ではない。

●　また、機材不具合による離陸中止については、発生した事象
及びその原因を国として把握し、必要に応じて他社への指導も含
めて再発防止を図る必要がある。また、落下物についても、人家
の密集地に隣接して空港が設置されている等の事情を勘案し、
地上の物件や人への被害の有無等を迅速に把握するために必
要である。

●　しかしながら、今後の不具合の発生状況等を考慮しつつ、報
告の必要性について検討していくこととしたい。

ANA P.41

具合情報 【 状】 ①非常 装 具合報告 酸素 ク等 非常 装 非常時 確実 作動 な84 不具合情報の
報告制度につ
いて（各論）

【現状】
●　非常用装置の故障や左右燃料タンク
量のアンバランスによる運用限界超過（突
風等により瞬間的に超えた場合を除く。）
は、航空法第111条の4の安全上の支障を
及ばす事態に該当し、義務報告の対象で
ある。（航空法第111条の4、航空法施行規
則第221条の2第3号ハ、ニ）

【要望内容】
①
●　非常用装置は一定の不具合を想定し
て設計されており、軽微な不具合について
は安全上問題ないため、義務報告の対象
からはずしてほしい。

②
●　左右の燃料量の差異についての運用
限界は機材の寿命が短くなることを防止す
るために設けられたものであり、超過の量
が著しく多くない場合には安全上の支障は
ないため、義務報告の対象からはずしてほ
しい。

①非常用装置の不具合報告
●　欧州
EU指令2003/42/ECで報告を
求めている。なお、乗客用酸素
マスクについては、乗客の10%
以上への酸素供給機能の喪失
に限定されている。

●　米国
FAR121.703で報告を求めてい
る。なお、乗客用酸素マスクに
ついては、我が国と同様1つの
ユニットのみが正常に機能しな
い事象も含めて報告が行われ
ている。

②左右の燃料量の差異が運用
限界を超えた場合の報告
●　欧州
EU指令2003/42/ECで報告を
求めている。

●　米国
運用限界の超過について報告
義務はない。（FAR121.703等で

C ●　酸素マスク等の非常用装置は、非常時に確実に作動しなけ
ればならないものであり、一方、仮に正常に機能しない状態に
なっていたとしても、通常運航時にこれを把握することは困難で
ある。そのため、非常用装置の不具合については、その原因や
安全対策について国に報告を求め、対策の妥当性の確認、他の
運航者への水平展開等により、安全性を確保・向上することが適
当であるため、従来どおり報告は必要と考える。

●　燃料のアンバランスが発生する主たる要因は、乗務員の操
作ミスや燃料漏れ、システムの故障などであり、運用限界を超過
するという事態の重大性を勘案すると、一定時間内に是正された
ものも含め、報告が必要だと考える。

●　要望で具体的に指摘された他の項目も含め、航空法第111条
の4に定める事態は、過去に我が国の航空会社で安全上のトラブ
ルが続発したことを受け、航空会社のみにその対策を任せること
なく、国の監督の下で確実に航空会社に対策をとらせるとともに、
他の航空会社にも水平展開を行うこと、及び、その状況について
国が国民に情報提供することで、航空輸送の高い安全性を確保
するために報告させているものであることから、その範囲を縮小
することは適当ではないと考える。

●　しかしながら、今後の不具合の発生状況等を考慮しつつ、報
告の必要性について検討していくこととしたい。

ANA P.41

義務はない。（FAR121.703等で
燃料の著しい漏れは対象と
なっているが、燃料のアンバラ
ンス自体は対象ではない。）
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85 打刻について 【現状】
●　国土交通大臣は、航空機を登録したと
きは、遅滞なく、航空機のかまちに打刻し
なければならないこととされている（航空法
第８条の３及び航空法施行規則第１１条）。
●　これに基づき、現在、航空機本体に直
接打刻が行われている。
●　打刻により航空機本体に傷をつけるこ
とにより、リース機返却時に賠償を請求さ
れたり、そもそも航空機購入時に打刻を拒
まれるといった不都合が生じている。

【要望内容】
●　打刻以外の航空機を傷つけない明認
方法を認めてほしい。

●　航空機登録制度は、ICAO
条約第１７条の規定を履行す
るため、我が国においても導入
しているところ。

●　さらに、航空機登録に追加
的な機能として、所有権等の第
三者への対抗要件を備えさせ
る制度は、一般的に各国ともに
導入しており、我が国のみが過
度な制度を設けているもので
はない。

●　しかし、登録記号をかまち
に直接打ち込むこと以外の手
段を認めていない国は、把握し
ている限り我が国のみである。

B ●　航空機登録に民事的効力を備えさせ、航空機登録原簿に記
載された航空機と実物の航空機の同一性を把握するという制度
趣旨を損ねない範囲内において、航空機本体に直接打刻する以
外の実施方法も導入するよう、平成24年7月を目途に関係省令の
改正作業を進める。

PEACH
SKY
SFJ
SNA

－

86 放射性物質の
取り扱いに係
る規制につい
て

【現状】
●　放射性輸送物等は、火薬類、高圧ガ
ス、腐食性液体、引火性液体その他の放
射性輸送物の安全な輸送を損なうおそれ
のある物件と混載してはならない。（「航空
機による放射性物質等の輸送基準を定め
る告示」第15条2項）

●　ICAO ANNEX18並びに
ICAO技術指針において、航空
危険物第7分類（放射性物質）
の混載禁止に関わる規定はな
い。

● 同様に IATA Dangerous

－C ●　航空分野の放射性物質輸送に関する有識者・事業者団体で
構成される検討会において、ICAO技術指針及びIATA Dangerous
Goods Regulationsに基づき、我が国の輸送安全基準の見直しに
ついて検討中。現在、IAEA等に対して、放射性物質の混載禁止
に関わる規定の制定及び改正経緯等について問い合わせを行っ
ているところであり、今後、検討結果を踏まえ、原子力安全委員
会を含む関係省庁連絡会に対して報告を行うとともに 速やかに

JAL
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る告示」第15条2項）

●　現行の我が国の輸送の安全基準は、
昭和36年に制定されたIAEAの放射性物質
安全輸送規則に基づき、昭和39年に定め
られた。その後、昭和50年に、当時の原子
力委員会が「放射性物質等の輸送に関す
る安全基準について」を策定したが、当該
基準においても、放射性物質の輸送に当
たり、「事故が起きた場合、その輸送容器
の健全性を損うおそれのある危険物と一
緒に同一の車両、航空機又は船舶の船
倉、区画室若しくは甲板に積載しないこと」
が求められている。

●　その後昭和60年にはIAEA輸送規則が
改正され、「放射性輸送物は、他の（乗り入
れ国及び通過国の）国内危険物輸送規則
及び関係する国際輸送規則がある場合に
はそれらとの整合性も考慮して他の危険物
から隔離されなければならない」との記述
に変更された。これを受けて、平成2年、原
子力安全委員会は、「航空輸送の特殊性
を考慮し、L型輸送物について他の危険物
との隔離を要しない」と、隔離要件の一部
見直しを行 たが L型以外の輸送物に

●　同様に、IATA Dangerous
Goods Regulations（第53版）に
おいても、航空危険物第7分類
（放射性物質）の混載禁止に関
わる規定はない。

会を含む関係省庁連絡会に対して報告を行うとともに、速やかに
国土交通省告示の改正を行う。

87 接続検査場に
おいての液体
物検査基準の
見直しについ
て

【現状】
●　2006年8月液体爆発物を利用した大西
洋液体爆発物テロ未遂事件が発生し、
ICAOは2007年3月から液体物の航空機内
への持込を規制している。（受託手荷物で
あれば可）

●　100mlを超えた液体免税品が乗継の際
に没収される問題が発生したため、ICAO
はこの問題を解決するためSTEB（Security
Tamper Evident Bags　不正開封防止袋）
の導入を各国に推奨している。

【要望内容】
● 乗継検査場 お 明らか 出発空

●　乗継検査場において、
STEBに入れた液体物に限り液
体物持込を認めている一部の
国もあるが、欧米をはじめとす
る諸外国では、安全性への懸
念から100mlを超える全ての液
体物の持込を拒否している。
（EUは昨年4月よりEUを経由す
る際のSTEBの全面受入れを
検討したが、反対国が多く取り
やめるなど、STEB導入は未だ
進展していない。）

●　現在、米国、EU等におい
現行 液体物持込規制

D ●　液体爆発物持込み防止措置については、国際的な保安上の
水準を保つ必要があり、STEBは空港における保安措置として十
分でないとする国が多いことから、我が国においても、欧米をはじ
めとする諸外国と同様の措置を講じてきているところ。

●　現状では抜本的解決には国際的に認められる爆発物検知能
力を備えた機器の実用化を待つことが必要であり、我が国単独
で欧米諸国の取扱いと異なる対応をとることは困難である。

●　ただし、空港会社等関係者間において、ゲート前検査方式へ
の見直し及びこれに伴う液体免税品の機側での受け渡し等の措
置を講ずる場合には、関係国との調整を検討する。

関空
AOC

－

見直しを行ったが、L型以外の輸送物につ
いては依然として危険物との混載が認めら
れておらず、ICAO技術指針及びIATA
Dangerous Goods Regulationsより厳しい基
準となっている。

【要望内容】
●　放射性物質の混載禁止を解除してほし
い。

●　乗継検査場において、明らかに出発空
港出国後に購入された免税品等について
は、液体物検査を免除してほしい。

●　少なくとも、定期予定便以外のイレギュ
ラー便（ダイバート）等においては、上記免
除をしてほしい。

て、現行の液体物持込規制の
撤廃に向けて、液体物検査機
器の開発が進んでいる。
　（EUは、爆発物検知能力を備
えた液体物検査機器を実用化
し、2013年より現行の液体物の
持込規制自体を撤廃すること
を目指している。）
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88 整備士の搭乗
確認制度につ
いて

【現状】
●　航空会社は、搭乗確認（基地に配置さ
れている整備従事者に代えて、他の基地
に配置されている整備従事者が運航され
る航空機に搭乗し、到着地において当該航
空機の出発に係る整備等について確認を
行うこと）を行う整備従事者（搭乗確認整備
士）に対して、空港の環境、委託先、配備
部品、機材等の状況について十分な教育・
訓練を行い、搭乗確認整備士の資格に対
応して基地毎に事前に指名する。また、基
地における航空機の到着から出発にあ
たって、搭乗確認整備士が確認を行う航空
機に搭乗している間、航空機の外から機材
の状況監視が確実に行える体制を整える
こと等とされている。（通達「搭乗確認制度
の運用について」）

【要望内容】
●　搭乗確認を行う整備士が航空機に搭
乗した後に行われるセンダー業務（地上の
安全確認等の出発前の安全確認）は整備
作業でないことから、通常の出張と同様
に、当該整備士に対して搭乗確認に必要
な教育訓練を行わなくてよいこととしてほし

－ C ●　搭乗確認制度においては、安全確保の観点から、整備士配
置基地と同等の要件を定めているところであるが、地上取扱業務
の位置づけの見直し（項目No.109（法令に基づく通達について）、
平成24年夏目処）にあわせて、整備士に教育訓練すべき内容に
ついても、整備作業にあたらない事項についての教育訓練を不
要とするよう整理することとする。

ANA
PEACH

P.44
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な教育訓練を行わなくてよいこととしてほし
い。

89 定例会議の実
施方法につい
て

【現状】
●　航空局と特定本邦航空運送事業者と
の間で、情報交換、当局からの必要な指導
等に資するため、定例会議を毎月1回を目
安として開催している。

【要望内容】
●　東京に支社のない事業者にとっては、
霞が関において開催される会議に出席す
るのは負担が大きいため、定例会議の実
施方法を改善してほしい。

－ A ●　定例会議の日時、場所等については、事前に航空運送事業
者と調整を図った上で会議を開催しているところであり、今後も航
空運送事業者の要望を踏まえ柔軟に対応することとしていきた
い。
※要望のあった航空運送事業者とは、今後、羽田地区において
定例会議を開催することで調整済み。

SFJ －

【現状】
●　従来、航空従事者技能証明の試験合
格後、ライセンス発給まで2週間程度を要し
ていたが、成長戦略を踏まえ、3～5日間に
期間を短縮している。

●　ライセンスを現地発給するためには、
発行日・証明書番号を空欄にした技能証
明書を作成し、それを試験官が現地に持
参する必要があるが、現行のライセンス発
給システムでは発行日・証明書番号が空

①
●　国の試験官による実地試験に合格した時点で、試験官が現
地でテンポラリーライセンスを発行できるようにする方向で検討す
る。ただし、登録免許税の取扱いについては、今後、関係省庁と
調整が必要である。

②
●　上記①のテンポラリーライセンス制度が導入された場合、指
定航空従事者養成施設における課程を修了した者については、
当該施設が発行した修了証を運航安全課で確認し次第、直ちに
テンポラリーライセンスを発行するとの運用で対応（即日発行にも

JAL
ANA

90 技能証明の発
行手続につい
て

●　米国では、FAA検査官又は
FAAの監督を受けているパイ
ロット試験員がテンポラリーラ
イセンスを発行できる。（FAR
61.17、183.23）

C P.46

給システムでは発行日・証明書番号が空
欄状態の技能証明書を作成できるような仕
様になっていない。

【要望内容】
●　試験合格後、資格を早期に利用できる
よう、以下の対応により、ライセンス待ち時
間の短縮をしてほしい
　①テンポラリーライセンスの導入
　②技能審査員等の権限拡大

テンポラリーライセンスを発行するとの運用で対応（即日発行にも
対応）する予定。

【現状】
●　従来、航空従事者技能証明の試験合
格後、ライセンス発給まで2週間程度を要し
ていたが、成長戦略を踏まえ、3～5日間に
期間を短縮している。

●　ライセンスを現地発給するためには、
発行日・証明書番号を空欄にした技能証
明書を作成し、それを試験官が現地に持
参する必要があるが、現行のライセンス発
給システムでは発行日・証明書番号が空
欄状態の技能証明書を作成できるような仕
様になっていない。

【要望内容】

●　受験者が限定変更試験等に合格した際に、試験官が現地で
テンポラリーライセンスを発給できるようにする方向で検討を進め
る。

JBAA

【要望内容】
●　限定変更試験合格後ライセンス受領ま
で訓練を開始できないので、速やかに路線
訓練ができるようライセンスの発行を迅速
にして欲しい。

91 BASA等相互
承認について

【現状】
●　我が国は、米国等との間で耐空性に係
る相互承認協定（BASA）を締結している。

【要望内容】
●　乗員ライセンス、シミュレータ、整備等
の分野における外国との相互承認を早期
に締結してほしい。

●　米国は、EUとの間では、整
備施設分野についての相互承
認が締結。

●　米国とカナダの間では、整
備施設、乗員ライセンス、シミュ
レーター分野についての相互
承認が締結。

C ●　我が国と米国との間では、平成21年4月に耐空性分野につい
て締結したBASAを整備施設、乗員ライセンス、シミュレーター等
の分野にも拡大すべく、あらゆる機会を利用して働きかけを行っ
ている。

●　また、欧州との間では、平成23年7月に開催した日EU運輸ハ
イレベル協議においてBASA締結に向けた事前協議を開始する
ことに合意し、作業を進めているところである。引き続き、米国等
と各分野におけるBASAの締結に向け協議を進める。

●　なお、事業者からは、諸外国が認めたものを我が国が認める
という片務的な承認についても要望があったが、国際民間航空
条約では、他国のライセンスを有効と認める場合には、適切な承
認を行い、その有効性を確保することが求められており、外国の
ライセンスをそのまま一方的に我が国において認めることは条約
附属書遵守の観点から問題がある。

JAL
ANA
NCA
SNA
PEACH

－
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92 操縦士の資格
証明について
（ビジネス
ジェット関係）

【現状】
●　我が国は、米国等との間で耐空性につ
いては、相互承認協定（BASA）を締結して
いる。

●　国際民間航空条約締約国発行の技能
証明保有者については、実施する試験の
一部を免除している。ただし、必要最小限
のものとして、我が国法規及び実地試験の
一部については試験を行っている。

【要望内容】
①
●　米国で受けた免許の速やかな書き換
えのため、米国と、操縦士の技能証明の
BASAを早期に締結して欲しい。

②
●　BASAが締結されるまで、ライセンスの
切り替え手続きについて、米国で受けた免
許の書き換え手続きの簡素化をして欲し
い。

－ ①C

②D

①
●　米国との間では、平成21年4月に耐空性分野について締結し
たBASAを、乗員ライセンスの分野にも拡大すべく、あらゆる機会
を利用して働きかけを行っている。また、欧州との間では、平成23
年7月に開催した日EU運輸ハイレベル協議においてBASA締結に
向けた事前協議を開始することに合意し、作業を進めているとこ
ろであり、引き続き、米国等と各分野におけるBASAの締結に向
け協議を進めていきたい。

②
●　現在においても、操縦士に係る外国の技能証明を我が国の
技能証明に切り替える際には、学科試験については英語で実施
するとともに、航空法規のみの受験を求め、実地試験についても
一部省略を行っており、さらなる省略は困難である。

JBAA －

93 機長審査の受
験時期につい

【現状】
● 機長の定期審査については 初回の

●　ICAOにおいては、 1年に2
回の定期審査を受けなければ

D ●　我が国は、機長の定期審査の実施時期について、既に諸外
国と同等の柔軟な取扱いを行っており 基準月前後1ヶ月を超え

SFJ －

32

験時期につい
て

●　機長の定期審査については、初回の
認定を受けた日をもとに「基準月」が設けら
れ、毎年、基準月の前後1ヶ月以内で審査
を行わなければならない（通達「機長等認
定・審査要領」）

【要望内容】
●　機長の定期審査について基準月の前
後1ヶ月の間に実施することとなっている
が、当該期間を拡げてほしい。

回の定期審査を受けなければ
ならないが、2つの連続する定
期審査の間に一定期間をおか
なければならないこととなって
おり、日本と同等の規定となっ
ている。（ICAO Annex 6 Part
Ⅰ 9.4.4）

●　欧州においては、審査を実
施すべき日から3ヶ月前倒して
定期審査を行ってもよい旨の
規定がある。（EU-OPS 1.965）

●　米国においては、定期審
査の実施時期を柔軟に取り扱
う規定はない。

国と同等の柔軟な取扱いを行っており、基準月前後1ヶ月を超え
て機長の定期審査を実施することは、ICAOの規定に照らし、適
切でない。

●　運航審査官の増員についても引き続き努力するとともに、指
定本邦航空運送事業者の指定を推進しているところ（スカイマー
ク及びスターフライヤーは平成24年3月30日付けにて指定した。
スカイネットアジア航空については指定に係る審査中）。

94 技能証明にお
ける実地試験
の実施時期に
ついて

【現状】
●　航空従事者技能証明のための実地試
験として、口述試験（審査）と実技試験（審
査）が実施されている。

●　口述試験（審査）と実技試験（審査）
は、運用上、同一日に実施されている。

●　欧米では、学科訓練終了
時に口述試験を含む学科試験
が実施されている。

A ●　指定航空従事者養成施設において、制度上、口述審査と実
技審査を同一日に実施する必要はなく、審査日を別日程とするこ
とは可能である。

●　国の試験官が行う実地試験についても、制度上、口述試験と
実技試験を同一日に実施する必要はない。試験官の稼働状況・
旅費等に応じて対応を検討。

ANA －

【要望内容】
●　学科訓練終了時点で、口述試験（審
査）を実施できるようにしてほしい。（学科
訓練終了時点で口述試験（審査）を実施で
きれば、実技試験（審査）により集中して取
り組むことができるため。）

操縦士学科試
験の受験機会
について

【現状】
●　操縦士学科試験を年6回、そのうち
ATPL（定期運送用操縦士資格）試験を原
則年3回実施している。

【要望内容】
①
●　学科試験の実施回数を増やしてほし
い。

●　米国では、学科試験をコン
ピューター化し、米国内に720
カ所、沖縄を含む米国外に10
カ所の試験センターを設置する
ことにより、随時受験が可能と
なっている。

①C ①
●　学科試験の実施回数の増加について、会場確保、試験問題
作成等のための予算の拡充に向けて尽力する。また、平成24年
度中を目途に、学科試験のコンピューター化に関する諸外国の
実状等を調査し、我が国への導入の可能性や導入に当たり必要
となる検討事項の抽出を行う。

ANA
PEACH

P.45

機長認定路線
審査の申請条
件緩和につい
て

【現状】
●　5.7t超の航空運送事業の用に供する
飛行機の機長は、国土交通大臣の認定を
受ける必要がある。

●　上記の認定を受けるためには、運航審
査官が行う技能審査及び路線審査に合格

－ ②A ②
●　従来より、技能審査に合格していない者についても、路線審
査の申請を可能としてきているところ。

ANA －
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査官が行う技能審査及び路線審査に合格
する必要がある。

●　審査の受験の申請は、受験希望日の
前月中旬までに行う必要がある。

【要望内容】
②
●　技能審査合格後、路線審査を受ける
必要があるが、路線審査までの待ち時間を
短縮するため、技能審査合格前に路線審
査の申請を認めてほしい。
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機長認定審査
の希望日にお
ける受験につ
いて

【現状】
●　5.7t超の航空運送事業の用に供する
飛行機の機長は、国土交通大臣の認定を
受ける必要がある。

●　上記の認定を受けるためには、運航審
査官が行う技能審査及び路線審査に合格
する必要がある。

●　新規航空会社の増加に伴って、審査の
受験希望者が増加し、航空会社の希望ど
おりの日時に審査が困難な場合がある。

【要望内容】
③
●　希望の日時に審査を実施してほしい。

－ ③A ③
●　できる限り希望に添えるよう、運航審査官の増員に努めてい
く。

SFJ －

96 整備士学科試
験の受験機会
について

【現状】
●　国家整備士資格の学科試験のうち、一
等航空整備士に関するものは年2回、一等
航空運航整備士に関するものは年3回実
施している。

●　学科試験のうち、合格課目について
は 合格した日から起算して1年間 当該

①
●　米国では、学科試験をコン
ピューター化し、米国内に720
カ所、沖縄を含む米国外に10
カ所の試験センターを設置する
ことにより、随時受験が可能と
なっている。

①C

②D

①
●　学科試験の実施回数の増加については、会場確保、試験問
題作成等に必要となる予算には制約があり困難であるが、今後
とも予算確保に尽力したい。

②
●　合格課目の試験免除期間を１年に制限していることについて
は 整備士資格の質を維持するために必要なものであり 当該期

ANA
PEACH

P.45
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は、合格した日から起算して1年間、当該
課目に関する試験免除を行っている。

【要望内容】
①
●　整備士学科試験の実施回数を増やし
てほしい。

②
●　整備士学科試験の合格課目の試験免
除期間を延長してほしい。

②
●　米国は、課目毎の合否判
定ではなく、試験全体での合否
判定となるため、課目毎の試
験免除制度はない。なお、試験
に不合格となった場合、３０日
間の期間をおいて再受験が可
能。

は、整備士資格の質を維持するために必要なものであり、当該期
間を延長することは困難。

届出に係る事
務処理の適正
化について

【現状】
●　規程類の変更等について、法令に基づ
き航空局に対して届出を行う必要がある。

●　行政手続法によれば、届出は届出書
の記載事項に不備がないこと、届出書に必
要な書類が添付されていることその他の届
出の形式上の要件に適合している場合
は、当該届出が届出先に到達したときに、
当該届出をすべき手続上の義務が履行さ
れたものと取り扱うこととされている。

【要望内容】

－ A ●　届出については、行政手続法に基づく処理を行うよう徹底し
た。なお、届出内容に不明な点や不適切な点が認められた場合
等には、事後に問い合わせや指導を行うことがある。 また、届出
を行う場合は新旧の対象の明示等により、届出に係る改正の内
容がわかるようにして頂きたい。

ANA
PEACH
SFJ
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【要望内容】
●　規程類の変更に係る届出についても、
新旧対照表を作成の上担当官に説明し、
了解を得た後に受理という、実質的に承認
と同じ手間がかかっているが、改訂ページ
を届け出るだけの扱いとしてほしい。

規程の申請・
承認手続の簡
素化について

【現状】
●　承認事項に関する申請があった場合、
申請に対する承認の手続を円滑に進める
ために、担当官において、申請内容につい
て説明を聴取している。

【要望内容】
●　規程類の承認手続において、担当係
長と審査官の両方への説明が求められる
ものがあるが、スケジュール等の都合で時
間がとれなかったりする等、説明・修正・申
請・承認までのプロセスに時間を要するた
め、所々の手続を簡素化してほしい。
●　運航者側で判断が可能な程度に、基
準が詳細に定められていない。

－ A ●　担当官のスケジュールを可能な限り調整し、規程類の承認プ
ロセスに時間を要しないよう対応していく。

●　基準のあり方については、随時見直しをしていく。

ANA
PEACH
SFJ

－

98 機長認定審査 【現状】 － A ● 平成21年に再訓練計画書に記載すべき事項を明確化し 内 SFJ －98 機長認定審査
不合格者に係
る再訓練計画
の確認の迅速
化について

【現状】
●　5.7t超の航空運送事業の用に供する
飛行機の機長は、国土交通大臣の認定を
受ける必要がある。

●　 上記の認定を受けるためには、運航
審査官が行う技能審査及び路線審査に合
格する必要がある。

●　上記の審査に不合格となった機長につ
いては、再訓練計画を策定し、運航審査官
の確認を受ける必要がある。

【要望内容】
●　再訓練計画の内容の平準化を図るとと
もに、確認に要する時間を短縮してほし
い。

－ A ●　平成21年に再訓練計画書に記載すべき事項を明確化し、内
容の平準化を図ったところ。

●　再訓練計画の確認に要する時間については、引き続き、短
縮に努めたい。

SFJ －
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99 運航規程付属
書の改訂につ
いて

【現状】
●　運航規程審査要領細則に基づき、航
空機の性能、諸系統に関する事項を飛行
規程又は製造者のマニュアルどおり設定
し、及び変更するものは届出としている。

【要望内容】
●　運航規程附属書（飛行機運用規程）の
一部について届出による設定及び変更が
認められているが、製造者のマニュアルに
準拠する部分については全て届出による
設定及び変更を認めてほしい。

●　ICAOでは当局のApproval
又はReview and Acceptanceが
必要（Annex6 Part1 4.2.3.2）。

●　米国ではFAA Order
8900.1 Vol3, Ch1, Sec1, 3-6B.
においてAWO、訓練、MEL、
チェックリスト、AOM
（Limitation、Performance及び
Operation Procedureに限る。）
及びAir Navigation operationは
FAAのapprovalが必要。
※FAA Order 8900.1 Vol3,
Ch32, Sec2, 3-3152Bにおい
て、FAAのApprovalを受けるべ
き事項をまとめたDocumentの
Approvalを受けておき、その範
囲内で会社がManualを作成す
ることを許容。この場合、会社
の判断Manualの変更が可能で
あるが、各エアライン担当の首
席運航審査官による事後
Reviewにより不適切な点は、
改定が必要。

C ●　要望を踏まえ、現在届出が認められている運航規程附属書
（飛行機運用規程）の一部以外の事項についても届出が可能か
どうか国際的な基準に照らして平成24年夏ごろまでに検討する。

JAL P.42
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100 基準・要領等
の全面開示

【要望内容】
●　航空局の許可・承認を必要とするもの
のうち、審査要領等の基準が公開されてい
ないことから、公開をしてほしい。

－ Ａ ●　 現在、審査要領等についてはインターネット等により公開す
るとともに、要望があれば閲覧を認めるとの方針のもと対応して
きているところであり、また、あわせて、改正時には関係者にその
旨通知しているところである。

●　インターネットに掲載されていない審査要領等があるか否か
精査し、インターネット上への掲載等により公開を行った。

ＳＦＪ －

●　国の安全監査の実施対象、方法、視点、監査頻度について
は、平成13年1月16日制定「航空運送業等の安全監査に関する
基本方針」及びその後の最新版を公開している。これらの公開し
ている方針よりさらに詳細な監査基準については、他省庁の例も
参考に対応していくこととしたい。

●　監査頻度については、事業者の体制、不安全事象の発生状
況及び安全監査の結果等を踏まえ、適時見直している。

101 監査基準・頻
度の公開

【現状】
●　計画的監査は、本社、基地、訓練所等
について、以下の基準に基づき年間実施
計画を定めて行う。
　本社：４回／年
　主基地：２回／年
　基幹基地：２回／年
　地方基地：１回／４年
　訓練所：１回／２年
注）新規事業者にあっては事業開始から１
年間、また新機種を導入した事業者にあっ
ては新機種導入から１年間、それぞれ監査
頻度を増やし重点的に安全監査を行うもの

●　ICAOガイダンスでは、航空
運送事業者の事業規模等に応
じ、監査を実施するよう求めて
いる（ICAO Doc 8335）

A ANA －

102 国としてのサー
ビスプロバイダ
横断的な安全
情報収集 分

【現状】
●　航空機運航、航空管制、空港等の航空
の各モードにおいてモード個別で安全情報
を収集する制度（航空法第111条の4に基

●　ICAO標準では、2010年11
月発効の附属書改正により、
締約国は国家安全プログラム
を導入することとされている

C ●　国家安全プログラムとは、航空管制等サービスプロバイダと
規制機能（レギュレータ）を分離するとともに、安全情報を収集・
活用することや安全目標を定めること等により、航空分野全体の
安全性の向上を図ろうとする包括的な取組みである

頻度を増やし重点的に安全監査を行うもの
とする。

●　随時監査は、計画的監査とは別に、本
社、基地 、及び運航便に対して、随時行う
ことを原則とする。

●　随時監査は、事業者の体制及び業務
の実施状況並びに安全監査の結果を考慮
し、安全監査の対象施設及び実施頻度を
決定する。

●　また、航空事故若しくは重大インシデン
トが発生した場合又は品質管理上の不具
合等が発生した場合、随時監査を実施す
る。

【要望内容】
●　監査基準、頻度を公開してほしい。ま
た、監査頻度を見直してほしい。

P.41ANA
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情報収集・分
析・対策立案
体制の整備

を収集する制度（航空法第111条の4に基
づく航空運送事業者に対する義務報告制
度　等）は存在するが、航空機運航、航空
管制、空港等のサービスプロバイダ横断的
に情報収集及び分析をする制度はない。

【要望内容】
●　航空機の運航者だけではなく、各モー
ド横断的な安全情報収集・分析を行う体制
を作ってほしい。

●　国家安全プログラムを導入し、航空全
体のリスクマネジメントへと移行してほし
い。

を導入することとされている。

●　英国等の諸外国において
段階的に国家安全プログラム
が導入されている。

安全性の向上を図ろうとする包括的な取組みである。

●　現在、国家安全プログラムの導入（平成25年度～）に向けた
作業中であり、国家安全プログラムにおいては、非懲罰制度を含
む自発的報告のあり方やサービスプロバイダ横断的な情報収
集・分析体制の構築に向けて検討を行う予定。

●　また、サービスプロバイダ横断的な航空安全情報について議
論する場として、航空局安全推進委員会を定期的に開催してい
る。
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104 積極的な情報
の提供

【現状】
●　他国の動向、日本の施策の方向性等
に関して、各社への情報提供が部分的にし
か行われていない。

●　また、他国の規制に関する基準との関
係が不明。

【要望内容】
●　他国の動向、我が国の施策の方向性
について、より積極的に情報提供してほし
い。

－ C ●　ICAOからの基準制定・改訂の作業依頼・通知や先進諸国の
状況調査の情報については、通知に際し各エアラインへ幅広く行
うよう一層留意してまいりたい。

●　また、現状においても、ICAO標準と我が国基準との相違点の
一覧表は保有、維持管理しており、より広く閲覧に供するととも
に、今後とも、国際標準と我が国基準の関係について知りたいも
のがあれば、個別に相談に応じる。

SFJ －

【現状】
●　運航に係るマニュアルに記述すること
ができる言語については、現行の基準に明
確な定めはない。

【要望内容】
●　運航に係るマニュアルのすべてを英文
で作成することを認めてほしい。

－ C ●　航空機の運航の安全確保のためには、全ての職員（委託先
の職員を含む）が、当該マニュアルに関わる内容を読んで十分に
理解し、遵守することが必要。

●　マニュアルに用いる言語の要件について、平成24年夏までに
運航規程審査要領細則の改正を行い、この旨を明確化すること
としたい。

●　なお、運航に係るマニュアルを外国語により作成し、承認を
受けようとする場合には、審査を的確かつ円滑に行う観点から、
必要な場合には、申請の内容を明確に示す日本語の資料の提
出を求める場合がある

SKY P.42105 運航規程の提
出方法につい
て
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出を求める場合がある。

【現状】
●　航空機には、安全のために必要な書
類として、飛行規程を備え付けなければ航
空の用に供してはならないとされている。

●　飛行規程は日本語で記述するものとし
ている。

●　なお、航空運送事業の用に供する機体
であって、運航規程に飛行規程に相当する
事項が記載されている場合にあっては、運
航規程で代替することができるため、飛行
規程を航空機に備え付ける必要はなく、別
途和文の飛行規程を作成する必要はない
としている。
（航空法第59条、航空法施行規則第144条
の2、通達「航空機及び装備品等の検査に
関する一般方針」 付録Ⅰ-24）

【要望内容】
①
●　外国製航空機の飛行規程について
は 原文のまま承認して欲しい

●　日米間の相互承認協定
（BASA）においては、全ての技
術文書を英語で作成すること
が求められているとともに、日
本に輸入される航空機の飛行
規程は、日本語で記載され、国
土交通省航空局の承認を受け
なければならない旨規定してい
る。

●　米国においては、操縦士
の技能試験において英語の能
力を求めている。

①A

②A

①
●　航空運送事業の用に供する機体であって、運航規程に飛行
規程に相当する事項が記載されている場合にあっては、飛行規
程を運航規程で代替することが可能であり、この場合、飛行規程
を航空機に備え付ける必要はなく、別途和文の飛行規程を作成
する必要はない。

●　他方、飛行規程は、対気速度、重量重心、運用高度、搭乗者
数などの運用限界、非常・緊急時の操作を含む操作手順、航空
機性能など、航空機の操縦に当たって安全上極めて重要な事項
を定めているものであることから、航空機への搭載を原則義務付
け、これにより操縦士が適確に操縦を遂行できることを担保して
いるものである。

●　飛行規程は、航空機の型式証明保有者等が作成する文書で
あり当該航空機の使用者は特定されず、また、我が国の操縦士
資格においては英語能力が担保されていないことから、全ての操
縦士があらゆる状況において飛行規程を確実かつ容易に理解し
運航の安全を確保するためには、運航規程で代替できる場合を
除き飛行規程は和文で作成することが必要である。

②
● 飛行規程の審査に当たっては 当該規程の内容が我が国の

JBAA －

106 申請等の電子
化

【現状】
●　申請は実態として書面で行われてい
る。

●　なお、現状では、航空運送事業に係る
申請等一部の申請についてのみ電子化さ
れている。

【要望内容】
●　電子媒体による申請を認めて欲しい。

－ A ●　申請のうち、電子メールによる申請受付が可能な届出につい
て、申請者に再周知を図った。

●　申請書及び添付書類が原本を必要としない手続きについて
は、新たなオンライン利用に関する計画（平成23年8月3日 高度
情報通信ネットワーク社会推進戦略本部決定）に基づき、申請者
からの意見聴取によりオンライン申請の利用ニーズを確認し、費
用対効果等を事前に検証した上で、国土交通省オンライン申請
システムを利用した手続きへ移行する予定。

●　費用対効果等の検証等のため、関係機関との調整を進めて
いる。

ANA －

107 配布マニュア
ルの電子化

【現状】
● 航空運送事業者は 運航規程及び運

－ A ●　航空局に対してタブレット端末等の電子媒体にて運航関連の
アルを配布する ととしてもよい 紙の アルと同様

SKY －

は、原文のまま承認して欲しい。

②
●　原文の飛行規程の改定が、迅速に和
文飛行規程に反映されるようにして欲し
い。

●　飛行規程の審査に当たっては、当該規程の内容が我が国の
法体系に合致していることを確認するとともに、航空機の設計に
照らして誤った情報、誤解を受けやすい表現などがないよう技術
的な審査を行っているところ。

●　今後、規程の改定の反映に遅れが生じている場合には、必
要に応じ製造メーカー等飛行規程の管理者に指示するとともに、
また、申請に対しては、引き続き迅速な審査に努めていきたい。

ルの電子化 ●　航空運送事業者は、運航規程及び運
航規程附属書のうち業務上必要な部分（マ
ニュアル）について、当該事業者を所管す
る航空局又は地方航空局及び航空機が就
航する基地を管轄する空港事務所等に配
布する必要がある。（運航規程審査要領細
則）

【要望内容】
●　航空局（地方航空局を含む。）に配布
するマニュアルを電子化することを認めて
ほしい。

マニュアルを配布することとしてもよい。紙のマニュアルと同様
に、業務上求められる容易な閲覧や写しの作成等が可能である
必要がある。また、タブレット端末等の管理の方法については、
個別に調整する。
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108 速やかかつ、
公正な基準の
作成

【現状】
●　国においては、通達の検討にあたり、
関係団体の協力を得ながら、海外の基準
や文献の翻訳等を行っており、さらに、通
達制定・改正の手続きにおいては、原則と
して法令上求められている30日以上のパ
ブリックコメントを実施してきている。

【要望内容】
●　通達の検討過程において、一部のエア
ラインのみが負担することとならない公平
な競争環境を整備してほしい。
●　十分なパブリックコメント期間をとるとと
もに適切な対応を行ってほしい。

－ A ●　通達の検討体制を引き続き整備するように努めるとともに、
今後とも、パブリックコメント期間を遵守する方針のもと、通達の
策定の迅速性や関係者の理解の重要性等の観点から、パブリッ
クコメントで寄せられたコメントに対し、適切に対応するよう努め
る。

ANA －

109 法令に基づか
ない通達につ
いて

【現状】
●　地上取扱業務に関することは、運航規
程の記載事項とはされていない。

【要望内容】
●　地上取扱業務等のうち、ＩＣＡＯが求め
る内容については航空法上の位置付けを
法令で明確化するとともに、必要な事項に
ついては必要な限度において運航規程及
び同附属書に記載すべき事項として整理し

●　ICAOでは、グランドハンド
リングの調整及び手順を運航
規程に記載することが求めら
れている。（Annex6, Appendix2,
2.2.9）

●　EUでは、グランドハンドリン
グ（燃料給油手順、旅客・貨物
取扱い、防除雪氷作業等）、重
量 重心の取扱いを運航規程

C ●　地上取扱業務に関する事項を運航規程の記載事項とし、そ
の航空法上の位置付けを明確化するための省令改正及び関連
通達の改正を平成24年夏を目処に行う予定。

●　省令等の改正に当たっては、諸外国の状況等も踏まえつつ、
航空機の運航の安全を確保する上で必要となる基本的な事項を
運航規程及びその附属書の記載事項とする予定。

●　実際の業務については、運航規程及びその附属書を逸脱し
ない範囲で各社の定める基準に基づき実施することができる

ANA P.42
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び同附属書に記載すべき事項として整理し
てほしい。

●　また、個々の地上取扱業務等の具体
的な実施方法のうち、IATAで基準が定めら
れているものについては、当該基準に基づ
いて実施できるようにしてほしい。

量・重心の取扱いを運航規程
に記載することが求められてい
る。（Appendix1 to JAR-
OPS1.1045)

●　米国では、航空機への燃
料給油、重量・重心の取扱い、
貨物取扱い、防除雪氷作業等
を運航者のマニュアルに定め
ることが求められている。
（FAR121.134, 629）

ない範囲で各社の定める基準に基づき実施することができる。

110 弾力的な基準
の適用につい
て

【現状】
●　安全規制に係る個別の審査基準※に
おいては、安全が確保される範囲内で、規
定されている以外の代替の手法を採用す
ることを認めている。
※ 航空運送事業及び航空機使用事業の
許可及び事業計画変更の許可審査要領
（安全関係）、運航規程審査要領細則、整
備規程審査実施要領細則、運航に関する
業務の管理の受委託に係る許可の運用指
針、運航に係る業務の委託の運用指針、
整備業務の管理の受委託の許可に係る運

●　米国では、FAA長官に対し
て、安全に係る規則を定める
権限とともに、公共の利益に繋
がると判断した場合に
Exemptionを認めることができ
る権限が包括的に付与されて
いる。（49 USC §44701 ）

A ●　代替の手法を認めることが適切であるか否かについては、制
度毎に個別の判断が必要となるため、我が国においては、米国
のように包括的に代替の手法を認めることとはしていない。

●　一方、必要に応じて、既に個別の審査基準において、安全が
確保される範囲内で、代替の手法を採用することを認める規定を
設けているところ。

● 今後も、必要に応じて、可能な限り代替の手法を認める規定
を設けていく。

●　また、申請者が代替の手法を適用することを希望する場合に

ANA －

整備業務 管理 受委託 許可 係る運
用指針、カテゴリーⅠ航行の承認基準及び
審査要領、カテゴリーⅡ航行の許可基準及
び審査要領、カテゴリーⅢ航行の許可基準
及び審査要領、双発機による長距離進出
運航に係る運航体制の審査基準細則、双
発機による長距離進出運航に係る飛行機
及び整備体制の審査基準細則 等

【要望内容】
●　FAAのExemption制度のような合理的
な説明ができれば当局規定以外の基準も
認められる制度を設けてほしい。

● また、申請者 代替 手法を適用する を希望する場合
は、審査の際に同等の安全性が確保されることの根拠につい
て、今後とも説明を十分に聴取する。

111 定期的な規制
緩和要望の機
会の確保につ
いて

【現状】
●　内閣府主導で、原則として半年に一
度、規制改革要望の受付を行っている。

【要望内容】
●　定期的な規制緩和要望の機会を確保
してほしい。

－ A ●　平成２４年１月より「目安箱」を設置し、規制（法令・運用）に係
る要望を事業者等から常時受け付けている。

●　具体的には、規制に係る要望専用のメールアドレスを設置
し、提出された要望に応える仕組みを整備している。

ANA －

112 ルートマニュア 【現状】 ●　ICAOでは、ルートマニュア ①C ① JBAA －ル ト ア
ルの届出義務
（ビジネス
ジェット関係）

【現状】
●　ルート・マニュアル（航路資料）は、飛行
の区間に応じて、航空路誌を基に作成し、
届け出る必要がある。（通達「運航規程審
査要領細則」）

【要望内容】
①
●　一定の管理の下に、ルートマニュアル
中の航路図等の変更時の届出を不要とし
て欲しい。(ルートマニュアルの総則部分を
除く、頻繁に改定される航路図等に関する
要望。)

②
●　航空路誌及びジェプセン資料をそのま
まルートマニュアルとして使用することを認
めて欲しい。

●　 では、ル ト ア
ルを運航規程に定めることと
なっており、その要件が定めら
れている。（Annex 6 Part Ⅰ
Appendix 2）

①

②A

①
●　路線を定めて一定の日時により航行する航空機により行う航
空運送事業又は特定の二地点間において計画的に反復継続
（※）して行う航空運送事業のいずれにも該当しない場合はで
あって、一定の管理がなされているときは、ルート・マニュアルの
記載事項のうち、図表等の変更時の届出は不要とすることを検
討すべく、事業者と調整中。

※ 反復継続とは、３０日間に１５往復を超える頻度をもって反復
し、かつ、３０日を超えて継続する形態をいう。

②
●　現行でも航空路誌の使用及び航空路誌を基に作成された
ジェプセン資料の使用は認めている。
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113 事業用機・自
家用機間の変
更手続き
（ビジネス
ジェット関係）

【現状】
●　航空運送事業者及び航空機使用事業
者は、事業に使用する航空機の型式等に
ついて、事業計画に記載しなければならな
い。（航空法施行規則第210条及び第227
条）

●　事業計画を変更とするときは、国土交
通大臣の認可を受けなければならない。
（航空法第109条及び第124条）

【要望内容】
●　事業機を自家用機として又は自家用機
を事業機として登録を変更する際に、ある
型式の事業機がゼロとなり、事業計画から
型式が削除されると、当該機を復帰させる
際に事業計画の変更認可手続きが必要と
なる。、現在は型式が削除されないよう柔
軟な運用をいただいており、引き続き当該
運用を継続して欲しい。

－ A ●　自家用機と事業機を区別なく、同様な運航・整備プログラム
のもと一貫した管理を行っていることが認められれば、事業機と
して変更・入れ替え時における審査等は短縮される。

●　なお、各機番における自家用機を事業機として編入すること
について、認可されている航空機の（系列）型式であれば、事業
計画の変更の届出を行えばよいこととなっている。

JBAA －

114 国が指定する
空港以外への
外国籍機の発

【現状】
●　外国籍機が国の指定する空港（指定
飛行場告示）に有償運送のために離着陸

●　ＩＣＡＯ規定では、各国は国
際業務を取り扱う空港を指定
することができる また 指定

C ●　外国国籍機の指定外空港における離着陸に係る許可申請に
ついては、ビジネスジェット等の受入に関する環境整備のため、
原則 航行の予定日の３日前までとされている申請期限を堅持し

JBAA P.47
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外国籍機の発
着に係る許可
申請
（ビジネス
ジェット関係）

飛行場告示）に有償運送のために離着陸
する場合、24時間前までの申請で可能（航
空法第１２６条第５項）。

●　神戸空港、県営名古屋空港は、ビジネ
ス航空の活性化のために既にサービスを
提供しているが、当該空港は指定空港でな
いため、3日前までに申請が必要（航空法
施行規則２３０条の２）。

●　なお、指定外空港の使用については、
防衛省への通知が必要なため、防衛省と
の協議が必要。（領空侵犯の疑いがないか
確認を取るため）

【要望内容】
●　指定外空港における許可申請を簡単
にしてほしい。

することができる。また、指定
外空港における申請手続につ
いては各国の判断による。

●　米国においては、指定空
港（外国からの乗り入れ可能
空港）がほとんどである。

原則、航行の予定日の３日前までとされている申請期限を堅持し
つつ、商用のため緊急やむを得ない事由がある場合には、既に
24時間前までの申請を受理している127条の許可等の条件と同
様、使用空港におけるスロット等の調整及びＣＩＱ官署との調整を
終えていること等の条件のほか、ＣＩＱ官署との調整を開始した際
には当局へも情報提供いただくことを条件に、特別に24時間前ま
で申請を受理する旨の制度の見直しを行う。

115 外国籍機が本
邦に乗り入れ
る場合や本邦
内を移動する
場合に係る許

【現状】
●　商用目的（自家用機を含む）の場合
は、3日前までの申請で可能。

● 商用緊急時については ２４時間前ま

●　米国の場合は、管制機関
に飛行計画を提出すれば自由
に飛行が可能（有償飛行：カボ
タージュは禁止）。

A ●　外国国籍機の国内使用に係る許可については、領空主権の
観点から許可制を強いているものであり、許可制から報告制へ
の制度の変更については、領空主権のあり方を踏まえた航空法
の改正を伴うものである。

当該許可については 商用のため緊急やむを得ない事由があ

JBAA －

場合に係る許
可申請
（ビジネス
ジェット関係）

●　商用緊急時については、２４時間前ま
での申請で可能。

●　それ以外の場合については、１０日前
の申請が必要（給油目的の場合など）。

（本邦乗り入れ：航空法第１３０条の２、施
行規則２３４条の２）
（本邦内移動：航空法第１２７条、施行規則
２３１３条）

【要望内容】
●　本邦乗り入れ及び本法内の空港発着
に係る許可申請期限を短縮してほしい。

　当該許可については、商用のため緊急やむを得ない事由があ
る場合には、特別に24時間前まで申請を受理する制度の見直し
を行ったところであり、既に相当の手続きの簡素化を行ったとこ
ろ。当面は、手続き緩和による需要の推移等を注視しつつ、現行
制度下にて運用して参りたい。

116 外国籍機によ
る日本国内に
おける有償飛
行について
（ビジネス
ジェット関係）

【現状】
●　外国籍機による日本国内の２地点間で
の有償飛行（カボタージュ）については、自
国の航空産業の安定的な経営基盤を確保
する観点から禁止されている。

●　ビジネスジェットをチャーターして来日
した場合でも、入国後の国内移動について

●　ＩＣＡＯでは各国にカボター
ジュの禁止を認めているが、Ｅ
Ｕ内では航空自由化によってカ
ボタージュも認められている。

●　米国では、ビジネス機等に
ついては、外国籍機が外国か
ら飛来し、同じ搭乗者で外国へ

C ●　外国国籍機の商用目的の本邦外から本邦内へ到着する航
行の後に、接続して本邦内の各地点間を航行し、さらに本邦内か
ら本邦外へ航行する場合における、本邦内の各地点間の航行に
ついて、諸外国の事例等も踏まえながら引き続き検討を行って参
りたい。

●　外国国籍機の本邦内地点と本邦外地点との間の有償運送に
係る許可については、チャーター契約書等の確認のほか、運航

JBAA P.47

した場合でも、入国後の国内移動について
は認められていない（航空法第１３０条の
２）。

【要望内容】
●　日本国内における有償飛行を認めて
ほしい。

ら飛来し、同じ搭乗者で外国
戻るのであれば、国内空港を
有償で何か所経由しても良い。

係る許可については、チャ タ 契約書等の確認のほか、運航
の安全上問題がないか等を関係各所に確認の上、内部決裁、申
請者への伝達、等の手順を踏む必要があり、審査を確実に遂行
するためには、１０日前までの申請が原則として必要である。
一方、取引企業等の都合等による申請者の責めに帰さざる理由
により、即応性が求められ、社会経済への影響が大きい商用目
的の運航については、特例的に、申請書類に不備等がないこと
を前提として、「３日前まで」の申請を認めることとしたものであ
る。
　　観光目的については、他者の影響をうけずに自己の都合にあ
わせてあらかじめ計画を組むことが可能であり、社会経済に与え
るも極めて限定的であることから即応性が低いこと、他の観光目
的の商業チャーター等と差別化のうえ優遇すべき理由に乏しいこ
と、また、許可申請の特例的な運用についても、必要やむを得な
い場合に限定すべきであると考えており、商用以外の運航につ
いては原則どおりの申請期限としている。

●　機材トラブル時の許可については、急な申請でも受け付ける
等柔軟な対応を行っており、引き続き可能な範囲で対応して参り
たい。
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117 東京国際空港
発着枠取得に
関するビジネ
スジェットの申
請手続の柔軟
化
（ビジネス
ジェット関係）

【現状】
●　東京国際空港については、前月15日ま
でに発着枠申請及び前月25日までに発着
枠を決定。
枠に余裕がある場合、当日申請が可能
（H22年10月より緩和）。
※公用機枠での運用であり、公用機等の
優先順位の高い航空機に優先的に枠が与
えられる。

※航空局通達｢ジェネラルアビエーションに
よる東京国際空港の利用について｣国空総
第1672号、第1673号
※航空局長通達｢東京国際空港における
小型機等の離発着規制について｣空航第
479号
※｢国内ゼネアビ受け入れ要領｣東事総第
64号
※国際航空課長通達｢東京国際空港の発
着調整基準に係る運用基準について｣平
成22年10月29日付け

【要望内容】
●　発着枠の決定時期を早めてほしい。

●　香港では、出発の30分前
までに管制塔に申請することで
可能。

C ●　「枠の決定を15日申請、20日決定にすること」については、現
状調整に要する必要最小限の日数を考えると困難であるが、「月
またぎの運航について、到着の枠確定に合わせて出発の枠を確
定させること」については、改善策を検討し、他の利用者等との調
整を行って参りたい。

JBAA －
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118 東京港国際空
港における駐
機スポットの増
設、駐機方法
の改善
（ビジネス
ジェット関係）

【現状】
●　ゼネアビ用の駐機スポット数は、12ス
ポット。（この他、国際ゼネアビの搭乗者の
乗降専用駐機スポットが4スポット）

●　自走式の場合、飛行機の大きさにより
機体間隔に制限がある（ＩＣＡＯ基準に準
拠）。

●　トーイング方式の場合は、機体間隔に
関する定めは無いが、できる限り自走式の
場合と同様の取り扱いをすることとなって
おり、各空港にて機体間隔を縮小する場合
は、翼端監視員の配置などの安全対策を
講じるべきとされている（平成２年「エプロン
運用上における航空機のクリアランスにつ
いて」事務連絡）。

●　羽田空港では自走式の運用がなされ
ている。

※｢ジェネラルアビエーションによる東京国
際庫空港の利用について｣国総第768号

●　ＩＣＡＯ規定では、自走方式
の場合に飛行機の大きさによ
り機体間隔に制限があるが、
トーイング方式の場合、機体間
隔に関する定めは無い。

●　中国、香港ではトーイング
方式による運用。

●　シンガポールでは、チャン
ギ空港の不足時は、セレタ空
港で駐機する。またF１開催時
など混雑期は駐機間隔を狭め
て対応する。

C ●　連続駐機可能日数延長については、利用可能者数の減少に
繋がる恐れがあることを考慮した上で、羽田空港におけるニーズ
等を踏まえ、その必要性を含めて検討してまいりたい。

●　また、駐機場所不足への対応については、定期便に影響が
ないことを考慮した上で、羽田空港におけるニーズ等を踏まえ、
その必要性を含めて検討してまいりたい。

JBAA －

港

【要望内容】
●　スポットの増設又は駐機方法の改善
（７日間となっている駐機制限を１０日に延
長して頂きたい）。

119 都心のヘリ
ポートの利用
（ビジネス
ジェット関係）

【現状】
●　航空法の規定によるヘリポートの設置
許可を受けていないビル屋上の施設にお
いて、ヘリコプターの離発着は緊急時等を
除き認められていない。

●　都内の多くのビル屋上にヘリポートが
あるにもかかわらず、設置許可を受けてい
ないため、使用時毎に、離発着に関する許
可を受けた場合にしか使用できない。

●　ヘリポートの設置許可を受けるには、
公聴会や審査などが必要であり、手続きに
5ヶ月程度の時間を要するうえ、ヘリポート
として繰返しの使用に耐え得る構造設計
や、附帯施設の設置なども必要（航空法第
38条「空港等の設置許可申請」）

【要望内容】

－ C ●　非公共用ヘリポートの利用拡大の呼びかけについては、協
力して参りたい。

JBAA
エクセ
ル・森ビ
ル

－

【要望内容】
●　都心の屋上ヘリポートを利用しやすくし
てほしい。

38



120 ヘリコプターの
着陸申請につ
いて
（ビジネス
ジェット関係）

【現状】
●　空港等以外の場所において、航空機
が離発着する場合には、国土交通大臣の
許可を受けなければならない。（航空法第
79条ただし書き）

●　法第79条ただし書の許可に当たって
は、申請者より、
・離陸・着陸する日時及び場所
・事故を防止するための措置
・飛行計画の概要　等
について申請を受けたうえで、離着陸地帯
等の要件（進入区域及び進入表面、転移
表面）及び安全対策の要件（標識の設置、
離着陸地帯における人の立入禁止、多数
機による同一離着陸場を使用する場合の
運用方法等）について適合性の審査を実
施。

【要望内容】
●　法第79条ただし書の許可申請をした場
合、申請後許可までの間、原則２週間の期
間がかかっている。

● 許可性ではなく届出制とすることや審

－ A ●　設置基準（制限表面に係る物件等）との適合性、安全性、周
辺住民からの了解状況等について審査しており、届出制とするこ
とは難しい。

●　申請後、許可までの期間については、申請件数が多く、処理
に時間がかかっている状況であるが、引き続き処理期間の短縮
に努めたい。

●　また、これまでも緊急を要するような案件については優先的
に処理する等、柔軟な対応を行っており、今後とも、申請者の予
定を考慮するなど柔軟な対応を行っていきたい。

●　なお、申請を行う際には、不要不急な申請は行わないなど、
申請の合理化にご協力をお願いしたい。

エクセ
ル・森ビ
ル

－
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●　許可性ではなく届出制とすることや審
査期間の短縮をしてほしい。

航空機製造事
業法による規
制について
（※経済産業
省関係）

●　航空法においては、国土交通大臣は、
航空機の整備等を行う事業場を認定する
こととされている（航空法第２０条）。

●　これに加え、航空機製造事業法におい
ては、経済産業大臣は、航空機の製造等
を行う者（航空運送事業者等が自ら行う場
合を除く。）は、工場ごとに許可を受けなけ
ればならないこととされている（航空機製造
事業法第２条の２）。

●　不明 ※　規制・制度改革委員会において検討され、結論が閣議決定さ
れた
【参考資料６（P.58 番号18）参照】

ＰＥＡＣＨ
ＪＡＬ

無線設備に関
する検査等に
ついて
（※総務省関
係）

●　航空機に搭載する無線設備について
は、国土交通省及び総務省双方が所管し
ている。

●　無線設備に係る検査は煩雑であり、手
続き等にも時間、費用がかかる。

（参考）
規制制度改革に係る方針（２０１１年４月８

）にお 総務省は平成 年度中に

●　諸外国において同様の制
度は確認されていない。

※　規制・制度改革委員会において検討され、結論が閣議決定さ
れた
【参考資料６（P.58 番号19,20,21）参照】

ＮＣＡ
ＰＥＡＣＨ
ＡＤＯ

日）において、総務省は平成２３年度中に
検討・結論を得ることとしている。

搭載すべき無
線設備につい
て
（※総務省関
係）

●　無線設備については、航空法上、航空
機に２つ搭載しなければならないこととされ
ている（航空法施行規則第１４７条第１
号）。

●　一方、電波法は、搭載する無線設備の
種類について、ＶＨＦ式とＨＦ式の２種類の
みを認めている。

●　洋上を飛行する場合、ＶＨＦ式は圏外と
なってしまうため、特に国際線はＨＦ式を２
つ搭載する必要があるが、ＨＦ式は非常に
高価である。

●　米国においては、洋上を飛
行する場合について、一定の
条件下でＨＦ式に替えてＳＡＴＣ
ＯＭ式を使用することが認めら
れている。

※　規制・制度改革委員会において検討され、以下のとおり既に
措置された。

【措置内容】
（総務省）
SATCOM式無線電話が搭載可能であることについて、通知等で
周知徹底。

（国土交通省）
航空法施行規則（昭和27年７月31日運輸省令第56号）第147条に
おいて定められている「航行中いかなるときにおいても航空交通
管制機関と連絡することができる無線電話」にSATCOM式無線電
話が含まれることについて通知等で周知徹底。

ＪＡＬ
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措置分類Cとされた項目の工程表 別紙２

＜１．運航の安全性の確保＞

○ 航空機の装備要件

○ 機長認定・審査関係

＜３．航空従事者の技量維持＞

○ 操縦士資格制度関係

○整備士資格制度関係○ 機長認定・審査関係

○ 航空事故等の報告制度

○ 運航基準関係

○ その他運航関係

○整備士資格制度関係

○ シミュレータ関係

○その他航空従事者関係

○ その他運航関係

＜２．航空機の安全性の確保＞

○ 耐空証明関係

＜４．その他の要望＞

○ 耐空証明関係

○ その他整備関係

※ 措置分類Ｃ（５０項目）のうち、第４回検討会（平成24年6月）までに結論が出な

い３６項目（対外的な調整が必要であるなど対応の具体的な目処が示せない項

目、既に工程表を提示している項目など１４項目を除く）について、作成。

措置分類Cとされた項目の工程表

１．運航の安全性の確保１．運航の安全性の確保
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項目 ～平成25年3月 平成25年度以降

措置分類Cとされた項目の工程表：運航の安全性確保

平成25年4月平成24年6月

航空機の装備要件

31
非常信号灯の装
備義務について
【報告回：第１回】

○諸外国事例の調査

以下の項目について、調査を実

○制度案の検討

調査結果をもとに制度
案を検討

○規則改正手続き

公布

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

【報告回：第１回】

34

ADF（自動方向探

知機）の装備義務
について
【報告回：第２回】

項 、 実
施
・米国の基準・運用
・欧州の基準・運用 ○事業者との調整

案を検討 公布
施行

32

装備義務規定と運
用許容基準の整合
性について
【報告回：第３回】

○制度案の検
討

調査結果を基

○諸外国事例の調査
ＭＥＬにおける要件の調査

○我が国の実態の調査
ＭＥＬ適用の実態調査

○指針作成

必要 応じ パブ
公布

機長認定・審査関係

調査結果を基
に制度案を検
討

必要に応じてパブコ
メ、文書作成

公布
施行

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

43 機長審査について
【報告回：第３回】

44
査察操縦士審査に
ついて

○諸外国事
例の調査

・米国の基
準・運用の調
査

○事業者との調整

○制度案の
検証

事業者の協44 ついて
【報告回：第３回】

47

カテゴリー航行資
格取得時の飛行経
験要件について

○制度案の検討
調査結果をもとに制度案を検討

事業者の協
力のもと実証
実験を実施

○規則改正手続き
パブコメ、省令、通達改正を実施。

公布
施行

【報告回：第３回】

項目 ～平成25年3月 平成25年度以降

措置分類Cとされた項目の工程表：運航の安全性確保

平成25年4月平成24年6月

航空事故等の報告制度

事故情報の報告制

○発動機内部の大規模破損に係る重大インシデントの合理的な判定基準の検討
・過去に発生した重大インシデン事例を参考に、より合理的な判定基準や判定方法を検討

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

82
事故情報の報告制
度について
【報告回：第３回】

・重大インシデントが疑われる発動機内部破損の事案が発生するごとに、現行の基準以外で大規模破損を判定する基準の有無や
判定時間を短縮する方法を調査

・見直しが可能となった時点で調査結果などをもとに合理的な判定基準を検討

83②

84

不具合情報の報告
制度について
【報告回：第３回】

○不具合の発生状況等に応じて検討
・見直しの要望を受けた各事態について、発生状況やその要因、効果的な対策の有無等について個別かつ継続的にモニター
・有効な対策がとられ不具合が低減するなど、報告の必要性が低下した事態については、その都度基準改正を実施

SSP開始

○安全情報の収集・分析体制の確立

義務報告制度に係る規定の検討

102

国としてのサービ
スプロバイダ横断
的な安全情報収

・自発的報告制制度運営方法・主体の確認
・非懲罰/懲罰の処分方針の確認 等

安全情報の分析体制の
確認

自発的報告に係る規定の検討

安全情報の活用方法の確認

103 集・分析・対策立案
体制の整備
【報告回：第１回】

業界調整

○国家安全プログラム（SSP）規程類の検討

○安全指標等の確立

新システムの設計

改正等
手続

新システムの構築 公布

国の指標に基
づくプ バイダ

○安全管理システム（SMS）の確立

○業務提供者等に対する安全監督の確立

○安全指標等の確立 づくプロバイダ
の指標の調整
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項目 ～平成25年3月 平成25年度以降

措置分類Cとされた項目の工程表：運航の安全性確保

平成25年4月平成24年6月

運航基準関係

二型式機同時乗務

○諸外国事例の調査

・欧州・米国の基準・運用の
調査

○事業者との調整

公布

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

48
型式機同時乗務

時資格について
【報告回：第３回】

調査

○制度案の検討
調査結果をもとに制度案を検討

○規則改正手続き
パブコメ、省令、通達改正を実施。

公布
施行

○我が国の実態の調査

69

委託先変更時の運
航管理施設の検査
について
【報告回 第３回】

我 国 実態 調

検査の実施方法（書面若しくは実地）
についての実態調査

○諸外国事例の調査

米国及び欧州における施設検査の実
態調査

【報告回：第３回】 ○制度案の
検討

調査結果を
もとに制度
案を検討

○規則改正手続き

パブコメ、通達改正を実
施。

公布
施行

71
乗務時間制限につ
いて
【報告回：第３回】

○ICAO基準及び諸外国制度の調査
・ICAO基準、米国、欧州の制度・運用について調査を実施
・疲労リスク管理システム(FRMS)及びリスク評価手法について検討を行い、
その導入のあり方について検討を行う。

調査結果を踏まえ、我が国制度のあり方
について検討

74①
GPSを主要計器とし
た運航について
【報告回：第２回】

○評価運用の実施
・GPSを主要計器とする評価運用

○制度案の検討

評価運用の結果をもとに、関連通達の見直しを検
討 公布

施行

○規則改
正手続き

○事業者との調整○事業者との調整

項目 ～平成25年3月 平成25年度以降

措置分類Cとされた項目の工程表：運航の安全性確保

平成25年4月平成24年6月

その他運航関係

給油中の禁止事項

○諸通達等の改正

以下の項目について、改

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

41
給油中の禁止事項
について
【報告回：第３回】

以下の項目に て、改
正等を実施
・諸通達の改正
・運用による対応

○諸外国事例の調査

99
運航規程付属書の
改訂について
【報告回：第３回】

米国における制度を調査
○我が国の実態の調査
申請内容の実態調査

○制度案の
検討

調査結果を

○規則改正手続き

パブコメ、通達改正を実
施

公布
施行

運航規程の提出方
法

○制度案の検討
パブコメ・通達改正

調査結果を
もとに制度
案を検討

施。 施行

105 法について
【報告回：第３回】

○制度案の ○規則改

公布
施行

109
法令に基づかない
通達について
【報告回：第３回】

検討 公
布

施
行

正手続き

○事業者と
の調整
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措置分類Cとされた項目の工程表

２．航空機の安全性の確保２．航空機の安全性の確保

項目 ～平成25年3月 平成25年度以降

措置分類Cとされた項目の工程表：航空機の安全性確保

平成25年4月平成24年6月

耐空証明関係

耐空証 検査

○諸外国事例の調査
・欧州の基準・運用
米国の基準 運用

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

4

耐空証明の検査
内容について（飛
行試験）
【報告回：第３回】

・米国の基準・運用

○詳細な技術的検討を実施し結論を得る。
欧米の状況を踏まえつつ、航空会社の見解を聞きながら、
ＮＨＦ飛行試験項目の妥当性について技術的検討を実施
し、結論を得る。

必要に応じて

○パブコメ
等の手続
き

9

耐空性を有しない
航空機の使用に係
る許可申請手続に

○引き続き柔軟な運用を実施
・機材に損傷が発生するなどの緊急事態が発生し、土日に飛行許可等が必要となった場合についても、引き続き柔軟に対応

○更なる手続の簡素化についての検討9 る許可申請手続に
ついて
【報告回：第２回】

・諸外国事例の調査
欧米における包括許可の要件や当該運用の詳細等について
調査

・制度案の検討
調査結果をもとに、航
空会社の見解を聞き
つつ、制度案を検討

必要に応じて

・通達改正手
続き
パブコメ等を実施

○更なる手続の簡素化についての検討

その他整備関係

13
チャイルドシートの
型式承認について

○制度案の検討
昨年度実施した欧米の

必要に応じて

○通達策定・
改正手続き

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

13 型式承認について
【報告回：第２回】

外国航空会社へ

状況調査を踏まえ、我が
国における制度案を検討

改正手続き

パブコメ等を
実施

27

外国航空会社へ
の整備業務の委
託について
【報告回：第３回】

○制度案の検討
ICAO基準、欧米基準・運用について、調査を実施し

た後制度を検討
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項目 ～平成25年3月 平成25年度以降

措置分類Cとされた項目の工程表：航空機の安全性確保

平成25年4月平成24年6月

その他整備関係

整備士の搭乗確

○制度案の
検討 公

布

○規則改
正手続き

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

88
整備士の搭乗確
認制度について
【報告回：第３回】

布

施
行○事業者と

の調整

措置分類Cとされた項目の工程表

３．航空従事者の技量維持３．航空従事者の技量維持
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項目 ～平成25年3月 平成25年度以降

措置分類Cとされた項目の工程表：航空従事者の技量維持

平成25年4月平成24年6月

操縦士資格制度関係

乗務員の身体検査 ○航空身体検査基準検討委員会（仮称）の設置 公布

○規則改正
手続き

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

45
乗務員の身体検査
基準について
【報告回：第３回】

○改善項目 ○規則

○航空身体検査基準検討委員会（仮称）の設置

制度の見直しに関する骨子案の検討 航空身体検査基準・マニュアル改正素案の検討 最終とりまとめ

公布
施行

○事業者と
の調整

49

型式限定資格取得
時の実地試験につ
いて
【報告回：第３回】

○改善項目
の抽出・制度
案の検討 公布

施行

○規則
改正手
続き

○事業者と
の調整

50
操縦士実地試験の
試験科目について

公
布

施
行

○その他実地試験の実施方法の見直し

○早期に
改善でき
る項目の
抽出 ○事業者と

の調整

○制度案の実施可 ○規則 公

○規則改正
手続き

【報告回：第３回】
○その他実地試験の実施方法の見直し

○事業者との調整○海外調査 （米国・欧州の全技能証明にわたる調査、AQPを含む）

○制度案の実施可
能性の検討

○規則
改正手
続き

公
布

施
行

○事業者との調整○現状把握・問題点の抽出

○学科試験の実施回数増加のための予算の確保に尽力

95①
操縦士学科試験の
受験機会について
【報告回：第２回】

○学科試験の実施回数増加のための予算の確保に尽力
・会場の確保、試験問題作成等

○学科試験のコンピューター化についての諸外国事例の調査
・欧米を中心に、問題作成や実施の体制等を調査する。

○導入可能性・検討事項の抽出

項目 ～平成25年3月 平成25年度以降

措置分類Cとされた項目の工程表：航空従事者の技量維持

平成25年4月平成24年6月

整備士資格制度関係

整備士資格につい

○諸外国の制度の調査
・米国、欧州の制度・運用について、調査を実施 （必要に応じ）

資格制度 整備方法全般にわたる

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

56
整備士資格につい
て
【報告回：第３回】

○実地検証及び検討

項目 要望会社と協力
○規則

○試験制度、試験科目、実施方法の見直しの検討

○事業者からの意見徴収

資格制度・整備方法全般にわたる
見直しの検討

58
整備士国家資格の
試験科目について
【報告回：第３回】

以下の項目について、要望会社と協力し
て実地に検証を行う
・フラットパネルトレーナー(FTP)を用いて
試験を行った場合の試験結果に及ぼ
す影響

公
布

施
行

改正手
続き

96①
整備士学科試験の
受験機会について
【報告回：第２回】

○学科試験の実施回数増加のための予算の確保に尽力
・会場の確保、試験問題作成等

○学科試験のコンピューター化についての諸外国事例の調査
・欧米を中心に、問題作成や実施の体制等を調査する。

○導入可能性 検討事項の抽出

シミュレータ関係

○制度案の

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

○導入可能性・検討事項の抽出

52

実機試験のシミュ
レーター化につい
て
【報告回：第２回】

○制度案の
検討
制度案の検討

公
布

施
行

○規則
改正手
続き

○事業者と
の調整
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項目 ～平成25年3月 平成25年度以降

措置分類Cとされた項目の工程表：航空従事者の技量維持

平成25年4月平成24年6月

その他航空従事者関係

技能証明の発行手
○他事例の調査
米国の基準 運用

○見直しの方向性・制度案の検討
・見直しの方向性の検討
制度上の位置づけの整理

○制度改正手続き

公布

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

90
技能証明の発行手
続について
【報告回：第３回】

・米国の基準・運用

・我が国の他免許制度の
基準・運用

・制度上の位置づけの整理

○他省庁との調整 ・登録免許税の取扱いについて調整

○事業者との調整
※制度上の位置づけの整理により、時期が
前後しうる。

公布
施行

措置分類Cとされた項目の工程表

４．その他の要望４．その他の要望
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項目 ～平成25年3月 平成25年度以降

措置分類Cとされた項目の工程表：その他

平成25年4月平成24年6月

速度制限について

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

○速度制限適用外のクラス空域設定に伴う課題抽出と対応の検討
当該制限を緩和するために必要となる、ICAO規定上IFR機に対する速度制限が適用されない空

70 速度制限について
【報告回：第３回】

国が指定する空港

機
域（クラスA,B,C空域）の設定に伴う、新たな規制の発生、管制処理容量への影響、並びに、必

須となるサービス提供のための追加設備、要員及びコスト等、想定される課題を抽出し、運航
者等の意見も聞きながら対応を検討。

114

港
以外への外国籍機
の発着に係る許可
申請（ビジネス
ジェット関係）
【報告回：第３回】

○制度改正
手続き

116

外国籍機による日
本国内における有
償飛行について
（ビジネスジェット
関係）

○諸外国事例の調査
以下の項目について、調査を実施
・米国の基準・運用

○制度の導入について検討

【報告回：第３回】
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安全に関する技術規制のあり方検討会 委員名簿 

（敬称略） 

 

（委員長） 

鈴木
すずき

 真二
しんじ

 東京大学大学院工学系研究科 教授 

（委 員） 

石川
いしかわ

 隆司
た か し

 名古屋大学大学院工学研究科 教授 

今井
い ま い

  孝雄
た か お

 (社)日本航空技術協会 会長 

宇藤山
う と や ま

 了
さとる

 (財)航空輸送技術研究センター 専務理事 

大上
おおうえ

 二三雄
ふ み お

 ｴﾑ･ｱｲ･ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ(株) 代表取締役社長 

大内
おおうち

 学
まなぶ

  (社)日本航空機操縦士協会 会長 

戸崎
と ざ き

 肇
はじめ

 早稲田大学アジア研究所 教授 

 

（航空局） 

佐藤
さとう

 善信
よしのぶ

 航空局次長 

篠原
しのはら

 康弘
やすひろ

 航空局航空ネットワーク部長 

髙橋
たかはし

 和弘
かずひろ

 航空局安全部長 

秡
はらい

川
かわ

 直也
なおや

 航空局航空戦略課長【事務局】 

志村
しむら

 務
つとむ

 航空局安全部安全企画課長【事務局】 

高野
たかの

 滋
しげる

 官房参事官（航空事業安全）【事務局】 

佐々木
さ さ き

 良
りょう

 航空局総務課長 

久保田
く ぼ た

 雅晴
まさはる

  航空局航空ネットワーク部航空事業課長 

島村
しまむら

 淳
あつし

 航空局安全部運航安全課長 

川勝
かわかつ

 弘彦
ひろひこ

 航空局安全部航空機安全課長 

石井
いしい

 靖男
やすお

 航空局安全部航空機安全課航空機技術基準企画室長 

 

 

※ 上記のほか、航空会社及び日本ビジネス航空協会がオブザーバーとして参加 

参考資料１



Ⅰ 日本の空を世界へ アジアへ開く

国土交通省成長戦略（2010.5） ～我が

Ⅱ 首都圏の都市間競争力ｱｯﾌﾟにつながる

Ⅰ 日本の空を世界へ、アジアへ開く

Ⅱ 首都圏の都市間競争力ｱｯﾌにつながる
羽田・成田強化

Ⅴ 真に必要な航空ﾈｯﾄﾜｰｸの維持

拠点空港における （格安航空会社）専用タ ミナルの整備検

Ⅵ LCC参入促進による利用者メリット拡大

拠点空港におけるLCC（格安航空会社）専用ターミナルの整備検

国際動向に迅速・的確に対応した技術規制の緩和等による航

4
9

＜技術規制の緩和＞

乗員資格等の相互承認を早期に実現するべく、米国をは

イセンス発給審査の効率化による外国籍運航乗務員の活用

まずは航空会社の スト削減に資する技術規制の緩和を重まずは航空会社のコスト削減に資する技術規制の緩和を重

これに加え、今後とも国際的動向を踏まえつつ、安全性

する。

利用者利便性の向上を通

く （徹底的なオ プンスカイの推進）

参考資料２が国の成長に貢献する航空政策へ～

Ⅲ 「民間の知恵と資金」を活用した空港経営の

く （徹底的なオープンスカイの推進）

Ⅲ 「民間の知恵と資金」を活用した空港経営の
抜本的効率化

Ⅳ ﾊﾞﾗﾝｽｼｰﾄ改善による関空の積極的強化

検討検討。

航空会社の低コスト化支援。

はじめとする諸外国との協議を積極的に進めていくとともに、ラ

用円滑化、旅客在機中給油の実施による機材の高稼働化等、

重点的に行う重点的に行う。

性が確保されることを前提として、技術規制の緩和を不断に実施

通じた我が国の成長を実現



検討の進め方

■ 国土交通省成長戦略（平成22年５月）を踏まえ、航空技術
態への対応等の観点から、航空の安全に関する技術規制（法令

■ 安全の確保を大前提とした上で、国際標準等の範囲内におい

■ 平成23年度内に実施し、安全性確保の観点から実証実験等
原則とする。

平成23年度

9～10月 全事業者からヒアリング → ２５１項目の

（重検 討

原則とする。

要望Ａ[即時実施] 

・早急に対応可能なもの

要望Ｂ[23年度内対応]

・要望Ａ以外のもので、実
験等の必要がないもの

検 討

5

験等の必要がないもの

検 討

検 討

0

12月

3月

改正を実施

改正を実施

平成24年度以降

3月

平成24年度以降

集中改革期間（平成23年度～25年

術の進歩への対応や利用者ニーズを踏まえた新たな事業運営形

参考資料３

令・通達・運用）のあり方を見直す。

いて、安全性の検証を行いつつ、実施。

等が必要なものについては、平成２４年度内に実施することを

要望

重複を除くと、1２９項目）
要望Ｄ[対応不可]

・既に国際標準等と同等

実証実

要望Ｃ[24年度以降に対応]

・実証実験等の必要があり検
討に時間を要するもの

既に国際標準等と同等
の制度になっており、
見直しが困難なもの

討に時間を要するもの

有識者委員会

・学識経験者 規制改革会

対応方針、スケジュール

を明らかにする

検 討

学識経験者、規制改革会
議委員経験者等で構成

を明らかにする

改正を実施

実証実験等

改正を実施

度）内に、新たな基準の定着を図る



検討結果概要

事業者から 要望（全項目）
第１回で

事業者からの要望（全項目）
２５１項目

集約

第 回で

事業者からの要望
（重複する要望を統合）

１２９項目

第２回で１２０項目

○ 対応 （１００項目）

総括（１２０項目）

5 第３回で
○ 対応 （１００項目）

①平成２３年度中に改正を実施
・・・５０項目

1

②平成２４年度以降に改正を実施
・・・５０項目

× 対応不可 （２０項目）

＜凡例＞
要望Ａ：対応（即時） 又は措置済み等

９項目

要望取

他省庁

※規制

要望Ａ：対応（即時） 又は措置済み等
要望Ｂ：対応（平成２３年度内）
要望Ｃ：対応（原則、平成２４年度内）
要望Ｄ：対応不可

で報告・議論 （３１項目） １２月６日

参考資料４

で報告 議論 （３ 項目）

○ 対応（Ａ、Ｂ、Ｃ） ２８項目
（うち、Ａ：２１、Ｂ：４、Ｃ：３）

× 対応不可（Ｄ） ３項目

で報告・議論 （２９項目）

○ 対応（Ａ、Ｂ、Ｃ） ２０項目
（うち、Ａ：４、Ｂ：６、Ｃ：１０）

２月６日

（うち、 、 、 ）

× 対応不可（Ｄ） ９項目

４月６日で報告・議論 （６０項目※）

○ 対応（Ａ、Ｃ） ５２項目
（うち、Ａ：１５、Ｃ：３７）

× 対応不可（Ｄ） ８項目

○ 対応（Ａ、Ｃ） １５項目
（うち、Ａ：６、Ｃ：９）

× 対応不可（Ｄ） ４項目

■ うち、ビジネスジェットに関する要望（１９項目）

× 対応不可（Ｄ） ４項目

※ なお、小型ビジネスジェット機によるチャーター事業に係る技術規制につ
いては、「規制・制度改革に係る方針」（H23.4.8閣議決定）にて、米国基準を
参考に我が国基準を見直すことを決定【参考資料７（P.59）参照】。

取り下げ等（６項目）

庁の所管に関する要望 （３項目）

制・制度改革に関する分科会第１ＷＧ（3.19に開催）において検討、結論



技術規制の見直しによる主な効果

背 景

航空技術の進歩
新たなビジネスモデル

の登場（LCC等）

対応対応

新たなビジネスモデ
対応するための見直

技術の進歩を踏まえた見直し（P.53）

○ 実技試験のシミュレータ化(No.52)
副操縦士昇格のための実技試験につ

いて、シミュレータ使用を認める方向で
対応

○ 旅客在機中給油の実施

旅客在機中に給油を行
あることを明確化。

（具体例）

○ 簡易型チャイルドシートの承認
(No.13)
米国において承認されている簡易な

チャイルドシートの承認を検討

対応。
○ 打刻方法の見直し(No

打刻について、打刻位置
機本体に「直接」打刻する
法（プレートの貼付など）の
討

5
2

チャイルドシ トの承認を検討。

○ 給油中の無線設備等使用禁止の緩和
(No.41)
給油中であっても、火花を起こす恐れ

のない無線設備については使用可能と

討。

○ 英文による運航規程の

全ての職員が英文マニ
理解し、遵守することを前
係るマニュアルを英文で作のない無線設備については使用可能と

することを検討。
係るマニュアルを英文で作
受けることを可能とするこ

効果効果

利用者利便の向上 業務運営の効率化

参考資料５

環境の変化
（人材の確保・育成
の必要性の高まり）

応

手続きの合理化、簡素化
の要請

応

デルに
直し（P.54） 人材の確保・育成のための見直し（P.55）

○ 指定養成施設 所 件 緩和（ ）

施(No.40)
うことが可能で

○ 指定養成施設への入所要件の緩和（No.61）
航空会社の有する、パイロット等の養成施設（指定

養成施設）については、入所者が限定されているが、
これを緩和。

○ ６０歳以上のパイロットの同時乗務を可能に(No 46)
o.85)
置の拡大と航空
る以外の実施方
の明確化を検

○ ６０歳以上のパイロットの同時乗務を可能に(No.46)
航空会社におけるパイロットの健康管理体制を充実

させた上で、６０歳以上のパイロットの同時乗務を可能
に。

手続きの合理化、簡素化のための見直し（P.55）

○ シミュレータの認定検査合格後、即日使用可能に
(No.53)

の提出 (No.105)
ュアルを十分に

前提に、運航に
作成し 承認を

○ 特別航行の機番追加申請の簡素化(No.75)
作成し、承認を
ことを検討。

○ 配布マニュアルの電子化 (No.107)

果果

人材の確保・育成 コストの削減



技術規制の見直しによる主な効果～技術の進歩を

航空技術の進歩航空技術の進歩

（内部）

対応

シミュレータの機能の高度化

5

○ 簡易型チャイル○ 実技試験のシミュレータ化(No.52)

対応

［現 状］［現 状］

3

［現 状］

簡易型チャイルドシ
い。

［対 応］

安全性への影響な

［現 状］

副操縦士に昇格する者に対する実技試験は、実
機で行っている。

［対 応］

訓練の 部を実機で行う等の 定の条件のもと 安全性への影響な
題がないことを確認
る。

［効 果］

訓練の一部を実機で行う等の一定の条件のもと、
実技試験はシミュレータ（パイロットの試験等に使用
する模擬飛行装置）使用を認める方向で対応する。

［効 果］
従来より小型で軽

用できるようになり、
試験のために機材を運休させる必要がなくなるほ

か、燃料費等のコスト削減につながる。

を踏まえた見直し～

簡易型チャイルドシートの導入

応

ルドシートの承認(No.13) ○ 給油中の無線設備等使用禁止の緩
和(No.41)

応

［現 状］
シートの使用は認めていな

などを評価の上 安全上問

［現 状］

給排油中の航空機の無線設備又は電
気設備の操作を禁止している。

［対 応］

火花放電等を起こすおそれのない無線などを評価の上、安全上問
認した場合には、使用を認め

が

火花放電等を起こすおそれのない無線
設備の使用を可能とする。

［効 果］

無線設備を使用しながら効率的に給排
が軽量なチャイルドシートが使

、旅客の利便性が向上する。
油作業を行うことができるようになる。



技術規制の見直しによる主な効果～新たなビジネス

新たなビジネスモデルの登場（ＬＣＣ等）新たなビジネスモデルの登場（ＬＣＣ等）

主として以下のような取り組みにより、

ＬＣＣのビジネスモデルの特徴

低コスト、低運賃サービスの提供を実現。

① 短距離かつ直行便を主体とする運航

形態

② 空港滞在時間の短縮や機材回転率

の向上

対

我が国ＬＣＣの参入

給油時
機

の向上

③ 主要空港の周辺空港の利用

④ 販売コストの削減・サービスの簡素化

5

○ 旅客在機中給油の実施(No.40) ○ 打刻方法の見直し(No.85

［現 状］ ［現 状］

対4

［現 状］

旅客在機中に給油を行うことは、一定の条
件を満たせば可能であるが、その旨が認知
されていない。

［対 応］

［現 状］

金属プレートの貼付による打
件を満たせば可能であるが、
ていない。

［対 応］［対 応］

通達を改正し、旅客在機中に給油を行うこ
とが可能である旨を明確化する。

［効 果］

［対 応］

省令を改正し、金属プレート
刻が認められることを明確化

［効 果］
旅客在機中に給油を行うことで、ターンア

ラウンドタイム（着陸から離陸までの間隔）
が短縮され、遅延回復などが可能となる。

リース機である場合、「直接
返却時に原状回復コストがか
れを低減することが可能とな

スモデルに対応するための見直し～

打刻方法の変化

部材への打刻から
プレートの貼付へ

対応

時間の短縮により
材の稼働率を高めたいというニーズ

5) ○ 英文による運航規程の提出 (No.105)
［現 状］

対応

打刻は、一定の条
その旨が認知され

［現 状］

運航に係るマニュアルを英文で作成し、承認を受け
ることはできない。

［対 応］

全ての職員が英文マ アルを十分に理解し 遵守

トの貼付による打
する。

全ての職員が英文マニュアルを十分に理解し、遵守
することを前提に、運航に係るマニュアルを英文で作
成し、承認を受けることを可能とする。

［効 果］

接」打刻していると、
かかっていたが、こ
る。

外国人パイロットの増加などにより、マニュアルを和
訳する必要性が低下する中で、外国の航空機メー
カー等のマニュアルを和訳する手間を省き、申請にか
かる時間を短縮できる。



技術規制の見直しによる主な効果～人材の確保・育成の

／手続きの合

人材の確保・育成の必要性材 確保 育成 必要性

60歳以上の健康なパイロットの増加 航空需要の拡大
(人)

航空需要の拡大により、世界的な
パイロット不足が発生

例）アジア/太平洋

2,980967

主要航空会社の操縦者年齢構成（平成２３年１月１日現在） (歳)

年平均 +5.8%
単位：十億人キロ

対応対応

25           30           35           40           45           50           55           60           65

5

○ ６０歳以上のパイロットの同時乗
務を可能に(No.46)

［現 状］

６０歳以上のパイロ トが同時に乗

○ 指定養成施設への入所要件の
緩和（No.61）

［現 状］

航空会社の有する指定養成施設

5

６０歳以上のパイロットが同時に乗
務することを禁止している。

［対 応］

航空会社におけるパイロットの健

航空会社の有する指定養成施設
には、グループ会社以外の要員は
入所できない。

［対 応］

康管理体制を充実させた上で、６０
歳以上のパイロットが同時に乗務す
ることを可能とする。

［効 果］

航空会社がカリキュラム変更等を
行えば、グループ会社以外の要員
の入所を認める。

［効 果］［効 果］
ベテランパイロットをはじめとする

パイロットの有効的活用が可能とな
る。

［効 果］

効率的な人員の訓練が可能とな
り、今後の就航数の増加に対応し
た人員育成が見込まれる。

のための見直し

理化、簡素化のための見直し～

手続きの合理化 簡素化のための見直し

○ シミュレータの認定検査合格後、即日使用可能に(No.53)

手続きの合理化、簡素化のための見直し

［現 状］

シミュレータについては 国土交通大臣の認定を受ける必要があり 認定検シミュレータについては、国土交通大臣の認定を受ける必要があり、認定検
査終了後、数週間使用することができない。

［対 応］

シミュレータの認定検査において、合格した場合には、即日使用できるよう
にする

○ 特別航行の機番追加申請の簡素化(No.75)

［現 状］

高精度航法 等 特 な方式 航行を行う場合 航空機が必 な

にする。

高精度航法（ＲＮＡＶ）等の特別な方式の航行を行う場合、航空機が必要な
性能及び装置を有すること等の基準に適合しているかどうかの審査・国の許
可を受ける必要があるが、同一の装置を装備した同一型式の複数機を順次
導入するような場合においても、一機毎に個別に申請している。

［対 応］［対 応］

同一の装置を装備している同一型式の航空機グループについて、まとめて
申請することを可とする。

○ 配布マニ アルの電子化 (No 107)○ 配布マニュアルの電子化 (No.107)

［現 状］

航空運送事業者は、運航に係る業務上必要な部分（マニュアル）について、
国に紙媒体で配布している。

［対 応］

タブレット端末等の電子媒体にて運航関連のマニュアルを配布することを可
とする。



（参考） 技術規制の見直しによる経済的効果の

○ 規制の見直しによるコスト削減額等の経済的効果は○ 規制の見直しによるコスト削減額等の経済的効果は
※ 対応１００項目について、安全性の検証等の結果、航空会社の
※ 金額は、一定の仮定を置いた上で、各航空会社及び航空局が試
※ 安全性や利用者利便の向上を目的とする項目（例：簡易型チャ
（対応１００項目のうち５８項目）を除く。項 う 項 除 。

○ 実技試験のシミュレータ化(No.52)

［概 要］

○ 航空会社が審査で
(No.43)

［概 要］

≪主な項目と経済的効果≫

シミュレータによる実技試験が認められる範囲が
拡大されることにより、①実地試験のために機材を
運休させる必要がなくなるとともに、②実地試験に
かかっていた燃料費等のコストが削減できる。

算 式

［概 要］
航空会社によって審査

大されることにより、国に
員が稼働できない事態

［算 式］

5

［算 式］
① 実地試験のために機材が使用できない期間
× １日あたりの逸失利益 × 年間件数
② （実地試験にかかる費用 － シミュレータ使用料）
× 年間件数

［算 式］
国の運航審査官による

× 年間対象者数 × 人

［数 値］ ２．４億円 （６社

6

［数 値］ ①１．８億円 ②４．４億円 （５社合計）

○ 整備士試験のシミュレータ簡素化 (No.58)

［概 要］

○ シミュレータの認定
能に(No.53)

［概 要］
シミ レ タの新規認［概 要］

整備士国家資格試験を現行より簡素なシミュレー
タ（ＦＰＴ等）で実施することが認められることにより、
シミュレータの使用料が削減できる。

［算 式］

シミュレータの新規認
即日使用が可能となる
認定書発行までの間、シ
事態が解消できる。

［算 式］［算 式］
（現行のシミュレータ使用料 － ＦＰＴ使用料）

× 年間件数

［数 値］ ２．４億円 （３社合計）

［算 式］
認定検査から認定書発

× シミュレータの１日あ

［数 値］ ０．３億円 （３社

の試算

は 総額約３０億円（年間）は、総額約３０億円（年間）。
要望どおりに制度改正を実施することができたと仮定して算出。
試算・集計したもの。

ャイルドシートの承認(No.13)）など、数値化が困難な項目

できる機長の範囲の拡大 ○ ６０歳以上のパイロットの同時乗務を可能
に(No.46)

［概 要］
査できる「機長の範囲」が拡
による審査待ちのために乗
が解消できる。

［概 要］
６０歳以上の加齢乗務員２名による乗務が可能と

なることにより、加齢乗務員、現役乗務員双方の稼
働率が向上する。

［算 式］
る審査の待ち期間

人件費単価

社合計）

［算 式］
加齢乗員の活用により稼働が創出される乗員数

× 年間乗務日数 × 人件費単価

［数 値］ １．４億円 （２社合計）

定検査合格後、即日使用可

認定検査において 合格後

○ 整備マニュアルを変更する場合の手続の簡
素化 (No.23)

［概 要］

航空会社が整備マニ アルを変更する際の手続認定検査において、合格後
ことにより、検査終了から
シミュレータを使用できない

航空会社が整備マニュアルを変更する際の手続
きにおいて、届出が認められる範囲を広げることに
より、申請にかかっていた職員の作業負担が軽減さ
れる。

［算 式］

発行までの待ち期間
あたり償却費 × 年間件数

社合計）

［算 式］
許可を得るために要する作業時間 × 年間件数

× 人件費単価

［数 値］ ０．２億円 （５社合計）
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規制・制度改革に係る方針 

 

 

平成 24 年７月 10 日   

閣 議 決 定 案   

 

 

 

 行政刷新会議の下の「規制・制度改革委員会」における規制・制度改

革に関する検討の結果を踏まえ、別紙のとおり、「規制・制度改革に係る

方針」を定める。 

 別紙の事項について、各府省は早期に措置し、内閣府はその内容及び

進捗状況を四半期ごとに確認し、公表する。 

参考資料６ 



法律 政令 省令
その他
（運用
等）

航空機製造事業法に規定する航空機等の修理の事
業における航空法との重複規制について、航空機製
造事業法による指導・監督等の実績が少ない状況等
を踏まえ、航空機修理事業者の負担軽減に向けた抜
本的な見直しの検討を行い、結論を得る。
また、上記の検討を行うため、航空機修理事業者等を
含めた検討会を早急に立ち上げる。

平成24年度
検討・結論

上記措置までの間、航空機製造事業法第２条の２の
「航空運送事業者又は航空機使用事業者の自家修理
及びこれに準ずるもの」についての解釈について通知
等で周知を図り、子会社が、航空運送事業者である親
会社の航空機等の修理を行う場合等、修理事業許可
の適用外とする範囲を明確化する。

平成24年度
上期措置

●

19

航空分野におけ
る規制・制度改革
②（航空機無線設
備の検査項目の
国際基準との整
合）

国際基準との整合性及び安全性の確保等を踏まえ、
電波法が規定する航空機無線設備の検査項目のう
ち、「電気的特性の点検」（ベンチチェック）及び「総合
試験」（フライトチェック）について、国内の航空運送事
業者の国際競争力強化に向け、制度の在り方も含め
た見直しの検討を行い、結論を得る。
また、上記の検討を行うため、航空運送事業者等を含
めた検討会を早急に立ち上げる。

平成24年度
検討・結論

● ● ● 総務省

国際基準との整合性及び安全性の確保等を踏まえ、
電波法が規定する航空機無線設備の定期検査につい
て、国内の航空運送事業者の国際競争力強化に向
け、制度の在り方も含めた見直しの検討を行い、結論
を得る。
また、上記の検討を行うため、航空運送事業者等を含
めた検討会を早急に立ち上げる。

平成24年度
検討・結論

● ● ●

上記措置までの間、「規制・制度改革に係る方針」（平
成23年４月８日閣議決定）に基づいて検討を行ってい
る「電気的特性の点検（ベンチチェック）の周期延長」
について、早急に措置する。

平成24年度
上期措置

●

21

航空分野におけ
る規制・制度改革
④（航空機無線設
備の製造番号登
録制度の見直し）

国際基準との整合性及び安全性の確保等を踏まえ、
航空機に搭載する無線設備の製造番号登録制度につ
いて、国内の航空運送事業者の国際競争力強化に向
け、制度の在り方も含めた見直しの検討を行い、結論
を得る。
また、上記の検討を行うため、航空運送事業者等を含
めた検討会を早急に立ち上げる。

平成24年度
検討・結論

● ● ● 総務省

規制・制度改革の内容
実施
時期

所管省庁事項名番号

法律事項・政令事項・
省令事項

●

18

航空分野におけ
る規制・制度改革
①（航空機製造事
業法の事業許可
基準等の見直し）

経済産業省

航空分野におけ
る規制・制度改革
③（航空機無線設
備の定期検査制
度の見直し）

総務省20
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平成 24 年 3 月 30 日 

航空局 

 
小型ビジネスジェット機によるチャーター事業に対応した運航・整備基準を策定します！ 
 
 

ビジネスジェット事業の発展と利用者利便の向上を図る観点から、小型ビジネスジェ

ット機によるチャーター事業に係る技術規制について、別添の「基本的な考え方」に基

づき、米国の技術基準（連邦航空規則（FAR） Part 135）を参考に、我が国の基準を見

直すこととしました。 

 

具体的には、米国と同様、客席数 30 席以下かつ最大有償搭載量 3,400 キログラム以

下の小型ジェット機を対象とした、包括的な基準の策定を行うこととします。 

 

具体的な基準については、今後関係者等と調整を行い、本年秋頃に決定・周知するこ

ととしています。 

 

（参考） 

「規制・制度改革に係る方針」（平成 23 年４月８日閣議決定）（抜粋） 

「小型ビジネスジェット機によるチャーター事業に係る参入基準及び運航・整備

基準につき、国際民間航空条約附属書に定められた国際標準への適合を前提とし、

米国の基準を参考とした包括的基準を導入することを検討し結論を得る。」 

 
 

参考資料７
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平成 24 年 3 月 30 日 
航空局 

 
小型航空機を用いた航空運送事業に関する技術規制の基本的な考え方 

 
 
１．背景及び概要 

 
業界団体から、ビジネスジェット機の利用を促進するため、ビジネスジェット機

によるチャーター事業について、米国基準を参考とした包括的な運航・整備基準を

導入することが要望されている。 
また、「規制・制度改革に係る方針」（平成 23 年４月８日閣議決定）において、

ビジネスジェットの利用促進に資する規制の見直しとして、「小型ビジネスジェッ

ト機によるチャーター事業に係る参入基準及び運航・整備基準につき、国際民間航

空条約附属書に定められた国際標準への適合を前提とし、米国の基準を参考とした

包括的基準を導入することを検討し結論を得る」ことが決定されている。 
今般、これらの要望及び閣議決定を踏まえつつ、小型ジェット機を含む小型航空

機を用いた航空運送事業の国内外での競争力を強化し、当該事業の発展と利用者利

便の向上を図る観点から、我が国の小型ジェット機を用いた航空運送事業（チャー

ター事業）の技術規制を見直し、輸送の安全性を確保した上で、米国の技術基準（連

邦航空規則（FAR）Part 135）を参考とした包括的な基準の策定を検討することと

した。 
この際、航空の安全に係る技術規制は、国際民間航空条約附属書に定められた国

際標準に準拠すべきものであることから、包括的な基準の導入に当たっても、国際

標準への適合が前提となる。 
 
２．基本的考え方 
 
（１）小型ジェット機による航空運送事業（チャーター事業）に関する技術規制の考

え方 
 ① 包括的基準の導入について 

我が国において現在運航されている小型ジェット機の大多数は米国製である。

また、世界の小型ジェット機も、米国で製造・保有されているものが大半を占め

ている。これらの航空機は、同国の技術規制に基づき設計・運航がなされ、米当

局による同技術規制に基づく安全運航に対する多年にわたる指導・監督実績があ

り、航空事故の発生状況に着目した場合、米国の小型航空機によるチャーター事

業における事故発生率は世界全体と比較して十分に小さい。 
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以上を踏まえ、米国連邦航空規則（FAR）Part 135 を参考に我が国基準を見直

すこととし、客席数３０席以下かつ最大有償搭載量（以下「最大ペイロード」と

いう。）３４００キログラム以下の小型ジェット機を対象とした、包括的な基準

の策定を行うこととする。 
なお、対象となる「チャーター事業」の運航形態については今後検討を行う。 

 
小型ジェット機を用いた航空運送事業（チャーター事業）に関する規制区分見直し案 

現行の規制区分の 
対象飛行機 

規制区分の見直し案の 
対象飛行機 

最大離陸重量 
5700kg 超 

客席数 30 席超 
最大ペイロード 3400kg 超 

客席数 30 席以下 
最大ペイロード 3400kg 以下 最大離陸重量 

5700kg 以下 
   注：対象となる運航形態については今後検討 
 
② 検討に当たっての留意事項  

我が国の小型ジェット機に関する包括的な基準の内容を検討するに当たって、

留意する事項は以下のとおり。 
・ 現行の大型飛行機を用いた我が国の航空運送事業に関する技術規制との整合

性 
・ 米国の技術規制の導入による規制の強化に繋がる場合の取扱い 

  ・ 米国と我が国の規制体系、運航環境等の相違 
  ・ 米国以外の諸外国の技術規制の状況 
 
（２）上記（１）以外の小型航空機による航空運送事業に関する技術規制見直しの考

え方 
小型航空機を用いた航空運送事業は、小型ジェット機を用いた航空運送事業

（チャーター事業）だけでなく、使用する航空機の種類・型式も多岐にわたり、

定期航空運送事業にも及ぶものであることから、（１）と同様の考え方に基づき、

小型航空機に係る航空運送事業全体の技術基準の見直しを行うこととする。 
 
（３）見直しの進め方 

業界からの要望を踏まえ、小型ジェット機による航空運送事業（チャーター事

業）の分野の見直しから着手することとし、その後、回転翼航空機やプロペラ飛

行機を用いた航空運送事業の分野の見直しを順次行うこととする。 



米国連邦航空規則(FAR) Part 135の

旅客運航（飛行機に限る）では、以下の運航にFAR 135飛 機 限 、
Commuter Operation 小型のプロペラ飛行機（客席数が9席以下
On-demand Operation 小型飛行機（客席数が30席以下且つペイ

※ ここでチャーター運航は、Non-Scheduled Operationsのうち、「出発時間、
う旅客運送」である。（FAA Order 8900.1 VOLUME 2, Chapter 2, Section 2

※ 我が国では 定期以外の運航について 特定の二地点間において 定以上

ジェットエンジンを

１．旅客定期便に係る区分

ジェットエンジンを

２．旅客チャーター便に係る

※ 我が国では、定期以外の運航について、特定の二地点間において一定以上

ジェットエンジンを
装備した飛行機

プロペラ飛行機
ジェットエンジンを
装備した飛行機

Supplemental Operatio
[Part 121]6

Domestic/Flag 
Operation
[Part 121]

Domestic/Flag
Operation
[Part 121]

On-demand 
Operation (Domestic 

Fl O ti にも用

Suppl
Ope

（Domes
O ti

2

Commuter
Operation
[Part 135]

←9席 or Flag Operationにも用
いられる機体を除く。) 

[Part 135]

Operation
れる機体

[Par

【参考】Part121が適用される運航
• Domestic Operation: ジェット機又は大型のプロペラ機による米

今回の検

• Flag Operation: ジェット機又は大型のプロペラ機による米
間の定期便の運航

• Supplemental Operation： 大型飛行機（客席数が30席を超える又は
れる飛行機によるチャーター運航

の概要

5は適用される。
下且つペイロードが7,500lbs以下）による定期便の運航

イロードが7,500lbs以下）によるチャーター運航※

出発地及び到着地について、顧客またはその代理人との明確な交渉により行
2）

上の頻度の往復運航を継続する場合 追加の基準が適用される

る区分
我が国の区
分に当ては

上の頻度の往復運航を継続する場合、追加の基準が適用される。

プロペラ飛行機

on Supplemental Operation 
[Part 121]

←30席

めると、幅が
生じる

lemental 
eration
stic or Flag 
にも用いら

On-demand Operation
(Domestic or Flag 

Operationにも用いられる
機体を除く。) 

[Part 135]

Supplemental 
Operation

（Domestic or Flag 
Operationsにも用いられ

る機体に限る。） [Part 
121]

30席
/ 3.4t 最大離陸

重量
5.7t超

nにも用いら
体に限る。）

rt 121]

121]

On-demand Operations
[Part 135]

←9席

最大離陸
重量
5 7t以下

米国内の2地点間の定期便の運航

5.7t以下

検討対象範囲

米国内の地点及び米国外の地点間の輸送並びに米国外の2地点

ペイロードが7,500lbsを超える飛行機）又は定期便にも用いら
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平成 24 年 3 月 30 日 

航空局 

 

ビジネスジェットに関する技術規制に係る検討の経緯 

 

○ 航空局内に関係課長から構成される検討会を立ち上げ、平成 24 年 2 月～3 月

までの間、合計６回の検討を行い、見直しの方向性について決定した。 

○ 検討にあたっては、事業者及び有識者等からのヒアリングを実施した。 

 

【開催経緯】 

第１回検討会（平成 24 年 2 月 9 日） 

本検討会の目的、進め方及び米国航空規則（FAR Part 135）と我が国基準

の比較検討の方向性について 
 

第２回検討会（平成 24 年 2 月 28 日） 

FAR Part 135 と我が国基準の比較検討の結果について 
 

第３回検討会（平成 24 年 2 月 28 日） 

日本ビジネス航空協会要望書等の要望事項の検討の結果について 
 

第４回検討会（平成 24 年 3 月 7 日） 

小型航空機を用いた航空運送事業に関する技術規制の見直しの基本的な考

え方について 
 

第５回検討会（平成 24 年 3 月 22 日） 

  日本ビジネス航空協会、事業者及び「ビジネスジェットの推進に関する委

員会」座長等の有識者等からのヒアリングを実施 
 

第６回検討会（平成 24 年 3 月 30 日） 

      小型航空機を用いた航空運送事業に関する技術規制の見直しの基本的な考

え方とりまとめ 

（参考） 
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「航空安全技術規制に関する目安箱」について 

 

 

１．概要 

安全に関する技術規制について、制度や運用の見直しを有効なものとするた

め、「航空安全技術規制に関する目安箱」を設置し、常時、専用窓口によって

航空事業者からの要望を受け付ける。 

 

 

２．設置の目的 

① 制度や運用の見直し後の状況を把握し、現場の意見を適切に反映すること。 

② 技術の進展等により、規制見直しに関する新たな要望が生じた場合にこれ

を受け付けること。 

 

 

３．要望の提出方法・回答方法 

（１）提出方法 

要望者は、所定のフォーマットに要望事項等の必要事項を記入の上、専用

メールアドレス宛てに提出。 

（２）回答方法 

  要望受付日より起算して原則 10 営業以内に要望者に回答。 

（３）公表 

    要望及び回答の内容については、国土交通省ホームページにて公表。 

 

 

４．運用開始日 

 平成 24 年１月４日（水） 

 

 

５．運用状況 

（１）件数 

１件（平成 24 年１月～平成 24 年５月末） 

（２）具体的な要望事項 

① 要望者 

    スカイマーク株式会社 

 ② 要望事項 

    『定期便における最少客室乗務員の運用の改善について』 

 ③ 要望内容 

    客席数が５０席を超える航空機の客室乗務員の必要数について、急病

参考資料８ 
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等止むを得ない場合及びチャーター運航便のみ、「客席数」ではなく「搭

乗旅客数」に基づく客室乗務員の算定が認められている。これを特定の

地方路線においても適用することとしたい。 

  ④ 緩和による効果 

    必要客室乗務員数・コスト削減ができ、それを原資に更なる路線ネッ

トワークの拡充が可能となる。 

  ⑤ 回答内容 

客室乗務員は、旅客に対するシートベルトの常時着用の要請その他

安全上の指示及び説明、緊急避難に係る誘導を行う等、客室安全の確

保を職務としている。 

客室乗務員の数の決定に当たっては、非常脱出口の数及び位置、救

急用具及び緊急脱出のための機内設備の取扱い、緊急時の業務分担等

を考慮する必要があり、欧米の規則においても航空機の客席数を基に

決定することとなっている。 

平成 24 年中に諸外国における客室乗務員の必要数に係る規則の背

景等を調査の上、我が国の基準を改めることが適当かどうかについて

検討を行い、平成 24 年度末までに必要な見直しを行う。 
















